
1 

 

1. 調査研究の背景と目的 
 

2017 年 9 月から 2020 年 7 月にわたり欧州主要国における漁港・市場の現地調査を実施

し、漁港・市場の配置と利用、販売、衛生管理・品質管理、販売の電子化等について分析し、

「国別海外漁港・市場調査研究報告書（漁港・市場の整備と管理・運営）」として公開して

きたところである。今般の我が国の水産業をめぐる情勢の変化と水産政策の転換に鑑み、既

に作成し公開している「国別海外漁港・市場調査研究報告書（漁港・市場の整備と管理・運

営）」について、その後の統計データや情報の追加を行うとともに、資源管理の視点から欧

州 6 か国の漁港・市場の管理運営の取組みを再整理・分析を行った。 

 

我が国では、四半世紀前、欧州の衛生管理の取組みを参考に高度衛生管理型漁港・市場の

整備と加工場の HACCP 管理に取り組んできた。近年は水産物・食品の輸出が成長産業とし

て位置付けられ、生産漁場・生産漁船、産地市場・陸揚げ場所、加工場の EU や米国の HACCP

認証・登録が推進されている。他方、水産業をめぐる国内外情勢を踏まえ、水産政策は IUU

漁業対策や持続的な漁業の実現に向けた資源管理を中心に大きな転換点にある。70 年ぶり

に漁業法が改正され、2020 年 12 月に施行、本法に基づき水産資源管理を核とした新たな水

産政策が始まっている。さらに 2020 年 12 月に、水産物の密漁防止を目的とした「漁獲証明

制度」を創設する水産物流通適正化法化が成立し、公布日から 2 年以内に施行される。 

産地・水揚げ地において漁獲証明制度の導入をいかに円滑に実施できるか、こうした資源

管理制度が漁港・市場の管理運営の在り方にどのような影響を与えるか、あるいはどのよう

な漁港・市場の管理運営の在り方が求められるのか。我が国との文化・商習慣の差違はある

ものの、様々な対応策の選択肢の一つとして、欧州の漁港・市場における取組みは大いに役

立つものと確信している。 

 

 

2. 調査研究の内容と方法 
 

(1)調査研究期間 

2017年 9月～2020年 12月（うち現地調査：2017年 10月～2019年 7月） 

 

(2)調査研究内容 

 ・漁港・市場の管理運営方式 

 ・漁港・市場の機能分担 

・漁港・市場の配置・構造と利用 

・陸揚げ・販売・搬出（輸送）方式 

・衛生管理・品質管理の取組み 

・資源管理・トレーサビリティの取組み 

・持続可能な漁業における漁港・市場の取組み 

・情報の提供・公開の取組み 

・電子化の取組み 
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(3)調査研究方法 

1)文献調査 

・統計（年報等）、業界紙、ニュース等記事、既往の調査報告書 

 

2)主要な国の漁港・市場現地調査 

 ・関係者からのヒアリング 

 ・現地踏査・視察 

 ・漁港・市場関係資料 

 

 

3. 現地調査日程と調査先 
 

(1)ノルウェー 

1)調査期間 

2017 年 10 月 2 日（月）から 8 日（日） 

 

2)調査先 

① 農業食品省食品安全局 Mattilsynet(Norwegian Food Safety Authority) 

Ms. Helen Christiansen  

② ノルウェー浮魚漁業販売組合 Norges Sildesalgslag 

Mr. Roar Bjånesøy, Information Adviser 

③ ノルウェー・ペラジア本社 Pelagia AS 

④ ブロム・フィスケオプドレ社 Blom Fiskeoppdrett AS 養魚場 

     Mr. Kenneth Flåten 

⑤ ノルウェー・ペラジア社（オーレスン）Pelagia Liavåg, Pelagia AS 水産加工場 

Mr. Rune Hoddevik, Factory Manager 

⑥ オーレスン港ポート・オーソリティ Ålesundregionens Havnevesen 

Mr. Ole Christian Fiskaa 

⑦ ブロードネ・スペーレ社 Brødrene Sperre AS 水産加工場 

Mr. Ole Kristoffer Nore, Factroy Manager 

⑧ 貿易産業漁業省沿岸総局 Ministry of Trade, Industry and Fisheries 

Mr. Andreas Stokseth  

Mr. Pål Gretland, Deputy Director, Research and Innovation Department 

   

3)日程 

 10 月 2 日（月） 

成田空港→コペンハーゲン空港→ベルゲン空港→ホテル（ベルゲン） 

10 月 3 日（火） 

10:00-12:00 農業食品省食品安全局 

13:00-15:00 ノルウェー浮魚漁業販売組合 

15:30-17:00 ノルウェー・ペラジア本社 

 10 月 4 日（水） 

     ホテル→オイガーデン・サーモンセンター 
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13:00-15:30 ブロム・フィスケオプドレ社 養殖場 

オイガーデンー→ベルゲン空港→オーレスン空港→ホテル（オーレスン） 

10 月 5 日（木） 

10:00-12:00 ノルウェー・ペラジア社 水産加工場 

14:00-15:00 オーレスン港ポート・オーソリティ 

15:30-16:30 ブロードネ・スペーレ社 水産加工場 

ホテル（オーレスン） 

10 月 6 日（金） 

    ホテル（オーレスン）→オーレスン空港→オスロ空港→ホテル（オスロ） 

    13:00-15:00 貿易産業漁業省沿岸総局 

     ホテル（オスロ） 

10 月 7 日（土） 

    ホテル（オスロ）→オスロ空港→コペンハーゲン空港→ 

10 月 8 日（日） 

→成田空港 

 

(2)ポルトガル 

1)調査期間 

2018 年 5 月 20 日（日）から 27 日（日） 

 

2)調査先 

①  セシンブラ Sesimbra 漁港・市場 

② セトュバル Setúbal 漁港・市場 

③ ペニシェ Peniche 漁港・市場 

④ マトジーニョス Matoshinhos 漁港・市場 

⑤ リベイラ市場 Mercado da Ribeira（消費地） 

⑥ ポルトガル海洋気象研究所 IPMA(Instituto Português do Mar e da Atmosfera    

/Portuguese Institute for the Ocean and Atmosphere) 

Mr. Paulo Fonseca 

調査協力：ドカペスカ社 Docapesca 業務開発コミュニケ―ション課  

Mr. Filipe Pedro 

 

3)日程     

 5 月 20 日（日） 

成田空港駅 東京（成田）空港→ロンドン・ヒースロー空港→リスボン空港→ホ

テル（リスボン） 

5 月 21 日（月） 

ホテル→ドカペスカ本社→セシンブラ漁港→セトバル漁港→ホテル（リスボン） 

5 月 22 日（火） 

ホテル（リスボン）→ペニシェ漁港（ペニシェ）→ホテル（ぺニシェ） 

5 月 23 日（水） 

ホテル（ペニシェ）→マトジーニョス漁港（ポルト）→ホテル（ポルト） 
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5 月 24 日（木） 

ホテル（ポルト）→マトジーニョス漁港・仲卸市場→ホテル（リスボン） 

5 月 25 日（金） 

ホテル（リスボン）→海洋気象研究所→リベイラ市場→ホテル（リスボン） 

5 月 26 日（土） 

ホテル（リスボン）→リスボン空港→ロンドン・ヒースロー空港 

 5 月 27 日（日） 

→成田空港 

 

(3)英国 

1)調査期間 

2018 年 6 月 10 日（日）から 17 日（日） 

 

2)調査先 

① ラーウィック Lerwick 及びスキャロウェイ Scalloway の漁港・市場（シェットラン

ド Shetland 島） 

Mr Brian Isbister 

Chief Executive, Shetland Fish Producers Organization Limited     

Shetland Fishermen's Association 

Mr Martin Leyland 

Manager, Shetland Seafood Auctions Ltd. 

Mr Gary Spence 

Director, LHD Ltd. 

② ペラジア・シェットランド社 Pelagia Shetland Ltd. 

Mr Graeme Davie 

General Manager,  

③ シェットランド水産物品質管理社 Shetland Seafood Quality Control Ltd.（SSQC） 

Mr Leslie Watt 

Inspector  

④ ピーターヘッド Peterhead の漁港・市場（スコットランド） 

Mr. John Wallace 

Chief Executive, Peterhead Port Authority 

Mr. John Forman 

Harbour Master, Peterhead Port Authority 

 

3)日程 

 6 月 10 日（日） 

羽田空港→ロンドン・ヒースロー空港→アバディーン空港→ホテル（アバディー

ン）      

6 月 11 日（月） 

ホテル→アバディーン空港→サンボロー空港（シェットランド島）→ホテル（ラ

ーウィック）         

14:00-17:00 ラーウィック漁港・市場のシェットランド・シーフード・オークシ
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ョン社       

6 月 12 日（火） 

05:00-23:00 ラーウィックとスキャロウェイの漁港・市場の調査 

ペラジア・シェットランド社 

6 月 13 日（水） 

05:00-20:00  ラーウィックの漁港・市場の調査 

シェットランド水産物品質管理社    

6 月 14 日（木） 

00:00-03:00 ラーウィックの漁港・市場の調査 

      09:00-10:15 ラーウィック漁港・市場で意見交換 

     午後     ホテル（ラーウィック）→サンボロー空港→アバディーン空港→

ホテル（ピーターヘッド） 

     16:30-18:00 ピーターヘッド港務局 

6 月 15 日（金） 

 06:00-17:00 ピーターヘッドの現在の市場と新市場の調査 

6 月 16 日（土）   

ホテル→アバディーン空港→ロンドン・ヒースロー空港→ 

6 月 17 日（日）  

→羽田空港 

 

(4)イタリア 

1)調査期間 

2018 年 11 月 18 日（日）から 28 日（水） 

 

2)調査先 

① ペスカーラ Pescara 漁港・市場 

Mr Gaetano Silverii 他 

② ジュリアノーヴァ Giulianova 漁港・市場 

     Mr Silvestro Gervasini 他 

③ チヴィタノーヴァ Civitanova 漁港・市場 

Ms Manuela Bonifazi 他 

④ アンコーナ Ancona 港 

浮魚市場 Mr Massimo Luciani 他 

     底魚市場 Mr Nicola Pandolfi 他 

⑤  イタリア学術研究会議生物資源および海洋バイオテクノロジー研究所   

Mr Emilio Notto 他 

⑥ アンツィオ Anzio 漁港・市場 

     Mr Roberto Palomba, Cooperativa Fanciulla d’Anzio 

Mr Angelo Grillo, Cooperativa La Concordia 
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⑦ ミラノ卸売市場 Mercato Ittico di Milano(Wholesale Fish Market in Milan) 

Mr Alessandro Asta  他 

 

3)日程 

 11 月 18 日（日） 

羽田空港→ブリュッセル空港→ローマ・フィウミチノ空港→ホテル（ローマ） 

11 月 19 日（月） 

ホテル→ローマ・ティブルティーナ駅→ペスカーラ駅→ホテル（ペスカーラ）         

14:00-17:00 ペスカーラ漁港・市場周辺の踏査 

 11 月 20 日（火） 

   05:30-09:30 ペスカーラ漁港・市場の調査 

    ペスカーラ駅→ジュリアノヴァ駅 

14:00-15:00 ジュリアノヴァ漁港・市場周辺の踏査 

ホテル（ジュリアノヴァ） 

11 月 21 日（水） 

03:30- 9:00 ジュリアノヴァ漁港・魚市場の調査 

   13:00-15:00 ジュリアノヴァ漁港・市場周辺の踏査 

ホテル（ジュリアノヴァ） 

11 月 22 日（木） 

    深夜    ホテル（ジュリアノヴァ）→チヴィタノーヴァ 

    03:30-07:30 チヴィタノーヴァ漁港・市場の調査 

     午前    チヴィタンーヴァ駅→アンコーナ駅 

     16:00-18:15 アンコーナ漁港・市場の調査（浮魚） 

     ホテル（アンコーナ） 

11 月 23 日（金） 

    02:45-06:15 アンコーナ漁港・市場の調査（底魚他） 

11:30-13:00 生物資源および海洋バイオテクノロジー研究所 

   14:00-15:00 アンコーナ漁港・市場周辺の踏査 

ホテル（アンコーナ） 

11 月 24 日（土） 

   ホテル（アンコーナ）→アンコーナ駅→ローマ・ティブルティーナ駅 

     →ホテル（ローマ） 

 11 月 25 日（日） 

     ローマ滞在 

11 月 26 日（月） 

   午前    ホテル（ローマ）→ローマ・テルミニ駅→アンツィオ駅 

アンツィオ漁港・市場周辺の踏査 

14:30-16:30 アンツィオ漁港・魚市場の調査 

     夕方    アンツィオ→ローマ・フィウミチノ空港→ミラノ・リナーテ空港→

ミラノ中央駅→ホテル（ミラノ） 

11 月 27 日（火） 

   ホテル（ミラノ）→ミラノ卸売市場 

05:30-8:00 卸売市場の調査 
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     ミラノ卸売市場→ホテル（ミラノ）→ミラノ中央駅→ミラノ・マルペンサ 

空港→ 

11 月 28 日（水） 

→成田空港 

 

(5)デンマーク 

1)調査期間 

2019 年 5 月 15 日（水）から 26 日（日） 

 

2)調査先 

① ギルライエ Gilleleje 

市場（卸売会社）Gilleleje Fiskeauktion Danmark A/S 

      Mr Lasse Nordahl 

水産加工会社 Fiskernes Filletfabrik A/S 

      Mr Soren Chrstensen 

② スカーイェン Skagen 

市場（卸売会社）Skagen Fiskeauktion(MSC) A/S 

      Mr John Hesberg 

      Mr Edvin Jensen 

漁業者協会 Skagen Fiskeriforening 

      Mr John Jakobsen/Chairman 

港湾事務所 Skagen Havn 

      Mr Willy B. Hansen/CEO 

水産加工会社 A/S Læsø Fiskeindustri 

      Mr Svend Ole Larsen/Director 

③ テューボルン Thyborøn 

市場（卸売会社）Thyborøn Fiskeauktion Center 

         Danske Fiskeauktion A/S 

      Mr Michael Lodahl/CEO 

水産加工会社 Wellfish 

      Anders Peder Olesen  

水産加工会社 Triple Nine Fish Protein A/S 

      Mr Peter Jensen/CEO 

魚箱会社 Pack and Sea 

      Mr Bent Kirk/General Manager  

  ④ ハンストホルム Hastholm 

市場（卸売会社）Hanstholm Fiskeauktion 

      Mr Jes holm Sorensen 

      Mr Jesper Kongsted 

水産物集荷場 Thorkil Grøn's Samlecentral 
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      Mr Anders Stenumgaard 

水産物輸出業者協会 Fish Exporters Association 

      Mr Johnny Bakkel 

港湾事務所 Hanstholm Havn 

      Mr Peter Nymann/Chief Technician  

  ⑤ ヒァツハルス Hirtshals 

市場（漁業開発協会）Hirtshals Fiskeri Udvikling 

      Mr Steen Hjulskov 

港湾事務所 Hirtshals Havn 

      Mr Jens Kirketep Jensen/Director  

 

3)日程 

5 月 15 日（水） 

成田空港→コペンハーゲン空港→（タクシー）→ホテル 

コペンハーゲン宿泊      

5 月 16 日（木） 

ホテル→オレスタッド駅→（鉄道）→ギルライエ駅 

01:00-12:00 ギルライエ市場（卸売会社） 

12:00-13:30 水産加工会社 Fiskernes Filletfabrik A/AS 

       14:30-16:00 漁港周辺の踏査 

       ギルライエ宿泊 

  5 月 17 日（金） 

08:00-10:00 ギルライエ市場（卸売会社） 

       10:00-12:00 ノルウェー・ロブスターのオークション（自由視察） 

     13:00-16:00 漁港周辺の踏査 

ギルライエ宿泊 

  5 月 18 日（土） 

       ホテル→ギルライエ駅→（鉄道）→コペンハーゲン空港駅 

コペンハーゲン宿泊 

    5 月 19 日（日） 

       コペンハーゲン空港→オールボー空港→（バス）→オールボー駅→（鉄道・バ

ス）→スカーイェン駅 

スカーイェン宿泊 

5 月 20 日（月） 

06:30-10:30 スカーイェン市場（卸売会社） 

ホテル→（タクシー）→漁業者協会 

11:00-12:30 漁業者協会 

13:00-14:30 港湾事務所 

スカーイェン宿泊 

5 月 21 日（火） 

10:00-11:30 水産加工会社 

スカーイェン駅→（鉄道）→フリスクハフン駅→（バス）→オールボー駅→（バ
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ス）→ティスト駅→（タクシー・フェリー）→テューボルン駅 

テューボルン宿泊 

5 月 22 日（水） 

06:30-10:00 テューボルン市場（卸売市場） 

10:00-11:30 水産加工会社 

13:00-14:30 水産加工会社 

14:30-16:00 魚箱会社   

        テューボルン→（タクシー・フェリー）→ハンストホルム 

ハンストホルム宿泊 

5 月 23 日（木） 

06:30-08:30 ハンストホルム市場（卸売会社） 

08:30-10:00 水産物集荷場（集荷会社） 

10:00-11:30 水産物輸出協会 

14:30-16:00 港湾事務所 

ハンストホルム→（タクシー）→ヒァツハルス 

      19:00-20:00 仕分け作業状況（自由視察） 

       ヒァツハルス宿泊 

   5 月 24 日（金） 

06:55-11:00 ヒァツハルス市場（漁業開発協会） 

13:00-14:30 港湾事務所    

        ヒァツハルス駅→（鉄道）→オールボー駅   

        オールボー宿泊 

   5 月 25 日（土） 

       ホテル→（タクシー）→オールボー空港→コペンハーゲン空港→ 

  5 月 26 日（日） 

       →成田空港 

 

(6)フランス 

1)調査期間 

2019 年 6 月 22 日（土）から 7 月 4 日（木） 

 

2)調査先 

①ラ・ロッシェル La Rochelle 

市場 

  Mrs Sioniac/Asst Manager 

  ②レ・サーブ=ドロンヌ Les Sables-d'Olonne 

市場 

   Mr Pierre Genais 

③ロリアン-ケロマン Lorient-Koroman 

市場 

   Mr Cuvilly Francois 

  ④キブロン Quiberon 

水産加工会社 Conserverie la belle-iloise 
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⑤コンカルノーConcarneau 

市場 

Mr Legoc/Director  

  ⑥ギルヴィネック Guilvinec 市場 

漁港・市場ガイド Haliotika 

   Mr Yanna Latimier/Director 

  ⑦サンゲノレ St Guenole 

市場 

   Mr Yann Raphalen/Director  

  ⑧ロクテュディ Loctudy 

          市場 

       Mr Pochic Didier/Director    

    ➈ブローニュ=シュル=メール Boulogne-sur-Mer  

市場 

   Mr Alain Cailler/Director  

   水産加工会社 Corrue Deseille(Smoking Fish Company) 

   Mr Cedric  

⑩カレ港 Port of Boulogne Calais 

港湾事務所 Port Office 

   Mr Anthony Petillon/Strategie et Development)   

    ⑪ランジス国際市場 Rungis International Market 

          Mrs Mylene Adifedilor 

 

3)日程 

  6 月 22 日（土） 

羽田空港→シャルル・ド・ゴール空港→（タクシー）→ホテル 

     パリ宿泊      

6 月 23 日（日） 

ホテル→（タクシー）→モンパルナス駅→（鉄道）→ラ・ロッシェル駅 

ラ・ロッシェル宿泊      

  6 月 24 日（月） 

04:00-07:00 ラ・ロッシェル市場 

       漁港→（タクシー）→レ・サーブ=ドロンヌ 

     11:00-13:00 レ・サーブ=ドロンヌ市場 

     レ・サーブ=ドロンヌ→（タクシー）→ロリアン 

  ロリアン宿泊    

  6 月 25 日（火） 

04:00-07:00 市場 

ロリアン→（タクシー）→キブロン 

     11:00-12:00 水産加工場 

     キブロン→（タクシー）→コンカルノー 

  コンカルノー宿泊 
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  6 月 26 日（水） 

05:00-09:00 市場 

       09:00-10:30 漁港周辺の踏査 

   コンカルノー→（タクシー）→ギルヴィネック 

     16:00-18:00 漁港周辺の踏査    

     ギルヴィネック宿泊 

  6 月 27 日（木） 

05:00-08:30 市場（自由視察） 

       08:30-12:00 漁港周辺の踏査 

16:30-17:45 漁港・市場（ガイド） 

  ギルヴィネック宿泊 

  6 月 28 日（金） 

ギルヴィネック→（タクシー）→サンゲノレ 

05:00-06:00 市場 

サンゲノレ→（タクシー）→ロクテュディ 

06:45-08:15 市場 

ロクテュディ→（タクシー）→カンペール駅→（鉄道）→モンパルナス駅→

（地下鉄）→リシュリュー・ドゥルオ駅 

  パリ宿泊 

  6 月 29 日（土） 

     パリ宿泊 

  6 月 30 日（日） 

ホテル→（タクシー）→パリ北駅→（鉄道）→ブローニュ駅 

   ブローニュ=シュル=メール港周辺の踏査 

ブローニュ=シュル=メール宿泊 

  7 月 1 日（月） 

05:30-07:30 市場 

07:45-08:45 水産加工会社 

09:00-15:00 漁港および水産加工物流施設の踏査 

ブローニュ=シュル=メール宿泊 

  7 月 2 日（火） 

ホテル→（タクシー）→カレ港（フェリーターミナル） 

       09:00-10:30 港湾事務所 

     カレ港→（タクシー）→カレ・フレタン駅→（鉄道）→パリ北駅 

     パリ宿泊 

  7 月 3 日（水） 

     ホテル→（タクシー）→ランジス 

04:30-06:00 ランジス国際市場（ガイド） 

ランジス国際市場→（タクシー）→ホテル 

ホテル→（バス）→シャルル・ド・ゴール空港→ 

  7 月 4 日（木） 

→羽田空港 
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4. 調査結果 
 

4.1 欧州各国における水産業の特徴  

(1)漁業・養殖生産と貿易 

（漁業・養殖生産） 

 世界の漁業・養殖業の生産量の推移を図 4.1.1に示す。世界の漁業・養殖業の生産量は増

加し続け、2019 年の生産量は 2 億 1,369 万トンとなっている。このうち漁船漁業生産量は、

1990 年以降横ばい傾向となっている一方、養殖業生産量は急激に伸びている。 

漁船漁業生産量を主要漁業国・地域別に見ると、EU、米国、我が国等の先進国・地域の

漁獲量は、過去 20 年ほどの間、おおむね横ばいから減少傾向で推移してきているのに対

し、中国、インドネシア、ベトナムといったアジアの新興国を始めとする開発途上国によ

る漁獲量の増大が続いており、中国が 1,416 万トンと世界の 14％を占めている。一方、養

殖業生産量を国別に見ると、中国及びインドネシアの増加が顕著であり、中国が 6,842 万

トンと世界の 57％、インドネシアが 1,589 万トンと世界の 13％を占めている。 

ヨーロッパ 48 か国（EU 諸国、ノルウェー、英国、ロシア連邦他）でみると、漁船漁業

生産量は減少傾向から 2005 年以降横ばいで推移し、2019 年の生産量は 1,401 万トンと世

界の 15%を占めている。養殖業生産量は微増傾向にあるが、2019 年の生産量は 324 万トン

と世界の 2.7%とわずかである。ヨーロッパでは総生産量が横ばいで推移しているが、海面

漁船漁業生産に大きく依存しているものと言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界の水産資源の状況については、令和元年度水産白書「(1)世界の漁業・養殖業生産 ィ 

世界の水産資源の状況」（図 4.1.2）によると、過剰漁獲による資源状況の悪化が指摘され

ている。 

 

（資源状況） 

国際連合食糧農業機関（FAO）が資源評価に基づきまとめた、世界の海洋水産資源の状況 

ⅰ．持続可能なレベルで漁獲されている状態の資源の割合は、漸減傾向にあり、1990 年

には 81％の水産資源が適正レベルまたはそれ以下のレベルで利用されていたが、2015

年にはその割合は 67％まで低下している。これにより、過剰に漁獲されている状態の

資源の割合は、19％から 33％まで増加。 

図 4.1.1 世界及びヨーロッパの漁業・養殖業生産量の推移 

FAO Online Query Panel より作成 
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ⅱ．世界の資源のうち、適正レベルの上限まで漁獲されている状態の資源は 60％、適正

レベルまで漁獲されておらず生産量を増大させる余地のある資源は 7％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ヨーロッパの貿易） 

 ヨーロッパについてその水産物・食品貿易を見ると、金額ベースで輸出が世界の 38%、輸

入が世界の 40%を占めている（図 4.1.3）。その貿易額の約 7 割はヨーロッパ圏内貿易であ

る（図 4.1.4）。また、貿易は拡大傾向にあり、過去 20 年間で貿易額は約 3倍になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4.1.3 ヨーロッパの貿易（金額） 

UN Comtrade より作成 

FAO「The State of World Fisheries and Aquaculture 2018」に基づき水産庁で作成 

図 4.1.2 世界の資源状況（数量）の推移 
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 次に本調査研究の対象としたヨーロッパ 6 か国について、数量ベースで見た国内生産、輸

入、輸出及びこれらバランスの推移を図 4.1.5に示す。国内生産と同等もしくはこれを超え

る生産をしているのはノルウェー、デンマーク、英国であり、中でもノルウェーは輸出が大

きい。他方、フランス、ポルトガル及びイタリアは、国内生産を輸入が超えており、輸出も

わずかな程度にとどまっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（我が国の漁業・養殖生産と貿易） 

我が国の漁業・養殖業生産量（図 4.1.6）は、1984 年をピーク（1,282 万トン）に 1995

年頃にかけて急速に減少し、その後は緩やかな減少傾向が続いている。1984 年以降の急速

図 4.1.4 ヨーロッパの圏内及び圏外貿易（金額） 

UN Comtrade より作成 

UN Comtrade, FAO Online Query Panel より作成 

図 4.1.5 ヨーロッパ各国の国内生産・貿易（数量） 
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な減少は、沖合漁業のうちまき網漁業によるマイワシの漁獲量の減少によるものであり、

これは海洋環境の変動の影響を受けて資源量が減少したことが主な要因と考えられてい

る。2019 年の我が国の漁船漁業生産量は 322 万トンと世界の 3.4%であるが、養殖業生産

量は 94 万トンと世界の 0.8%とわずかである。我が国では養殖業生産量の増加が見られ

ず、総生産量が減少傾向にあるなかで、漁船漁業生産に大きく依存しているものと言え

る。 

 我が国では農林水産物・食品の輸出を成長産業として位置づけ、過去 10 年間に官民一体

となって輸出促進に努めている。その結果として水産物・食品の輸出が増加傾向にあるもの

の、減少傾向にあるとはいえ、強い国内需要を受けて輸入が国内需要の約 1/3 を占めている

（図 4.1.6）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)漁船勢力 

 資源状況の悪化に対応し漁獲割当制度の厳格な実施と減船が進んでいる。ノルウェー、英

国（スコットランド）、デンマーク、フランスの漁船勢力（船長別隻数及び平均トン数（ト

ン数／隻））の推移を図 4.1.7、4.1.8、4.1.9、4.1.10 に示す。国内生産と同等もしくはこ

れを超える生産をしているノルウェー、デンマーク、英国（スコットランド）では資源管理

のための減船と同時に、トン数制限がないことから操業の効率化（生産性向上）のために漁

船の大型化が進んでいることがわかる。 

 

（漁船勢力の傾向） 

ノルウェー：船長 60m 未満の船長別隻数は減少傾向にあり、平均トン数も減少傾向にあ

る。他方船長 70m 以上の隻数が増加するとともに、船長 65m 超の平均トン数も増加してお

り、漁船の大型化が見られる。 

デンマーク：すべての船長別隻数は減少傾向にあるが、船長 40m 以上の平均トン数は増

加しており、漁船の大型化が見られる。 

スコットランド：船長 10m 未満の隻数は横ばい傾向にあるが、船長 10m 以上の船長別隻

数は減少傾向にある。他方船長 40m 以上の平均トン数は増加しており、漁船の大型化が見

られる。 

フランス：船長 12m 以上の船長別隻数は同程度に減少しているが、公海での漁業の漁船

隻数は、沿岸や沖合で操業する漁船の隻数に比べてその減少割合がかなり小さい。データが

UN Comtrade, FAO Online Query Panel より作成 

図 4.1.6 我が国の国内漁業・養殖生産と貿易（数量） 
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見当たらないことから、漁船の大型化は確認できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.7 ノルウェーにおける漁船勢力の推移 

Norwegian fishing vessels, fishermen and licenses, Directorate of Fisheries より作成 

図 4.1.8 デンマークにおける漁船勢力の推移 

デンマーク農業漁業省「Yearbook of Fishery Statistics」より作成 
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The fisheries and aquaculture sector in France, FranceAgriMer より作成 

図 4.1.10 フランスにおける漁船勢力の推移 

図 4.1.9 スコットランドにおける漁船勢力の推移 

Scottish Fisheries Statistics by Scottish Government より作成  
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（我が国の漁船勢力） 

 我が国の漁船勢力（トン数別隻数及び平均トン数（トン数／隻））の推移を図 4.1.11に

示す。我が国においても資源状況の悪化に対応し、各トン数別隻数の減少が進んでいる。こ

うした傾向の中で、500～1,000 トンの隻数は、2008 年に 10 隻から 3 隻に大きく減少したも

のの、2013 年以降 7～8 隻に増加している。2018 年時点で、海外まき網漁船（大臣許可漁

業）は、349 トン型 21 隻、499 トン型 4 隻、760 トン型 4 隻船であり、主として南方海域で

かつおまぐろ類を漁獲している。500～1,000 トン（2013 年以降）の 7～8 隻のうち 4 隻は海

外まき網漁船ということになる。漁業法に基づく許可漁業においてはトン数制限があり、ト

ンス制限のない外国船と比較すると、経済性、効率性のみならず、安全性や乗組員の居住環

境の点でも大きく遅れをとっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 12 月 1 日に、70 年ぶりの抜本改革といわれる改正漁業法が施行された。水産資

源状況の悪化等により生産量や漁業者数が減少傾向にある中で、我が国周辺には世界有数

の広大な漁場が広がっており、漁業の潜在力は大きい。そこで適切な資源管理と水産業の成

長産業化を両立させるため、資源管理措置、漁業許可及び免許制度等の漁業生産に関する基

本的制度の一体的な見直しが行われた。この他にも遠洋・沖合漁業での漁船のトン数（サイ

ズ）制限を緩和して、漁船の大型化を促進させて生産性を高めるといった内容も盛り込まれ

たところである。海外まき網漁業の持続的な発展や、外国漁船に劣らない船型により、国際

競争力を確保するため、我が国においても漁船の大型化が進むものと推量される。流通拠点

漁港においては、高度衛生管理型漁港・市場の整備とともに、海外まき網漁船の受入れを円

滑にするため、岸壁、泊地の増深化が始まっている。 

農林水産省、漁業センサスより作成  

図 4.1.9 我が国における漁船勢力の推移 
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4.2 漁港・市場の配置・構造と陸揚げ・販売・搬出（事例） 

 

4.2.1 ノルウェー浮魚販売組合 

(1)浮魚販売組合の概要 

ノルウェー浮魚販売組合は、ノルウェーの浮魚漁業者（ニシン、マサバ、シシャモ等）

が出資・設立した浮魚販売を行う漁業者とノルウェー国内外のバイヤー（水産加工業者

等）のための組織である。本組織はノルウェー漁業者によって所有・運営されている組織

で、浮魚の販売を行っている。 

浮魚販売組合は、1927 年から組織的な発展を遂げ、1989 年に現在の組織（職員数 39

名）となった。浮魚資源の持続的利用の下、効率性・透明性・平等性・適正な価格と品質

で安定したサプライヤーとして取り組んでいる。浮魚販売組合の 2018 年の販売は、124 万

トン、79 億クローネであり、うち 90%以上は最終的に輸出向けである。約 140 か国に輸出

されている。浮魚販売組合は先端技術を積極的に導入しており、漁獲物の入荷状況をリア

ルタイムで更新する web サイトやスマートフォン用の情報提供アプリ、オンラインオーク

ション（電子入札）のシステムで運用し、24 時間営業を行っている。すなわち販売はウェ

ブ上の仮想市場で行われている。 

 

（浮魚販売組合の目的） 

 ・常に、市場の開拓すること 

 ・浮魚の直接販売に関して先導的に国際的役割を果たすこと 

 ・効率性、透明性、公平性、正しい価格と品質、原魚の購入と販売の円滑化 

（透明性） 

 ・公正公立な競争を確保する開かれた市場を提供 

・漁業者とバイヤーが専用のシステム（エクストラネット Extranet）にアクセスし、関

係情報が取得 

（資源管理） 

 ・漁獲量が報告されたときの管理 

 ・当局への報告 

 ・陸揚げ時の現場管理 

（組合を構成する漁業船団） 

 ・旋網船 79 隻 トロール船 20 隻 沿岸漁船 500 隻 

 ・上記の他、本組合市場を 50 隻の外国船が利用 

（運営予算） 

 ・漁船 1 隻あたり漁獲金額の 0.65%の手数料で運営 

 

なお、ノルウェーの漁業管理は次の考えに基づいている。 

 ・持続可能な漁業管理（国連） 

  -長期的・伝統的な海洋資源の利用 

  -厳格な規則による責任と長期見通しをもった漁業 

  -予防的な取組を基本として海洋資源の持続的利用 
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(2)販売（漁獲・入札予定情報→入札→決済） 

漁獲情報あるいは入札予定情報から入札、決済に至る一連のスキームを図 4.2.1.1 に示

す。漁獲情報情報は、船と市場（浮魚販売組合）が電話でやり取りし、市場が販売システム

に入力している。入札販売方式はオークションと呼んでいるが、一つの価格を入れるブライ

ドオークションという入札である。オークションは 24 時間 360 日、1 日の入札回数は、食

用向けが 4 回、油・フィッシュミール向けが 3 回である。 

バイヤーは事前に登録し、パスワード、ユーザー名を入力して、専用のアプリケーショ

ンからインターネット通信により、iPhone、iPad などのモバイル機器を使って、どこにい

ても入札に参加することが可能である。バイヤーは、ノルウェーに限らず、ヨーロッパ各

国から参加している。入札時点でバイヤーは商品を見ていない。信頼関係が既に構築され

ていること、大量にかつ数多くの入札があることから、商品の実物をいちいち見ている時

間がないことが理由であるが、落札した後に加工場で商品検査したとき、品質が落ちるこ

とがわかった場合には漁業者と再度価格交渉を行う。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開札時刻と落札結果の情報提供について、その事例を図 4.2.1.2、図 4.2.1.3に示す。 

かつて電話や FAX での情報のやりとりを行い、紙媒体で記載したり記録したりしてい

たが、作業的に大きな負担であったこと、誤りが発生していたことから、1990 年代から情

報を電子化し始め、2000 年ごろから現在のシステムになった。入札後、その商品を積んで

いる漁船は漁場から直接落札したバイヤーの指定する加工場へ向う。そこで加工場前面の

岸壁に接岸し陸揚げを行うか、または近隣の港湾岸壁で陸揚げする。すなわち、商流と物

流の分離である。商品ごとにその漁船が操業している漁場とバイヤーの加工場との位置関

Norges Sildesalgslag 提供資料より作成 

図 4.2.1.1 ノルウェー浮魚販売組合：漁獲・入札情報の収集・提供→入札→決済 
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係から、輸送時間（燃料費や鮮度等に影響）を考慮（図 4.2.1.4）し、web サイト上の入

札予定情報としてバイヤーの入札できる範囲が表示される。 

 

入札後、バイヤーは 4 週間以内に組合の請求に基づき購入金を支払わなければならな

い。漁業者は 2 週間以内に売却金を受け取ることができる。浮魚販売組合が決済の円滑化

や保証を行っているということである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sildelaget.no/ 

図 4.2.1.3 漁獲情報・入札予定情報 

図 4.2.1.2 オンラインオークションの開札時刻 

https://www.sildelaget.no/ 
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(3)情報の提供・公開 

バイヤーや漁業者は、スマートフォン用の専用アプリや web サイトにアクセスすること

で次のようなリアルタイムの情報が得られる。 

専用アプリ Extranet：iPhone、iPad、Android 用のアプリケーションでリアルタイム情報

を取得 

ａ．漁獲情報（漁場情報・漁場図） 

ｂ．漁場番号や漁獲量に関する詳細な情報 

ｃ．魚種別、バイヤー別、価格別に分類・整理された入札結果 

ｄ．漁獲割当量と達成状況に関する情報 

 

一般向けには web サイトからつぎのような情報が公開されている。  

ａ．漁獲情報 

ｂ．漁獲割当量 

ｃ．漁獲割当量達成状況 

ｄ．取引情報 

 

 浮魚販売組合は、漁獲証明書の発効機関の一つになっている（図 4.2.1.5）。販売商品

には、漁獲証明書 Catch Certificate（トレーサビリティと衛生証明書の両方の機能を持つ）

と言って基本番号を付けてバイヤーへ引き渡しており、その情報はデータベース化されて

いる。番号に詳細な情報が紐づけされている。MSC 認証も取得している。 

 

図 4.2.1.4 入札エリア～操業漁場と加工場（バイヤー）の位置関係 
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(4)水産加工会社 Pelagia AS 

1)水産加工会社の概要 

水産加工会社 Pelagia AS は、本社が一括して浮魚販売組合の入札に参加しており、浮魚

販売組合の総取引の 50%以上を買い受け、食料の他、餌料（フィッシュミールや油脂な

ど）を生産している。この分野では国内最大の水産加工会社である。国内に限らず、英

国、アイルランド、デンマークと海外も含め 26 の工場を有する。うち 23 工場は自社が所

有する。運営は、食用向けと餌料向けに分かれ、食用向けは 18 か所の加工場で生産され

輸出される。他方、餌料向けは 8 か所の加工場で生産され、主に国内における魚類養殖や

家畜の餌料となる。加工場は漁場に近い場所に位置し、漁獲から陸揚げ、加工・出荷まで

の鮮度保持に努めている。 

ヨーロッパの消費者にとって関心の高いことから、MSC 認証を取得している。各加工場

の前面の岸壁から直接陸揚げ・搬入されるが、その岸壁は当社が所有するものと自治体か

ら借りている場合がある。 

 

 購入した商品については、浮魚販売組合から送られてくる漁獲情報・販売（購入）情報

を浮魚販売組合が付与した基本番号をベースに管理している（図 4.2.1.6）。会社として

は加工処理した商品の販売先までしか責任が持てないことから、各加工場で処理された

後、漁獲・購入情報に加工処理に伴う情報とその後の販売先に関する情報を追加して記

録・保存している。 

加工場からの商品の積み出しは、EU など近接国であれば運搬船で直接輸出する。遠方

国については、運搬船でロッテルダム港などへ集められ、その後中国、日本などへ輸出す

る。このとき運搬船には、パレットの上に 20kg 箱を載せて運ぶか、あるはコンテナに入

図 4.2.1.5 漁獲証明書の発行機関 

http://www.catchcertificate.no/en/より作成 
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れて運ぶ。トラックでかなり規模の大きい冷凍倉庫へ陸送・集荷し、それから海外へ輸出

する場合もある。この大型冷凍倉庫は、国際ターミナルのある港湾に所在してあるわけで

はない。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)水産加工場 Pelagia Liavåg 

リアヴォグに所在する加工場である。加工場前面には 2 隻の漁船が同時に陸揚げできる

岸壁があり、その能力は 70 トン/時間である。9 月～10 月はサバを扱い、1 日に 700 トン

を処理する。10 月以降はニシンを扱い、1 日に 750～800 トンを処理する。サバとニシン

が主体であり、冷凍のラウンドかフィレに加工している。このほか、油脂用のカラフトシ

シャモをわずかに扱っている。年間では 50,000 トンを処理している。冷凍庫の能力は

9,000 トンである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.1.6 浮魚販売組合からの漁獲情報及び加工場までの配送情報 

図 4.2.1.7 水産加工場内搬入から加工、箱詰めまで 
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水産物の陸揚げ・加工場内搬入から 20kg に箱詰め・出荷までの流れの状況を図 4.2.1.7

に示す。衛生管理と鮮度保持のための対策が講じられている。 
 

① 前日夜 6 時～7 時の入札でサバ 650 トンを落札→真夜中 1 時に漁船が接岸→翌朝 6 時か

ら陸揚げ開始→夕方 6 時に終了 

② 浮魚の漁獲は傷をつけずにかつ効率的に船倉に入れるため、フィッシュポンプを使用

する。漁船の船倉温度は-2℃に保持。 

③ 陸揚げはフィッシュポンプで-2℃に保持したタンクに入れ、その後ベルトコンベヤで

工場内へ搬入する。 

④ 自動選別機で規格（大きさ）別に仕分けた後、ライン別に 20kg 詰めの箱に梱包する。

各ラインのコンベア端には小タンクを設置し-2℃に魚体を保持する。 

⑤ 工場内は機械化・自動化、衛生管理、鮮度保持に努めている。 

 

漁船から陸揚げした後、サンプリングを取り、内臓（餌及び消化具合）、エラ、肉質、

大きさ、重量（平均）を確認する。サイズや重量が大きい場合はよいが、小さい場合には

取引価格を再度交渉する。 

漁獲から加工・出荷までの情報の管理（トレーサビリティ）の状況を図 4.2.1.8に示

す。トレーサビリティ情報として、購入した商品について、浮魚販売組合から送られてく

る漁獲情報・販売（購入）情報に、製造日、製造ライン、ロット No.などの情報を追加し

て保管している。サンプルの商品の品質検査の結果も写真付きで保管し、買手の求めに応

じて発出できるようにしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サバは日本向けであり、近隣の港（Hareid）からコンテナ貨物船（フィーダー船か）で

ロッテルダムやハンブルクへ運搬される。そこでいったん陸揚げされ、中国行きの貨物船

へ積み替えられる。中国では日本向けのコンテナ船に積み替えられる。Hareid 港にはコン

テナ貨物船が週 2 回来航する。 

 

 

 

 

図 4.2.1.8 加工場からの出荷情報とラベル 
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(5)水産加工会社 Brødrene Sperre AS  

1)水産加工会社の概要 

水産加工会社会社 Brødrene Sperre AS は、ニシン、マサバ、マアジ、シシャモ等の浮

魚、タラなどの塩蔵乾燥、海上冷凍加工と小売販売の 4 つの部門から構成されている。当

社は家族経営による企業として、1930 年代に本社のあるエリングソイ（Ellingsøy）に設立

された。設立当時は塩蔵乾燥タラを生産していたが、その後、沿岸に加工場を拡大しなが

ら、浮魚の最大生産会社の一つに成長し、現在は 6 つの水産加工場と 3 隻の漁船（底魚対

象）を有している。 

浮魚については浮魚販売組合から原魚を買付け、パッキング・冷凍して出荷（写真

4.2.1.1）する。底魚は自社の３隻の漁船で漁獲し、船上で頭を切り落とす、内臓を除去

するなどの処理を行う。浮魚の取扱量は年間 24,000 トンである。冷凍魚の輸出先は日本、

ロシア、中国、EU、ポーランドである。乾燥塩蔵魚はブラジル、フランス、ポルトガルへ

輸出、海上冷凍船による製品は日本，中国，EU 市場へ輸出されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)水産加工の特徴 

（鮮度保持） 

①浮魚の漁獲は傷をつけずにかつ効率的に船倉に入れるため、フィッシュポンプを使う。 

②漁船の船倉温度は-2℃のチルドに保つ。 

③陸揚げは、フィッシュポンプを使い、工場内へ搬入。岸壁幅は 10m 程度であり、速やか

な陸揚げと鮮度保持が可能となる。工場内はチルドに保たれている。 

④工場内は機械化や自動化されており、衛生管理、鮮度保持や効率化が図られている。 

 

（陸揚げ・搬入） 

（落札後）漁獲（サバ 600 トン）してから 8 時間で加工場の岸壁に接岸 

10 時間で陸揚げ終了   ※陸揚げ量 60 トン/時間 

 

（各生産加工段階における管理） 

加工には厳しい品質基準をクリアした原魚を選ぶこと、加工された水産物はすべて念入

りにチェック、及びサンプル検査を実施。 

 

（品質の安定化） 

加工場のすぐ近くに漁場があることから、最も高い品質の原魚を搬入できる。社として

は、あらゆる生産段階において品質と鮮度を保持するため、可能な限りの資源を投入。 

 

 

写真 4.2.1.1 水産加工場の様子（漁船接岸・加工） 
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（トレーサビリティとサステイナビリティ） 

世界市場とノルウェー国の持続的水産資源との関係において、恩恵と社としての役割を

認識。当社は MSC CoC 規準により認証されており、加工には持続的な漁業でのみ獲られ

た水産物を調達していなければならない。脆弱な生態系を保全する大きな責任がある。当

社の水産物については、十分なトレーサビリティ-日付、漁場、漁法、生産方法など-を提

供している。 

 

(6)水産加工会社からの輸出ルート及び輸送機関 

2 つの水産加工場を含め、近隣からの水産加工品の輸出ルート及び輸送機関を図

4.2.1.9に示す。近隣のオーレスン港は漁業と海運業の基地港として栄えてきた港があ

る。市内及び周辺には 100 を超える水産加工場が立地し、沖合での浮魚漁や底魚漁の陸揚

げは、漁船が直接加工場の岸壁に接岸して行われる。他方、日帰りの沿岸漁業者は係留岸

壁上で直接市民へ魚を販売している。日当たり約 1,000 トンの水産物がオーレスン港やそ

の周辺で水揚げされているが、オーレスン港は主に漁船の出漁準備や休憩に利用される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.1.9 加工品の輸出ルートと輸出機関 
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4.2.2 ペニシェ（ポルトガル） 

(1)漁港の概要 

ペニシェ漁港は、Centro 地域圏の拠点漁港の一つである。漁港に隣接しマリーナや造船・

修理場が整備されている。漁港の配置と利用を図 4.2.2.1に示す。漁港には、管理事務棟に

隣接し、市場、倉庫・事務室（ドカペスカ社がバイヤーへ貸出し）、給油施設、製氷施設、

漁具倉庫・漁具販売店など漁港の機能施設が配置されている。陸揚げ岸壁は、市場の前面と

隣接する岸壁（L 字型部分）および隣接泊地にある屋根構造の上屋の前面の桟橋である。市

場のある泊地と上屋のある泊地の中間には給油施設が配置されている準備岸壁がある。製

氷施設では、清浄海水でクラッシュアイス（砕氷）を製造（50 トン/日）している。 

 

漁港は 2 重のセキュリティになっている。漁港は柵で囲まれ、出入口には警備員が配置さ

れている。さらに水際の岸壁への出入口にも警備員が配置されている。また各所にカメラが

配置され、ドカペスカ社が 24 時間体制で中央管理・監視している。車両は出ていくときに

積荷内容を書いた伝票を提示し、定額の使用料を支払う（月別支払いあり）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)市場の配置と利用 

市場の配置と利用を図 4.2.2.3に示す。市場建物の岸壁側の出入口には場内の温度管理

のためビニールカーテンが設けられている。場内は通路でせり販売エリアとバイヤーらの

事務室に仕切られている。選別・計量、せり販売、落札商品のまとめ置き、積込・搬出の

ための各エリア、低温管理室（冷蔵室）、魚箱の洗浄・保管室等のから構成されている。 

水産物の衛生管理や鮮度保持のためには場内の低温管理が望ましいが、長い時間作業す

る人がいることを考慮し、13～14℃に温度調整されている。商品（水産物）を長時間保管

する必要がある場合には低温管理室（冷蔵室）（0～2℃）に保管している。なお、調査時

（15:00~18:00）は場内外とも涼しく、魚箱内の氷が解けるという状況も見られなかっ

た。 

図 4.2.2.1 ペニシェの漁港の配置と利用 
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(3)陸揚げ・販売・搬出（輸送） 

1)せり販売時間 

ペニシェが拠点漁港の一つであり、ローカル・オークションに加えてオンライン・オーク

ションも行われている。せり販売時間等を表 4.2.2.1 に示す。小型漁船漁業のせり販売につ

いては、月曜日から金曜日まで、夕方から真夜中の間に行われている。旋網漁業は、火曜日

から金曜日まで、夕方から真夜中の間に、土曜日は昼過ぎまでに行われている。漁船のほと

んどは、家族経営の小型漁船による沿岸漁業である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)陸揚げ・場内搬入 

陸揚げの様子を図 4.2.2.3 に示す。干満差は 2.5~3.5m と大きいことから、潮の状況によ

っては、漁船のクレーンを使って船倉から水産物の入った魚箱を吊り上げ、岸壁上に陸揚げ

図 4.2.2.2 市場の配置と利用 

表 4.2.2.1 開場、荷受け・計量、せり販売時間等 
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し、フォークリフトで場内に搬入する。特に小型漁船の場合は、魚箱にロープ先端のフック

を掛け人力で引き揚げて陸揚げを行う。岸壁にクレーンは設置されていない。 

市場建物には長さ 4.0m の庇があり、岸壁幅 8.0m のおよそ半分程度であることから、岸

壁への直射日光をある程度遮る機能を持っている。陸揚げ時に清浄海水で魚箱ごと水産物

を洗浄している。それから施氷している。岸壁では、陸揚げされた水産物を清浄海水で洗浄

し、施氷した上で場内に搬入される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)選別・計量、販売カタログの作成 

選別はほとんどが入港前に船上で行われている。高い価格で売れるように計量時改めて

選別が行われる場合もある。選別・計量の様子を図 4.2.2.4に示す。計量用キャビン（記録

室）の前には平板スケールがあり、ここで計量と同時に販売カタログが作成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.2.3 陸揚げ・場内搬入 

図 4.2.2.4 選別・計量 
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ⅰ．魚箱にロット番号（連続番号）が記載されたチケットを投入する。 

ⅱ．平板スケールに魚箱を載せる。 

ⅲ．キャビン内で、PC 端末に船名、魚種、規格、鮮度を入力（計量結果の重量は自動的

に読込み）し、販売カタログを作成する。 

 

バイヤーに関する情報、漁船に関する情報、水産物に関する情報は別途作成・記録されて

おり、販売カタログを作成するときに、必要な情報を自動的に読み込んでいる。このため、

キャビン内でPC端末に入力する情報は限られている。 

販売カタログは、計量用キャビンに掲示される。バイヤーはこれを見て商品を確認してい

る。陸揚げされた水産物を低温管理室（冷蔵室）にいったん入れて保管するかどうかは、陸

揚げされた時間とせり販売時間を勘案して決めている。鮮度上問題がないと判断された場

合には、計量後、せり販売レーンとせり販売用キャビンの近くにまとめ置きされる。 

 

4)せり販売（ローカル＆オンライン・オークション） 

せり販売の様子を図 4.2.2.5 に示す。3 せり販売用キャビン、4 スクリーンがあり、4 つ

のスクリーンのうち 1 つは web カメラの配信映像である。3 つのせり販売を同時に行うこ

とができる。調査時は 2 つのせり販売が行われていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せり人と補助職員はせり販売用キャビンの横に立ち、せり人の進行によってせり販売が

行われる。せり販売は下げせりである。せり販売の初値は、相場の平均＋2 割程度として

おり、キャビン内の職員が入力する。バイヤーは、購入したい値段になったときに赤外線

リモコンのボタンを押す。バイヤーは、せり室に来なくてもオンラインでせりに参加する

図 4.2.2.5 ローカル＆オンライン・オークション 

※PC 画面はイメージ 
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ことができるようにローカル＆オンライン・オークションのためのシステムが整備されて

いるがオンラインで参加するバイヤーはわずかであるとのことである。 

各ロットの販売情報は、バイヤー席前方に吊り下げられたスクリーンに表示される。同じ

情報内容は、せり販売用キャビンのPC端末に表示されている。商品が落札されると、ベル

トコンベヤの上に設置されたプリンターから販売結果の印刷されたチケットが魚箱に自動

的に投函される。 

 

5)荷渡し・搬出（輸送） 

市場職員は、仮置き場所のバイヤーの番号（床面にバイヤーの番号が記載されている）の

ところに商品をまとめ置く（図 4.2.2.6）。このとき魚箱はパレット上に置かれる。市場に

きてせり販売に参加するバイヤーは、全国に展開している会社である。せり販売が終了する

と、バイヤーは購入した商品をトラック（保冷車）に積込む。このとき氷を追加して積込む

場合もある。購入した商品は漁港に所在する倉庫に搬入してから全国へ輸送するか、あるい

は会社の物流センターへ集めてから全国へ輸送する。最終輸送先はほとんどがスパーマー

ケットである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)販売通知書等の作成・発行、水揚げ報告等 

落札と同時に、各ロットの漁獲情報・販売情報がサーバーに記録されていることから、販

売通知書（図4.2.2.7）等の作成は容易である。しかし、紙媒体で印刷し、これをバイヤー

が市場の事務室に取りに来ている。電子ファイルでの発行については、バイヤー独自のデー

タ管理があることから、その必要性はないとのことである。 

バイヤーは、販売日から3日以内に市場に対して代金を支払わなければならない。その後

に市場は生産者へ売上げを返却する。ドカペスカ社への対価は、バイヤーと生産者から合わ

せてせり販売額の約10%を徴収している。 

 

(4)衛生管理・品質管理 

衛生管理のコントローター（管理者）として、ドカペスカは獣医 Veterinary を配置して

いる。獣医は、衛生管理の状況の確認を行っている。調査時には市の衛生部局から検査員

が派遣されていた。 

 

(5)魚箱 

魚箱として一定の規格の容器が使用されている。搬出・積込エリア付近にもキャビンがあ

り、魚箱の返却等の管理を行っている。基本的には貸出してから24時間以内の返却での料金

図 4.2.2.6 バイヤーごとに商品のまとめ置き 
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設定であるが、超過した場合には超過時間に応じて加算される仕組みである。せり販売結果

が当該キャビンに掲示されており、これをバイヤーが確認して魚箱を返却している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.2.7 販売通知書 
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4.2.3 ラーウィックとスキャロウェイ（英国・シェットランド） 

(1)漁港の概要 

シェットランド諸島には 22 の漁港があり、ラーウィック Lerwick とスキャロウェイ

Scalloway で 95%を占めている。シェットランド諸島は、主要漁場である北海の北部中央に

位置し、周辺漁場は地元漁船、外来漁船（英国漁船と外国漁船）に利用され、陸揚げは島内

や島外（英国本島または外国）の漁港で行われている。シェットランドの主要漁港であるラ

ーウィックとスキャロウェイの漁港の配置と利用を図 4.2.3.1 に示す。港は商港と漁港で

棲み分けされ、港全体は港務局 Lerwick Port Authority・Shetland Islands Council が所有・管理

し、市場は市が所有しシェットランド・シーフード・オークション社 Shetland Seafood Auctions 

ltd.（卸売業者）が管理運営し、底魚の販売を行っている。両港には直接漁船が接岸して魚

箱ごと陸揚げ・搬入しているが、諸島内から陸送・搬入されるものもわずかにある。また天

候によっていずれかの漁港に陸揚げされる場合もある。スキャロウェイには自動選別機が

導入されており、特定の魚種について利用されている。販売はスキャロウェイの分も合わせ

てラーウィックのせり販売室で行われる。浮魚はノルウェー浮魚販売組合を通じて販売さ

れている。ラーウィックの港には、ヨーロッパ大手のバイヤーであるペラジア社の加工場

Pelagia Shetland Ltd.があり、漁船が加工場の岸壁に直接接岸し、フィッシュポンプで陸揚げ・

場内搬入を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)陸揚げ・販売・搬出（輸送） 

1)陸揚げから販売までのサイクル 

 市場取引業務の流れを図 4.2.3.2に示す。前日昼過ぎまでに陸揚げ情報（入船予定情報・

図 4.2.3.1 ラーウィックとスキャロウェイの漁港の配置と利用 

上写真 http://pelagia.com/pelagia-shetland-limited/ 
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漁獲情報に相当）を収集し、web サイトに公開する。午後から入港した漁船は、真夜中まで

に陸揚げ・場内搬入を終える。この段階で市場側に荷受けされることになり、魚箱には船名・

魚種・規格の記載した紙が投函されている。場内は、低温（1℃～3℃）に管理されている。

自動選別機による選別やサンプルとしての計量が行われ、その結果は紙に印刷され、投函さ

れる。早朝には、魚箱に投函・貼付された紙の内容をタブレット入力し、販売カタログ（販 

売原票）が作成される。販売カタログはリストとして印刷され、せりの前にバイヤーへ配布

される。せりは、せり販売室で定刻（8:00）に始まる。落札されたロットごとに逐次、せり

結果はラベルに印刷され、魚箱に投函される。これで引渡が終了し、バイヤーや手配した運

送業者が、追加施氷とラップでの梱包を行って、保冷車へ積込、搬出される。せりは概ね 2、

3 時間で終わり、搬出も含めれば午前中には場内清掃もすべて終了する。 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)陸揚げ情報 

 web サイト上で閲覧できる陸揚げ情報を図 4.2.3.3 に示す。陸揚げ情報は、入船予定情報

あるいは漁獲情報に相当し、船上から船主の事務所、そして市場に入る。これを市場が一覧

表に整理し web サイトに公開している。 

 

3)陸揚げ・場内搬入 

 陸揚げ・場内搬入から選別・計量までの様子を図 4.2.3.4に示す。図漁船のクレーンで

船倉から魚箱を搬出し陸揚げする。入港前に船上にて既に選別され、箱詰めされている。

岸壁には屋根はなく、市場の庇もないことから、クレーンの稼働に支障はない。魚箱は台

車に載せられ、場内に搬入される。場内では、生産者あるいは代理店が魚箱に船名・魚

種・箱数等を記載した紙を投函する。 

図 4.2.3.2 陸揚げから低温管理、販売カタログ作成、販売までのサイクル 
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4)選別・計量、販売カタログの作成 

 市場での計量の様子を図 4.2.3.5に示す。船上では、電子機器等を使用して魚箱ごとに

実重量が計量されているが、市場ではサンプル的に計量を行う。台秤にタブレットとプリ

ンターを搭載（取外式）し、氷を除去した魚箱を載せて計量する。計量結果は PC へ転送

と同時にプリンターで出力印刷し、魚箱に投函する。サンプリング計量を終了すると、計

量結果を含めた商品に関する情報（船名、魚種、規格、重量/箱、重量/尾、箱数、計量日

（販売日））を確認した後、サーバーへ送信する。 

図 4.2.3.3 ラーウィック：陸揚げ情報の確認（webサイト掲載前） 

図 4.2.3.4 ラーウィック：陸揚げ→場内搬入→選別・計量（サンプリング検査） 
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販売カタログの作成の様子を図 4.2.3.6 に示す。魚箱に投函された紙に記載された内容

をタブレット入力することで、販売カタログが作成される。これは、販売原票の作成に相当

する。タブレットは、耐衝撃と耐低温用に製造されたものである。情報のほとんどはデフォ

ルトであり、その都度入力する情報項目はわずかである。このタイミングで、バイヤーの下

見も行われている。販売カタログはリストとして印刷され、バイヤーへ配布される。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)せり販売（ローカル＆オンライン・オークション） 

 せり販売室での販売の様子を図 4.2.3.7に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.3.5 スキャロウェイ：陸送搬入→選別・計量（サンプリング検査） 

図 4.2.3.6 ラーウィック：タブレット端末入力による販売カタログ作成 

図 4.2.3.7 ラーウィック：せり販売（せり販売室） 
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販売室ではクロック表示盤を使った電子せりが行われる。せり人は、ロットごとにこれま

での経験や相場情報から初期値を決め、下げせり方式で販売する。数量が多い場合には、落

札者は入れた価格で購入したい数量をせり人に伝え、順次他のバイヤーも数量を告げて購

入する場合がある。バイヤーには、販売室に入室して卓上のキーパッドを操作することでせ

りに参加する人（社）とインターネットを介してオンラインでせりに参加する人（社）がい

る。オンラインで参加するバイヤーは 7 社登録されているが、うち数社はデンマーク等海外

の会社である。 

 

6)荷渡し・搬出（輸送） 

 荷渡し・搬出の様子を図 4.2.3.8、4.2.3.9に示す。落札されたロットごとにせり結果は、

商品が陳列・保管されている場所に隣接した詰所で自動的にラベルに印刷される（図

4.2.3.8）。このラベルは魚箱に投函される。これと同時に落札したバイヤー（会社の職員）

は自分の会社の名前が印刷された名札を魚箱に投函する。これで市場からバイヤーへの荷

渡しが終了。すぐにバイヤーまたはバイヤーが手配した運送業者が購入した魚箱を集め、積

み上げ、追加施氷のうえラップで梱包する（図 4.2.3.9）。これを保冷車に積み込み、搬出・

輸送する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶生産者または代理店が投函した紙（船名・箱詰め日・魚種・規格・重量・箱 No.） 

❷市場職員が計量した結果を印刷した紙（船名・魚種・規格・重量） 

❸市場職員が商品陳列・保管室の詰所内でせり結果をラベルに印刷し、投函 

❹落札したバイヤーが名札紙を投函 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.3.8 ラーウィック：せり販売結果ラベルの印刷と投函 

図 4.2.3.9 ラーウィック：加氷しラップで梱包した後、保冷車に積込み搬出 
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7)販売通知書等の作成・発行、水揚げ報告等 

販売通知書等の作成は電子データをサーバーから販売情報を引き出すことで自動作成さ

れる。文書は紙媒体で発行しており、これが市場と買受人、生産者の間を繋ぐことで市場は

トレーサビリティを確保している。発行と保存を容易にするため、電子媒体にすることを検

討している。 

 web サイトにアクセスすることで、当日や過去の陸揚げ情報を閲覧できるが、さらに過去

の日別「魚種・規格・数量・最大価格（￡/kg）・平均価格（￡/kg）」のリストを閲覧、また

は Excel 形式でダウンロードすることができる。週別に集計した販売箱数についても同様の

情報提供が行われている。このほか、市場取引の概要や品質管理方法等の情報についても

web サイトで公開している。 

英国漁船による漁獲量（陸揚げ量）及び外国船による英国内への陸揚げ量の把握のため、

市場での販売情報はその日の分をまとめて水産当局へ提出することになっている。他方、航

海日誌（logbook）や船に搭載された VMS 装置と自動計量スケールにより、船上から操業位

置と漁獲量などの情報は水産当局へ報告されることになっている。 

 

（オンライン販売システム） 

 多様な市場取引とその拡大を目的に、貝類やサーモン・フィレなどの加工品については、

web サイトを通じたオンライン販売が行われている。セラー（販売者）とバイヤー（買受人）

は事前に登録することが必要である。販売時間は 6:00～10:30 と定められており、セラーに

よる販売商品の登録と市場が作成する販売カタログに基づいて取引が行われる。 

 初めにセラーは、販売したい商品の魚種・規格・品質等級・数量そして希望価格をシステ

ムに送信し、これら情報を販売カタログに盛り込む。このとき、荷渡し場所を指定し、そこ

までの配送（費用も含む）はセラーが責任を持つ。バイヤーは、希望価格またはそれを下回

る価格で購入したい場合には、その応札情報をシステムに送信することで、セラーへ伝達す

る。セラーが、バイヤーの応札を受けるか却下するかどうかを決め、その結果をシステムに

送信してバイヤーへ伝達する。本システムの特徴・効果としては、インターネットを通じて

世界各地から販売に参加できること、漁獲・収穫や陸揚げ前段階から販売取引（先物取引）

ができる点である。 

 
(3)衛生管理・品質管理 

 品質は、消費者の安全や嗜好への対応と価格の維持・向上において極めて重要なことであ

る。シェットランドでは、「シェットランド水産物・食品品質管理会社（SSQC: Shetland Seafood 

Quality Control Ltd.）」がサーモンと底魚について品質確保や向上の支援を行っている。 

品質は，消費者の安全や嗜好への対応と価格の維持・向上において極めて重要なことであ

る。シェットランドでは、「シェットランド水産物・食品品質管理会社（SSQC: Shetland Seafood 

Quality Control Ltd.）」がサーモンと底魚について品質確保や向上の支援を行っている。具体

的には次のとおりである。 

 

（品質向上の取組み） 

ⅰ．市場で陸揚げされる水産物を定期的に品質検査すること 

ⅱ．一定の評価指標（図 4.2.3.10）に基づき船別に水産物の品質評価を行うこと 

ⅲ．品質に関する情報（品質等級）を魚箱に投函すること 
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ⅱ．に関しては、2001 年より品質評価指標や評価スキームを開発している。過去数か年の

評価スキームによる品質向上の状況と、2017 年の毎月の評価結果を図 4.2.3.11に示す。後

者については、品質評価の結果を船主へフィードバックさせている。各評価指標の点数は、

Excellent=100、Good=75、Fair=50、Poor=25 である。8 つの評価指標の点数を合算した後、

800 点満点を 100 点満点に換算して点数表示している。 

 SSQC によれば，当初船別の評価にかなり抵抗があったが、価格向上へ反映されてくこと

が徐々に認識され、現在は品質向上に向けた取組が生産者、市場、SSQC の間で共有されて

きているとのことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.3.11 シェットランド：品質の評価・指導による評価点の向上 

図 4.2.3.10 シェットランド：品質の評価・指導における品質指標・評価基準 
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(4)新漁港・市場整備計画 

取扱量が増えたことと、魚箱の陳列高さが 3、4 段になることで、市場職員が内容物を確

認することや、バイヤーが下見をすることが困難になっている。このため、2020 年の供用

開始を目途に、スキャロウェイは隣接場所に仮設市場を設けながら、同じ場所に取り壊して

新設し、ラーウィックは、フェリーターミナルに隣接する場所に新設する計画である。商品

の魚箱を陳列・保管面積を 1.7 倍することで、過去 3 か年（2015-17 年）の週別魚箱数のデ

ータに基づき、平均魚箱段数を推計すると、現状では、両港とも最大 3.3 段、平均 1.9 段で

あるが、新漁港では、両港とも最大 2 段、平均 1.2 段に減少する。言い換えれば、現状で 2

～4 段に積み重ねられる魚箱が、2 段になるということである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

4.2.4 ピーターヘッド（英国・スコットランド） 

(1)漁港の概要 

 ピーターヘッドの漁港・市場の配置と利用を図 4.2.4.1 に示す。港は、商港、漁港、マリ

ーナから構成され、港全体および漁港は港務局が所有・管理運営し、市場には卸売業者 2 社

が入っている。漁港での陸揚げ量（浮魚・底魚・貝類）は、1990 年代中ごろから減少してい

たが、2004 年には増加に転じ、2010 年には 2004 年当時の倍増となり英国第 1 位の陸揚げ

漁港となっている。他方、1990 年代、隣接するアバディーンは、北海油田開発の前線基地

とスコットランドの陸揚げと水産加工の拠点であった。その後資源状況の悪化で陸揚げ量

が減少し、2011 年には市場は閉鎖・取り壊しされた。港の使用料や市場販売手数料がピー

ターヘッドをはじめとする周辺漁港よりも高かったことも理由として指摘されている。 

ピーターヘッドと隣接するアバディーンには加工場が多く立地し、陸揚げされた水産物

はいったん加工場で加工または詰替や梱包され、最終的に英国本土および EU 各国へ輸出さ 

れる。陸揚げ量のおよそ 6 割は輸出向けである。底魚は市場でせり人による発声による下げ

せり販売が行われ、浮魚についてが、ノルウェー浮魚販売組合のオンライン・オークション

で購入し、港内の加工場に直接接岸し、フィッシュポンプで陸揚げされる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)陸揚げ・販売・搬出（輸送） 

1)入港情報・陸揚げ情報 

 web サイト上で閲覧できる陸揚げ情報を図 4.2.4.2 に示す。陸揚げ情報は、販売の前日

に船から船主の事務所を通じて市場に電話で連絡が入る。陸揚げ情報には、船名・魚種・箱

数が含まれ、さらに MSC 漁業認証の対象魚種とその箱数もわかるように、港務局の web サ

イトと市場管理事務室前に掲載・掲示される。この情報とは別に、漁船が入港すると、入港

図 4.2.4.1  ピーターヘッドの漁港・市場の配置と利用 
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情報として、船名、入船した日時、販売予定日、箱数、状態（ラウンド・内臓除去等）を含

む情報が港務局 web サイトに掲載（図 4.2.4.3）される。 

 

2)陸揚げ・場内搬入、選別・計量 

陸揚げ・場内搬入から販売、搬出までの様子を図 4.2.4.4 に示す。前日の午後から屋根や

庇のない市場前面で漁船のクレーンを使った魚箱の陸揚げが始まる。入港前に船上で一定

規格の容器である魚箱に入れて選別・計量が行われている。魚種によっては船上で内臓除去

等の一次処理が行われている。魚箱は、市場が貸し出しているが、出漁から陸揚げ、せり、

搬出・配送先まで使用される。これらはシェットランドの漁港をはじめ英国内で行われてい

ることである。魚箱が搬入された市場内は、低温管理（1℃～3℃）されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4.2.4.3 webサイト公開：入港情報（2018年 4月 29日） 

www.peterheadport.co.uk/ 

図 4.2.4.3 web サイト公開・場内掲示：陸揚げ情報（2018年 4月 30日） 

www.peterheadport.co.uk/ 
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3)販売、荷渡し・搬出（輸送） 

翌朝の定刻（7:00）に販売が開始される。せり人は発声による下げせり方式で販売を行い、

せり結果を伝票に手書きで記載する。落札したバイヤーは、名前を印刷した名前札を魚箱に

投函する。これで荷渡しも終了することになる。この時点で魚箱には、漁獲情報・販売情報

が印刷あるいは手書きで記載された様々な紙が投函（図 4.2.4.5）されている。 

落札されたロットごとにバイヤーまたはバイヤーが手配した運送業者が商品をまとめて

保冷車に積み込み、搬出する。商品の数量にもよるが、せり人は通常卸売業者 2 社から各 2

名出ており、せり全体が、概ね 1 時間半程度で終了（8:30）することを目途としている。そ

の時間までにせりを終わらせることで、市場からの商品の搬出が概ね 10:00 までに終わらせ

ることができる。その時刻にこだわるのは、陸揚げされた商品の多くが、EU 各国への輸出

向けであることから、加工場に搬入した商品を加工または梱包し、再度保冷車に積み込んで、

翌朝のドーバー海峡を渡るフェリーの時刻（6:00）に間に合わせる必要があるからである。 

 

4)販売通知書等の作成・発行、水揚げ報告等 

一通り販売が終了すると、伝票に記載した販売結果の内容を事務室内の PC より入力して

販売情報を電子化する。販売通知書等の作成は、サーバーから電子化された販売情報を引き

出すことで自動作成される。これを紙媒体に印刷出力し、バイヤー等のボックスへ投函。ま

たその日の販売情報を関係当局へ報告する。市場からバイヤーや生産者への文書は紙媒体

で発行しているが、これが市場と買受人、生産者の間を繋ぐことで市場はトレーサビリティ

を確保している。 

 

 

 

図 4.2.4.4 陸揚げ・場内搬入→販売→搬出（輸送） 
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(3)品質向上の指導 

 衛生管理や品質管理については、当該港務局が専門家を配置し指導を徹底するとともに、

州政府が定期的に検査を行っている。web サイトには、品質管理に取り組むことで、価格の

向上につながる調査結果を公開している。 

 

(4)新漁港（市場）への移転 

取扱量が増えたことと、魚箱の陳列高さが 3、4 段になることで、市場職員が内容物を確

認することや、バイヤーが下見をすることが困難になっている。このため、新漁港（市場）

が港奥に配置され、2018 年 6 月に新漁港（市場）へ移転（現地調査の翌日）することとな

っている。商品の魚箱を陳列・保管する面積は倍以上となっており、魚箱の陳列高さは最大

2 段を想定している。2 階にはミーティング・ルームがあり、将来の市場取引の電子化・ネ

ットワーク化に対応し、オークション・ルームにも容易に利用できる構造（高床）となって

いる。泊地および岸壁の水深は、大型漁船への対応のため、3.5m から 6m に浚渫されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.4.5 魚箱に投函される漁獲情報・販売情報 
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4.2.5ペスカーラ（イタリア） 

(1)漁港の概要 

ペスカーラ港はアブルッツォ州 Regione Abruzzo の主要沿岸都市の港であり、客船と貨物

輸送船のための２つの岸壁が整備されている。港は高速道路とのアクセスが良く、海陸輸送

の円滑な交通網が整備されている。首都ローマとアドリア海沿岸をつなぐ要所であること

から、観光地としても人気の高い地域である。港は、外港の商港とマリーナ、河川内の漁港

から構成されている。イタリアの経済危機前の 2008・09 年に人と自転車用の橋が建設され、

市民や観光客にとって豊かなウォーターフロントの形成に役立っている。港の管理者はペ

スカーラ・ポートオーソリティ Pescara Port Authority である。 

漁港の配置と利用を図 4.2.5.1に示す。河川の右岸が陸揚げ、道路を挟んで陸揚げ岸壁の

背後に市場が整備されている。給油施設等は、右岸の岸壁に設置されている。市場は 1937

年に建設され、1947 年、1974 年に再整備された。市が管理している。漁港として、給油（Fuel 

Supply）製氷・給氷サービス（Ice Supply）、ポーターサービス（Porter Service）、獣医配置

（Veterinary Service）と衛生管理(HACCP)といったサービス提供を行っている。ポーターサ

ービスについては、Poter’s Cooperative（CdF）があり、船主が陸揚げ支援や場内搬入作業等

を委託している。 

かつては、約 80 隻の漁船が当港を拠点に漁業を行っていた。その後、漁船が老朽化し、

新造船へと移行する過程で、小さな漁船は廃船となり、漁船隻数は 46 隻に減少したが、大

きな漁船が主体となった。トロール漁船は、主にメルルーサ、ツブ、アカザエビ、スズキ、

ボラなどを陸揚げしている。 

なお、ペスカーラ港のペスカーラは、魚な豊富に生息しているという言葉に由来している。 

陸揚げ岸壁と市場の位置関係を図 4.2.5.2に示す。市場が、一般道路、駐車場等を挟んで

岸壁背後から 35m 離れたところに整備されている。陸揚げから場内搬入までの動線が一般

道路と交差することや陸揚げ後、トラックに積み込んで輸送し、市場で積み下ろしして場

内搬入するという多段階の作業が必要となることから、陸揚げから場内搬入までの時間短

縮と円滑な作業が課題である。 

市場の配置と利用を図 4.2.5.3に示す。市場は、商品の搬入・陳列エリア、せり販売エリ

ア、落札商品のまとめ置き・搬出エリア、（図中に示されていないが）バイヤー用倉庫（60

室：有料）、そして事務室から構成されている。調査当日は、未明・早朝であったこともあ

り、場内は空調を入れる必要もなく、涼しく、魚箱内の氷が解けるという状況も見られなか

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4.2.5.1 ペスカーラの漁港・市場の配置と利用 
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(2)陸揚げ・販売・搬出（輸送） 

1）販売の概要 

推計によれば、当港での陸揚げ数量の約 7 割が市場で販売され、残り約 2 割が他の市場

へ輸送され、約 1 割が生産者から買い手側に直接販売される。売れ筋は、タラ、アカザエ

ビ、ボラである。市場の取扱数量・金額（2015～2017 年）は、800～900 トン、400～420 万

€であり、1 日約 1,000 箱販売されている。単価は、経済危機（2010 年以降）でいったん上

昇したが、その後は下がり始めた。市場の収入は、手数料として 7%（生産者から 4%、バイ

図 4.2.5.2 岸壁と市場の位置関係（断面配置） 

図 4.2.5.3 市場の配置と利用 



48 

 

ヤーから 3%）徴収により 30 万€/年となり、支出は、ダイレクター（管理職員人件費）4 万

€、獣医 2.5 万€、清掃（委託）3.5 万€、コンピュータのデータ変換・機器類のメンテナンス

（外部委託）9 万€である。なお、ポーターサービスを行う CdF については、船主が支払っ

ている。バイヤーは、加工業者、鮮魚販売店、スーパー、レストランなどで地元の中小企業

がほとんどであり、大手バイヤーは、別途生産者から直接購入している。 

 

せり販売は、火曜日から金曜日までの毎朝 4:30 に開始し、6:30～7:00 に終了する。せり販

売は 2 つのラインで同時に行われる。調査当日は、4:30 に開始し、6:40 に終了した。前日の

真夜中に出港し、当日の真夜中まで操業した後、帰港する。調査当日の漁業と市場販売のサ

イクルを次に示す。 

 

（陸揚げから販売までのサイクル） 

日曜日  0:00  出港（漁場は 50 マイル離れたところ（漁船で 3～4 時間） 

月曜日  23:00  漁を終え、漁場を発つ 

火曜日   2:30  帰港 

      3:00～ 陸揚げ・場内搬入 

      3:30  せり販売順のくじ引き 

      4:30  せり販売開始 

6:40  せり販売終了、ほぼ同時に搬出も終了（場外にはバイヤーの搬出トラ

ックでいっぱい） 

 基本的に、陸揚げしてから 24 時間以上経過した商品は販売していない。 

 

2）陸揚げ・場内搬入 

陸揚げ・場内搬入から販売、搬出までの様子を図 4.2.5.4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4.2.5.4 陸揚げ・場内搬入→せり販売→搬出（輸送） 
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右岸の岸壁に接岸すると、甲板に置かれた、水産物の入った魚箱を陸揚げし、待機してい

たトラック（保冷車）に積み込む。トラックは、道路を挟んで岸壁背後にある市場まで運搬

し、場内に搬入する。市場は電気自動車を 3 台所有しており、これを使って積込み・運搬、

場内搬入を行う場合には、車両は場内まで入ることが認められている。 

場内に搬入された水産物は、船別にまとめ置きされる。船別にせり販売にかけられるが、

その順番を決めるくじ引きが行われる。魚箱は、船上でもせり販売でも同じ一定規格のもの

が使用されている（市場で規格は異なる）。せり販売が始まると、くじ引きで決まった順番

に従い、船別に順次商品はコンベアに載せられ、せり販売エリアへと移動する。 

 

3）せり販売（ローカル＆オンライン・オークション） 

一定規格の魚箱に入った商品は、船別にコンベアに載せられ、せり販売エリアへ移動す

る。ベルトコンベアに載せるときには、移動中に自動計量するため、施氷されているな

い。せり人の前のベルトコンベアは魚箱の長さ相当が切り離されており、そこにスケール

が装備されている。商品がせり人の目の前のベルトコンベアに搭載されたスケールのとこ

ろまでくると、自動計量される。 

せり人背後のキャビン内では、職員が船名、漁獲水域、魚種、規格、状態等を PC 端末

から入力（重量は自動計量）し、販売原表を作成するとともに、商品の映像をスクリーン

に、漁獲・販売情報を電光表示盤に表示する。併せて、オンラインで参加しているバイヤ

ーへこれら情報を配信する。表示盤の表示される情報は、船名、魚種、重量、価格、バイ

ヤーコード、品質評価、そしてオンライン・オークション可能かどうかである。 

せり人は、品質と最初の価格をキャビン内の職員へ告げ、下げせり方式でせりが開始す

る。最初の価格は、相場、品質、規格等から決めている。品質評価については、鮮度（い

つ漁獲されたか）と規格から判断して行っている。バイヤーは購入したい価格の時にリモ

コンのボタンを押して入札する。キャビン内の職員は、販売状況をモニタリングしてい

る。落札されると同時に、漁獲情報・販売結果が印刷されたラベルが、コンベヤ上に設置

されたプリンターから容器内へ自動投函される。 

 

4）荷渡し・搬出（輸送） 

市場職員は、魚箱に投函されたラベルの内容を確認して、購入したバイヤーごとに商品を

まとめ置く。せり販売が終了すると、バイヤーは、搬出エリアにまとめ置きされた商品をト

ラック（保冷車）に積込んで輸送する場合と、いったん市場の倉庫に運び、洗浄や建替えを

行ってからトラック（保冷車）に積込み輸送する場合がある。 

 

5）販売通知書等の作成・発行、水揚げ報告等 

落札と同時に、各ロットの漁獲情報・販売情報がサーバーに記録・保存されていることか

ら、仕切書や販売通知書の作成は容易である。これらは紙媒体で印刷し、これを生産者やバ

イヤーが市場の事務室に取りに来る。特に仕切書関係については、ひとつの船の商品の販売

が終了すると、どの商品をだれが購入したか整理したリストが作成され、その船主へ手渡さ

れる。その日の販売が確定すると、水産当局へ販売結果が電子報告される。仕切書・販売通

知書とともに、ラベルには商品の水産物を特定する漁獲情報・販売情報が記載（図 4.2.5.5）

されており、トレーサビリティを確保する重要なツールである。落札と同時に魚箱に投函さ

れたラベルのバーコード（e-fish の web サイト）からトレーサビティ情報を様々な形式（pdf、

XML ファイル）で取得することができる。 
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販売数量・金額に関する統計調査を行っており、毎月、市や州政府の統計当局や食料・

水産当局へ報告している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)衛生管理・品質管理 

衛生管理については、2007 年から、市は、衛生管理のコントローター（管理者）とし て

獣医 Veterinary を雇用して市場に配置し、当該獣医は毎日市場内の衛生管理の状況をチェ

ックリストに基づき検査している。州政府は、市場からの検査結果に基づき、毎月 1 回地域

保健所の検査官を市場に派遣し、適切に行われているか、問題がないか確認している。（2007

年までは、州の地域保健所の検査官が毎日市場の衛生管理の検査をしていた。）毎日の検査

では、2、3 種類の魚を対象としているが、魚種は毎日変えている。これら魚には Cd、Hg、

Pb などの重金属を含む可能性のある魚種を含めることとしている。また、漁業者が鮮度保

持のために使用する亜硫酸塩についても、許容量を超えていないか、飲料水については水産

物や魚箱の洗浄に使用されることからその水質を検査している。 

 

EU-HACCP のチェック項目例を次に示す。確認結果は、紙媒体で保管している。 

（チェック項目例） 

・すぐに陸揚げしたか 

・すぐに屋根のあるところに運んだか 

・せり人は、白衣を着て手袋をしているか 

・氷を使っているか  

・魚箱の底には水が抜けるように穴があいているか 

図 4.2.5.5 ラベルとトレーサビリティ情報 
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・ベルトコンベヤ～錆がないか、錆の出ない材質か  

・ハエが場内に入らないように、プラスチックカーテン 

・ネズミ、ゴキブリ等専門会社へ委託  

・場内外の清掃を専門会社へ委託 ・場内に進入できる電気自動車 

・魚体に接触するものについて、水、氷、せり人のテ、スケール、ベルトコンベアなどは 

検査対象 

・排水処理 

・不規格品 

・製氷施設、飲料水、床・壁 

  

EU 規則では、10 マイル以上離れた沖の海水を使用する、または飲料水を使用するよう、 

規定している。漁船は、氷を購入して積込むか、製氷機を漁船に搭載している。漁船につい

ても、州の地域保健所の検査官が月 1 回検査を行っている。 

品質評価については、EU 品質基準が用いられている。 

 

(4)販売の効率化 

1）2005年プロジェクト：e-fish“ローカル＆オンライン・オークション” 

2005 年、水産部門を改善するため、市場を所有する農業省は予算を確保し、双方のより

効率的なシステムとして電子せりとテレマティックス Electronic and Telematic Auction（オ

ンラインからもせり販売（電子せり）に参加できるシステム）を構築するプロジェクトを

始めた。Infoteam Srl が本プロジェクトの業務を受注し、新たな web システムである e-fish

を開発した。最初に導入したのがペスカーラ漁港の市場である。プロジェクトの核となる

のは、web サイト www.e-fish.pescara.i とアブルッツォ州の水産物ポータルサイト

www.portaleittico.abruzzo.it である。その後に、他の市場へと普及することになった。 

システムの特徴としては、PC を使って、カメラ映像を通じて商品を見ること、現在やこ

れまでの価格、品質など商品に関するあらゆる情報を見ること、またオンラインでの購入を

予約すること、カードで支払うことができることである。管理や経費面でも画期的なもので

ある。PDF 文書の作成や発行ができることの他、XML ファイルでの販売結果や CSV ファ

イルでの明細書等を自動送信できることである。最終消費者は、アプリを使用するか、ある

いはスマホのカメラでスキャンすることで、購入した商品に関するあらゆる情報を取得で

きる。 

 

e-fish ではインターネットを通じたオンラインからもせり販売（電子せり）に参加できる

システムのことを「電子せりとテレマティックス Electronic and Telematic Auction」と呼んで

いるが、一般に「ローカル＆オンライン・オークション」と呼ばれている。また、オンライ

ンでせり販売に参加するバイヤーの便宜を図るため、商品の映像配信機能が付いている。 

 

2）2007-2013年プロジェクト：販売作業の効率化、市場の統合管理システムの構築 

欧州漁業基金 EFF を活用して、2014 年に現在のせり販売システムを導入した。プロジェ

クト"SUPPLY, INSTALLATION, CONFIGURATION AND SOFTWARE DEVELOPMENT FOR 

INNOVATION SYSTEM AT THE ITTIC MARKET - MUNICIPALITY OF PESCARA" は、アブ

ルッツォ州からの欧州漁業基金 European Fisheries Fund(EFF) 2007/2013 -漁業や陸揚げ地にお

ける課題解決に向けた事業に充てられる基金-を活用したものである。プロジェクトの目的



52 

 

は、販売作業の効率化、市場の統合管理システムの構築を通じて、市場の競争力を高めるこ

とである。具体的には次のような取組を行うものである。 

 

（プロジェクトの取組内容） 

・サーバーシステムの改善 

・場内を撮影するビデオカメラ監視システム 

・トレーサビリティのためのラベル管理 

・モバイル携帯（スマホ）専用アプリ開発 

・市場取引管理のためのソフトウェア開発 

 

オンラインオークションのためのシステムが整備されたが、オンラインで購入した商品

をバイヤーへ鮮度保持しながら配送する、もしくは保管しておく部分についての対応が講

じられていない。また、広く地域外からのバイヤーを呼び込むためにやろうとしたところ、

この地域では小さい規格のものがよく売れているが、他の地域では売れないなど、地域によ

って売れ筋が異なり、同じ規格の商品を地域外のバイヤーも入れて競売することができな

いことが判明した。他方、地域のバイヤーは市場で購入する傾向が強いことも明らかとなっ

た。結果的に、オンラインオークションを利用する意味がなくなり、稼働しているもののバ

イヤーが利用する状況には至っていない。 

他方、導入したことでコンピュータによるデータ管理になったことから運営がやりやす

くなったこと、漁船隻数は減少したが、1 船当たりの陸揚げが大きくなり、販売ロットがま

とまりやすくなったこと、商品の電子追跡システムが改良され、スマホからも容易にシステ

ムにアクセスできるようになったことが指摘されている。 

 

(5)魚箱の販売 

魚箱として一定の規格の容器が使用されている。発泡スチロール箱の使用と規格は市が

決めたものであり、市場が販売している。2 回以上使用することは禁じられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mercatoittico.pescara.it/ 

図 4.2.5.6 市場の webサイト 
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(6)情報提供・公開 

市場の web サイト（図 4.2.5.6）が開設されており、市場に関する一般的情報の提供、生

産者が市場で販売する水産物を陸揚げするにあたっての手続きや規則、バイヤーがせり販

売に参加する上での手続きや規則に関する情報が掲載されている。また、その日の販売が終

了すると、ユーザー名・パスワードを入力（事前登録が必要）することで販売結果等の情報

を閲覧および取得することができる。また、商品バーコードを入力するとトレーサビリティ

情報が閲覧・取得できる。 
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4.2.6テューボルン（デンマーク） 

(1)漁港の概要 

テューボルン港は、ユトランド半島西側中央部に位置し、水産業、バルク貨物荷役事

業、海運サービス産業や沖合海洋事業には最良の港である。水産業に大きく依存してお

り、約 100 隻の漁船が登録し、金額、数量では国内上位最大漁港のひとつでもある。1914

年に国により創設された港は、2001 年に地方自治体（レムヴィ市 Lemvig Municipality）の

所有となったが、公共企業体 Port of Thyborøn (Thyborøn Havn)が独立採算制で管理運営する

ことになった。港の整備や発展を通じて、住むにも仕事をするにも魅力のある地域になる

ことに貢献することを目指している。 

漁港・市場の配置と利用を図 4.2.6.1に示す。6,000t のフローティング・ドックや船舶

修理施設、電子や電気機器類・機械関係の会社があり、水・電気・燃料の提供など海運サ

ービス産業は、長年にわたって発展してきたが、バルク貨物の荷役事業は過去 10 か年で

著しく増加し、デンマークの北海沿岸の重要な拠点となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4.2.6.1 テューボルンの漁港・市場の配置と利用 
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年間 4,500 隻の外国漁船や地元の大型漁船がテューボルン港に所在する市場やフィッシ

ュミールやその他水産加工場に陸揚げしている。水産業からの収入は、港の総収入の半分

以上を占めている。港は、リム海峡と北海を結ぶ地点に位置し、港口は東側に向いてい

る。北海沿岸が風や波が立って他の漁港から入出港できない場合でも、テューボルン港で

は入出港が容易である。 

テューボルン港は、北海の漁場に近く、港と漁場間の燃料と時間、漁場での操業時間を

考えると、理想的な位置にある。テューボルンを拠点に操業するほうが、操業コストを抑

えて、操業期間を長く確保できるというメリットがある。 

近年、水産物貨物のトランジットとしても利用されるようになった。すなわち、テュー

ボルン港で陸揚げされた後、市場を経由せずに他の港や海外の市場へ輸送されそこで販売

されるものもある。 

テューボルン港では、漁船の修理も含め、漁業に必要なサービスを提供している。問合

せ、受付けは 24 時間体制をとり、漁業者（または漁船の乗組員）が移動するための車両

の駐車場の長時間利用、無料 Wifi、宿泊施設、廃棄物・廃油処理、水・電気・燃料などを

最適な状態でサービス提供を行っている。 

 

(2)市場の配置と利用 

 市場は岸壁水深 6m の直背後にあり、市場建物と岸壁先端部の距離（岸壁エプロン幅に相

当）は、一部を除くと 2.2m 程度と我が国と比較するとかなり狭い。市場建物には庇は設け

られていない。市場の配置と利用を図 3.2.3に示す。水産物の集荷、選別・計量、陳列、搬

出等販売に必要なエリアを有する建物１F 面積は、およそ 6,000m2 である。事務室やオーク

ションルーム（せり販売室）は、2F、3F に設けられている。岸壁市場建物は、Port of Thyborøn

が所有し、2006 年より Danske Fiskeauktioner A/S（以下、「DFA」という）が管理運営して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4.2.6.2 市場の配置と利用 
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 岸壁側から陸揚げ・場内搬入された水産物は、販売された後、反対側の搬出口およびトラ

ック・ドックからトラック（保冷車）に積込まれて搬出される。なお、トラック・ドックは、

市場建物側を周辺地盤より 1m 近く掘り下げてスロープ（ランプ）が設けられている。 

 

(3)陸揚げ・販売・搬出（輸送） 

1）DFA 

テューボルンの市場は 1924 年の創設以降、ほぼ 1 世紀の間、鮮度が高く品質の良い商

品の販売に努めてきたが、このことが今日の販売の基礎となっている。2001 年に Pefa 

System を導入、2006 年に DFA が市場の管理運営を始めてから、Pefe System を基本にさら

に独自化させた現在の市場取引システムとなっている。これにヴィデ・サンディとトース

ミンネの市場が関心を示し、2007 年、2008 年と順次 DFA の傘下に入った。すなわち DFA

は、商品はそれぞれの市場にあるが、テューボルンにおいてテューボルン、ヴィデ・サン

ディとトースミンネの 3 市場の商品をオンラインによるせり販売を行っている。さらに

2016 年には、市場取引業務の効率化のため、テューボルンに 3市場の販売を一元化したと

ころである。 

 

オンラインオークションを導入したのは、近隣だけでなく広く国内外からバイヤーを呼

び込み、販売価格の安定と向上を図るためである。当時、隣接するハンストホルムには大

きな加工場があり、漁業・水産業が産業として成り立っていたが、テューボルンには地元

の小さい加工会社しかなかった。地元のバイヤーが少なく、隣接漁港からの大手バイヤー

によって買値が決まることや、地元漁船も隣接漁港へ陸揚げする懸念があった。このまま

では漁業・水産業が衰退し、地域も廃れてしまうという危機感があった。そこで、生産者

（船主）とバイヤーの両者にとって魅力のある市場取引を行うことで、品質の高い水産物

の陸揚げ量を増やし、漁業と水産加工業を含め、地域の重要な産業へ発展させたいと考え

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4.2.6.3 陸揚げ情報の提供（公開） 

http://www.dfa.as/forventet-tilfoersel 
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鮮魚の高い品質を維持するには、漁船からバイヤーまでに至るシームレスなコールドチ

ェーンが重要である。船上では、魚の内臓を除去するとすぐに、施氷し冷蔵状態で箱詰めが

行われる。テューボルンを含め 3 市場は近代的な市場建物構造を有し、最新の設備を整えて

いる。DFA は、自動選別機の利用、品質の等級づけなど経験豊富な職員の配置などを行い、

荷受けから荷渡し・搬出（輸送）までのコールドチェーンやトレーサビリティを確保すると

ともに、市場としても MSC・CoC 認証を取得し、MSC 漁業認証の商品の販売に努めている。 

 

2）陸揚げ情報 

テューボルンを含めた 3 市場における陸揚げ情報は、Pefa System を通じて、web サイト

上に公開（図 4.2.6.3）され、せり販売が開始する 7:00 までの 24 時間以内に適宜更新さ

れる。同時に、市場の入り口やバイヤーの控室のモニターにも掲載される。陸揚げ情報に

は、魚種別や船別の陸揚げ情報が含まれている。 

 

3）陸揚げ・場内搬入、選別・計量、販売カタログの作成 

漁船のクレーンを使って水産物の入った魚箱を吊り上げ、岸壁上のフォークリフトに載

せて場内に搬入（図 4.2.6.4）する。船上で内臓除去・選別・計量されて箱詰めされてい

る魚箱には、漁獲情報と計量結果を印刷したラベル（①）（船名、漁獲水域、魚種、規

格、計量結果が記載）が投函・貼付されている。市場側は品質評価した結果として等級を

記載した紙（②）を魚箱に投函する。魚箱は、鮮度保持のため、陸揚げ後すぐに低温管理

のエリアに置かれる。このときの電子データ（ラベルの内容に相当）は、市場での販売に

使用されることはない。市場職員は、水産物を船別・魚種別・規格別にサンプル的に計量

し、水産物と重量が船主から提出された情報どおりかどうかを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4.2.6.4 テューボルン港における陸揚げ・場内搬入→選別・計量→商品陳列 
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船上で選別されていない水産物は、陸揚げしてから手作業または自動選別機で選別す

る。アンコウは水分が多く、カレイ類は規格が多いことから、陸揚げしてから選別・計量

を行っている。陸揚げしてから選別・計量を行うものについては、特定の魚種を除き、水

産物の規格と重量を正確にするために、自動選別機を使用している。船名、漁獲水域、魚

種、規格等の情報を自動選別機または選別台の計量計のパネルに入力し、漁獲情報と計量

結果を含めて印刷出力したラベル（③）を魚箱に投函・貼付する。 

場内温度は 2℃に低温管理されている。魚箱は統一規格のもの（Pack and Sea A/S）を使用

し、使用前に洗浄され、冷やされている。DFA は、品質管理者 quality controllers を配置し、

彼らは水産物の品質を厳しくチェックするとともに、評価結果の品質等級を記載した紙を

魚箱に投函する。 

選別・計量が終わった魚箱は、船別にロットごとにまとめて、漁獲してからの経過日数

の短いものから順に並べ置きされる。市場職員は、ロット別に魚箱に投函または貼付され

たラベルの内容から必要な情報をシートに書き取る。次に、事務室の職員がそのシートの

内容を PC端末に入力して販売カタログ（④）を作成する。 

バイヤーは、事前に当登録しておくことで、販売カタログ（ロット別に船名、魚種、漁

獲水域、漁獲日、規格、品質、数量等が記載）を電子メールで受け取ることができる。地

域のバイヤーは、事務所や自宅でインターネットを通じてオンラインでせりに参加できる

が、来場して商品を下見することも、市場建物 3Fに設けられたせり室 sales room に設置さ

れている PC端末等からせりに参加することもできる。 

 

4）せり販売（オンライン・オークション） 

せり販売室でのせり販売の様子を図 4.2.6.5に示す。ここでは、テューボルン、ヴィ

デ・サンデェ、トースミンのせりが行われる。Pefa Auction Clock のクロックがスクリーン

に映し出され（同じものが PC 等の画面にも映し出される）、高値から始まり、バイヤーが

入札するまで一定のスピードで価格が下がる下げせり方式で販売が行われる。入札したバ

イヤーは、購入したい数量をせり人に伝え、全量または一部を購入することができる。 

 登録しているバイヤーは約 200 名（1 社で数名の会社もある）おり、その約 4 割は、国

内のバイヤー、残り約 6 割は海外のバイヤーである。Pefa System を導入しているヨーロッ

パ各地の市場では、7:00 に同時にせり販売が始まる。基本的には 1 台の PC、タブレット

またはスマホで、一つの市場（一つの Pefa clock）しか見ることができないが、DFA で

は、2 つの市場（例えば、テューボルンとヴィデ・サンデェ）の Pefa clock を見ることがで

きるようにしている。各市場が同時刻にせりを開始するのは、大手のバイヤーだけでな

く、小規模なバイヤーも購入できるようにするとともに、常に多くのバイヤーに参加して

もらうことを期待してのことである。 

 

（参考）調査当日（5月 22日）の状況 

    販売数量 約 60t（やや多いほう） 

 7:00 にせりが始まり、9:00 に終了（通常は 8:30 にせり終了し、商品が多い場合で

も 10:00～10:30 の間に終了） 

    141 人のバイヤー（通常は 100～120 人のバイヤー）がアクセスしてせり販売を見

ているが、実際に入札しているのは 4 名 

 9:50 に販売結果が web サイトに掲載 
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5）荷渡し・搬出（輸送） 

落札後、荷渡しから搬出までの様子を図 4.2.6.6に示す。落札されると、漁獲・販売情

報を記載したラベルが自動的に印刷され、市場職員はこれを商品の魚箱に投函・貼付す

る。このラベルでどのバイヤーの商品か確認し、バイヤーごとにかれらが購入した商品を

まとめ置く。このラベルに記載されている QR コードをスマホ等で読み取ると、その内容

（トレーサビリティ情報）を見ることができる。市場職員は、魚箱に貼付されている

RFID をスキャナーで読み取り、その商品のバイヤー名（番号）を入力する。 

搬出（輸送）については、船主やバイヤーとの契約に基づき、市場側が輸送の手配を行

うとともに、トラック（保冷車）に積込み、バイヤーの指定するところへ輸送される。ヨ

ーロッパ各地の場合には、その指定するところまで直接輸送されるか、あるいは国境付近

の物流センターに一旦運ばれ、そこで積替えてから最終目的地まで輸送される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6）販売通知書等の作成・発行、水揚げ報告等 

商品の漁獲や販売に関する情報は、荷受け、販売を通じて、電子化され市場のサーバー

に記録・保存されている。サーバーから必要な情報を取り出して販売通知書等を作成する

図 4.2.6.5 せり販売（せり販売室） 

図 4.2.6.6 販売結果のラベル投函→荷渡し→搬出 
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ことができる。その日のせりが終わると、1 時間以内に船主への仕切書、バイヤーへの販

売通知書（請求書）を作成し、電子メールで送る。同時にその日の販売結果（相場情報）

を web サイトに公開（図 4.2.6.7）する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)衛生管理・品質管理 

テューボルンをはじめとする DFA 傘下の 3 市場においては、図 4.2.6.8の選別規格に基

づいて選別が行われる。また、Pefa System を導入してせり販売を行っている市場では品質

基準に基づいて品質の等級づけが行われる。オンラインオークションのため、全国各地や海

外におり商品の下見ができないバイヤーへの便宜を考え、EU 基準（E,A,B の 3 分類）より

も細かい等級が設けられている。 

 

（選別の基本的考え方） 

① 重量と大きさに応じた選別・規格 

  ・図4.2.6.8に基づく選別・規格 

  ・個体別にベルトコンベヤに載せ、計量 

・船上で箱詰めされた水産物についてはサンプリングで確認 

② 正確な計量 

・個々に計量し、重量を確定 

・7.3kg、5.7kgのように正確に計量 

・氷で冷やしている場合には、その重量を考慮 

③ 適切なラベル表示 

・船上で箱詰めされているものも含め、すべての商品にラベルを貼付 

・DFAの品質基準に応じて、すべての魚種について品質を表示 

・長年の経験と高い専門技術レベルに基づき、品質を表示 

図 4.2.6.7 webサイトで公開：販売結果（相場情報）  

http://www.dfa.as/priser-thyboroen 
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④ 最良の方法で氷蔵 

  ・すべての箱に適切な量を常に施氷 

  ・週末をはさんで水産物を冷蔵庫に保管する場合には、適切な施氷 

⑤ 品質と鮮度に応じた選別 

  ・最良の品質を第一に販売 

  ・バイヤーが常に最も高い鮮度の商品を購入できるしくみを確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)トレーサビリティの確保 

 市場では、市場取引業務を通じて漁獲情報や販売情報、船主やバイヤーに発行する伝票

を電子化して記録・保存するとともに、商品の入った魚箱にラベルを投函・貼付し、かつ

漁獲情報、販売情報を含む伝票を船主やバイヤーへ発行することで、船主からバイヤーま

での間のトレーサビリチィを確保している。すなわち、 

ⅰ．市場は、船主から水産物を荷受けし、選別・計量して商品をバイヤーへ販売する。こ

れら情報はロット別（1 ロットを複数のバイヤーが購入した場合にはさらにバイヤー

別）に識別番号が自動付与されて、市場のサーバーに記録・保存される。 

ⅱ．市場は、漁獲や販売に関する情報を記載したラベルを魚箱に投函または貼付して、バ

イヤーへ荷渡しする。このラベルに記載された情報を読み取ることで、バイヤーへ商品

のトレーサビリティ情報が伝達される。ラベルの QR コードを携帯で読み込むと、漁

獲・販売情報（トレーサビリティ情報）が得られる。 

ⅲ．ⅱのラベルに記載されている漁獲情報、販売情報は、船主に対して電子的に発行する仕

切書とバイヤーに対して電子的に発行する販売通知書（請求書）に盛り込まれているが、

これら伝票を船主、バイヤーそして市場が保存（電子化）することでトレーサビリティ

を確保している。 

 

(6)持続可能な漁業 

市場は、MSC・CoC 認証を取得しており、MSC漁業認証を取得している水産物はここで販

売される。本認証書と MSC 漁業認証を取得した水産物（図 4.2.6.9）は市場の web サイト

に公開されている。 

図 4.2.6.8 選別規格 

http://www.dfa.as/sortering 
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(7)水産加工会社 Wellfish 

水産加工会社 Wellfish は、市場建物に隣接している。社員 6 名の小さな水産加工会社で

ある。2004 年に創業し、数年前に現在の場所に移転した。加工場は、7:00 から 14:00 ごろ

まで稼働する。原材料は、隣接する市場からすべて購入しているが、どうしても必要なも

のがない時には、ヴィデ・サンディとトースミンネの市場のものを購入している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶市場側が選別・計量して投函したラベル 

❷市場側が投函した品質等級の紙 

❸市場側が落札後に投函したラベル（バイヤー名が記載） 

http://dfa.as/msc 

図 4.2.6.9 MSC漁業認証と CoC認証 

図 4.2.6.10 水産加工会社 Wellfish 
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商品の約 3 割は、カレイ類やタラ類の加工品であり、ベルギー、スペイン、フランスな

ど輸出向けである。14:00 ごろから保冷トラックが出発し、パドブルク Padborg で一旦積み

替えられて、ヨーロッパ各地へ輸送される。残り約 7 割は、市場で購入した商品を 10kg

ずつにして発泡スチロール箱に詰め替え、コペンハーゲンの消費地市場へ輸送している。 

 

(8)水産加工会社 TripleNine Fish Protein A/S 

水産加工会社 TripleNine Fish Protein A/S（図 4.2.6.11）は、最新の陸揚げ・場内搬入施

設と加工場を有し、国内および北欧では最大手のフィッシュミール製造会社の一つであ

る。ノルウェーの漁船は産業用水産物を当該加工会社の工場に陸揚げしている。港内に 4

か所の陸揚げ岸壁があり、陸揚げ・搬入、燃料補給等サービスは 24 時間年体制をとって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名は、1948 年にエスビヤウで創業を開始した時の会社の電話番号が速くダイヤルで

きるように 999 であったことから、その電話番号に由来する。1989 年に合併により、

Esbjerg Fiskeindustri a.m.b.a. i となった。1995 年にテューボルンで創業を開始した Thyborøn 

Andels Fiskeindustri a.m.b.a. と、2001 年に Esbjerg Fiskeindustri a.m.b.a.が合併して現在の

TripleNine Fish Protein になった。当社は、the TripleNine Group（本社はエスビヤウに所

在）のグループ会社に属している。国内のテューボルンの他、ノルウェー、チリに工場が

ある。テューボルンの工場では、当社の主力製品であるフィッシュミールとフィッシュオ

イルを製造している。 

2016 年の数値では、産業用水産物約 24 万トン、フィレ加工などの工場から集められた

加工残渣約 16 万トンの総計約 40 万トンを加工処理し、製品として約 30 万トンを生産し

ている。産業用水産物は、漁船から直接陸揚げ・搬入される場合と国内ではハンストホル

ム、ヒァツハルス、海外ではポーランド、ドイツから陸送されてくる場合がある。場内に

搬入された原料は、工場内の 6 つの倉庫（サイロ）に保管される。 

図 4.2.6.11 水産加工会社 TrippleNine Fish Protein A/S 
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10 年前ごろまでは、産業用を中心にエスビヤウが最も大きな陸揚げ港であったが、資源

状況の悪化と石油や天然ガス、風力発電などが導入されエネルギー産業が漁業・水産加工

業よりも魅力的なものとなり、漁業や水産加工業は縮小し、かわって、テューボルンが漁

業・水産業の中心となった。 

 
当社は、どこで獲れたものか、魚体温度（4℃以下でなければならない）、品質、水分

などを記録している。鮮度の高いものはアミノ酸が多く、様々な用途に利用できることか

ら、高い価格で船主から購入している。しかし、鮮度が低いと、フィッシュミールにして

も動物の餌など使用用途が限られてくる。実際の購入は次のように行われている。 

 

ⅰ．船主は、海上にいるときに各水産加工会社へいくらで購入できるか問合せを行う。 

ⅱ．当該年にいくら供給するか船主と水産加工会社で契約する場合がある（当社の約 6

割を占める）。 

ⅲ．産業用のニシンについては、それのみを取り扱う市場があり、EU 各国や英国も参加

している。 

ⅳ．当社は、原料となる水産物を購入する際に、その客観性を確保するため、第三者機

関に委託して計量と品質の等級づけを行っている。 

 

船主は、漁獲を終えると海上にいる間に水産当局の登録システム eLog にログインす

る。漁獲に関する情報を入力し、これを送信することで水産当局への報告を行っている。

他方、陸揚げされた水産物については、水産加工会社が船主からの第一購入者となること

から、水産当局への報告義務がある。水産当局の web サイトにアクセスし、指定の書式

（図 4.2.6.12）に漁獲や販売に関する情報を入力し、これを送信することで水産当局への 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4.2.6.12 水産加工会社から水産当局への報告（例） 
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報告を行っている。同時に印刷し、これを水産当局の検査用に保管している。水産会社が

船主からの第一購入者に当たる場合、陸送で搬入されてくるものについては、輸送証明書

が添付されており、その中にはいつどこで漁獲されたものか、魚種、数量や第三者機関に

よる評価などが記載されている。 

 

原料を保管する倉庫の衛生管理や工場の各施設の衛生管理については、清掃など衛生管

理とその確認の結果を記録している。細菌の検査、不純物がないか、虫が入ってきていな

かなどは、第三者機関として専門会社（Anticimex）へ委託している。これら結果は衛生部

局（地方行政機関）へ報告している。 

現在、新たな陸揚げ岸壁を整備中である。費用はテューボルン港と水産加工会社で折半

することになっている。 
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4.2.7スカーイェン（デンマーク） 

(1)港の概要 

スカーゲン港は、世界でも往来の激しい海峡の一つに面しているとともに、ヨーロッパ大

陸の突端にあり、北海、スカゲラックやカテガットの漁場に対して最適な場所に位置してい

る。2000 年まで国が港を所有し管理していたが、2001 年以降、地方自治体へ売却され、公

共企業体である Port of Skagen (Skagen Havn)が独立採算性で管理運営している。港を管理運

営することで地域の社会経済に対する貢献が求められている。このため港は近代化を進め

るとともに、船舶や加工事業者など利用者に対するサービス向上に努めている。 

スカーイェン港の各施設の配置と利用を図 4.2.7.1 に示す。港とそのその周辺地域には

冷蔵技術、電気機器・設備、エンジンや漁具の修理などの専門会社など海事サービス事業の

クラスターが形成されている。港が民営化されたことで、港を利用する顧客本位のサービス

の考え方にかわった。漁船は、水産物を陸揚げした港で修理などのサービスを受けることで、

時間や費用を削減できるとともに、すぐに再び漁場に戻ることができる。後背地に町が形成

されている港は、地域の人たちの生活や産業を支えている。 

 

主たる分野としては、漁業・水産加工業、海事関連サービス、貨物輸送・燃料補給、クル

ーズ船である。中でも漁業や水産加工業は、スカーゲン港の伝統であり、長い歴史があるが、

現在もスカーゲン港の主たる産業となっている。スカーゲン港は、数量・金額においてデン

マーク最大の漁港であり、陸揚げ数量では、国内で陸揚げされる水産物の約 30%、陸揚げ金

額では国内の約 25%（以上、2016 年の数値）を占める。漁業や水産業の発展のために、港

の拡張整備が進められている。 

陸揚げされた水産物の多くは加工場で加工あるいは箱に詰め替えられて、国内およびヨ

ーロッパ各地へ輸送される。2016 年、2018 年には、陸揚げ金額が 10 億 DKK を超えるな

ど、北欧では上位 10 港に入る。陸揚げされた水産物の内訳は、食用 8,000t、ニシン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4.2.7.1 スカーイェン港の各施設の配置と利用 
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155,000t、産業用 225,000t（以上、2018 年の数値）であり、産業用については、フィッシ

ュミールやフィッシュオイルに加工され、製品として 125,000t を超えるものが世界 60 か

国へ輸出されている。浮魚の中でもニシンは、年間 100,000t 以上を占めており、スカーイ

ェン港は、北欧において最も重要なニシンの陸揚げ港となっている。 

 

（食用：鮮魚・甲殻類） 

国内漁船により食用水産物（鮮魚・甲殻類）が市場に陸揚げされている。中でもノルウ

ェーロブスターは、重要な魚種である。 

（浮魚：ニシン） 

浮魚（ニシン）は大型漁船から水産加工場に直接フィッシュポンプで場内搬入、あるいは

一旦トラック（保冷車）に積込まれて輸送され加工場に搬入される。ほぼ 100%を水産加工

会社 Scandic Pelagic A/s（https://pelagia.com/facilities/egersund-danmark/）が購入している。 

（産業用） 

フィッシュミールやフィッシュオイルの生産では世界最大の企業の一つである FF 

Skagen A/S（http://ffskagen.dk/en）は本港の埠頭に工場を持っており、50 を超える国内外の

漁船から新鮮な魚や、フィレ加工業からの残渣を受け入れている。船からフィッシュポン

プで直接工場内へ陸揚げ・搬入または一旦トラックに積込んで工場へ輸送・搬入する。船

主と水産加工会社との取引価格は、商品の品質や国際的な相場を参考に決めている。かつ

ては漁獲割当量も大きく、漁獲して魚で船倉をいっぱいにしていたが、現在は船倉を水産

物でいっぱいにせず、氷をたくさん入れて鮮度保持に努めている。産業用の水産物は、港

に近いバルト海、北海で操業していたが、漁船の大型化に伴い、ノルウェーやスコットラ

ンド沖での操業するようになった。大型漁船でないと公海での操業は困難である。漁船の

大型化を示すものとして、産業用のニシンについて、20 年前の漁獲量は 300～400t/隻であ

ったが、現在は 3,500t/隻と漁獲量が 10 倍になっている。 

 

（港の拡張計画） 

浮魚（ニシン）や産業用水産物を陸揚げする漁船の大型化や従来の魚箱に入れての陸揚げ

からフィッシュポンプを利用した陸揚げへの変化などに対応し、2007 年、2010 年に航路、

泊地や岸壁水深を深くする工事（Stage 1）が行われた。2015 年には、延長約 600m の防波堤

を整備（Stage 2）し、岸壁を燃料補給船の他、大型クルーズ船も利用できるようになった。

現在、港の拡張整備は第 3 ステージ(Stage 3）に入っている。この計画は漁船の利用や加工

場の立地の拡大を図るための外港の整備（2019～2021 年）であり、延長約 1,000m の岸壁の

新設と港口部および泊地の増深、190,000m2 の用地造成が予定されている。 

予算額の 7,000 万€は、地方自治体の融資（銀行の金利より少し低い）であり、これを港

の利用料・賃貸料で 25 年返済する。漁業・加工業関係だけでは収入が変動することから、

マリーナやクルーズ船からの利用料からの収入を増やして安定的に返済する考えである。

造成される用地には、フィッシュミールのコンテナ、国内外の水産加工会社（加工場）が入

る予定であるが、これら会社とは、既に 3 年前に契約済（2018 年 5 月時点）である。 

 

(2)市場の配置と利用 

市場 Skagen Fisketerminal は、EU の補助金を受けて、2007 年から改築され、陸揚げから販

売まで鮮度保持を確保できるように施設や設備が整備され、2008 年より共用開始した。改

築は、市場での作業を効率化するためである。それまではいくつかの市場建物内が多くに部
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屋に分かれていたために、せり販売のたびに各部屋を出入りしなければならないという問

題があった。また、低温管理の能力を高める必要もあった。 

市場の配置と利用を図 4.2.7.2に示す。改築により、同じ建物の中に、魚箱の保管場、

選別場、せり場を各々別々に配置し、エアロック装置がついたトラックドックを設けてい

る。これらは、最新の冷蔵整備で低温管理されている。選別・計量、商品陳列・せり場は

各々仕切られており、4℃以下に低温管理されている。水産物は岸壁側から陸揚げ・場内

搬入され、落札された商品は岸壁と反対側から搬出される。市場は同じ場所に改築されて

おり、その建物 1F 面積は 3,200m2 である。これら整備は、将来的にも地元漁船や他港の漁

船の利用が増大することを期待してのものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)陸揚げ・販売・搬出（輸送） 

1）Fiskeauktion.DK 

2000 年に、スカーイェンをはじめ 5 つの市場（スカーイェン、ヒルツハルス、ハンスト

ホルム、ストランドビュー、グレーノ）は、Fiskeauktion.DK という組織を設立した。当

時、大手会社だけに購入され価格が抑えられていたこと、取扱量が減少していたことか

ら、市場取引量の維持・拡大と販売価格の安定・向上が課題であった。そこで、5 つの市

場が協力・連携し、地元漁船のほか、外来漁船の入港・陸揚げの受入環境を整備し、船主

（生産者）とバイヤーの両者に魅力ある市場にすることを目指すこととなった。 

具体的には、市場の整備や、低温管理、自動選別機等の導入を進めるとともに、

Fiskeauktion.DK の web サイトを通じて、次のような情報の提供・公開を行っている。 

 

ⅰ．陸揚げ情報、販売結果（相場情報）の公開 

ⅱ．船主やバイヤーへの伝票（仕切書・販売通知書等）の電子化 

ⅲ．選別規格の統一 

図 4.2.7.2 市場の配置と利用 
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ⅳ．MSC 漁業認証の対象水産物（商品）の公開を行うようにしたこと 

ⅴ．販売カタログの作成 

ⅵ．トレーサビリティ情報を含むラベルの印刷、魚箱への投函・貼付 

 

以前は伝票に手書きして記録し、これらをまとめて PCに入力していたが、市場販売の

システムは 2014年頃に導入された。Fiskeauktion.DK とグレーノを除く 4 市場は各々web

サイトがあり、Fiskeauktion.DK の web サイトを中心に 4 市場の webサイトがリンクされ

ている（図 4.2.7.3）。役割分担は次のとおりである。 

 

（Fiskeauktion.DKの web サイト） 

・5 つの市場の陸揚げ情報・販売結果（相場情報）の公開 

・ログインすることで、せり販売を通じて記録されるデータベースをもとに 

各種伝票（仕切書・販売通知書等）の作成 

市場と船主およびバイヤーとの通信（伝票等） 

（各市場の webサイト） 

・陸揚げ情報・販売結果（相場情報）の魚種別船別詳細の公開 

・選別規格の公開 

・MSC 漁業認証、CoC 認証の取得状況の公開 

 

市場が互いに協力・連携してともに市場の機能を高めていく一方で、各市場の陸揚げ量

を見ると、スカーイェン（5 位）、ヒルツハルス（3 位）、ハンストホルム（1 位）であ

り、互いに競争関係にあることには変わりはない。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 図 4.2.7.3 Fiskeauktion.DKの webサイト 

http://www.fiskeauktion.dk/Forecasts 
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2）陸揚げ情報 

大きい漁船は、できるだけ高く販売されることを期待して市場に陸揚げ情報を提供して

いる。eLog で水産当局へ報告している内容を電子メールで送信する。小さい漁船について

は、漁獲水域や魚種、概ねの漁獲量など、日によって大きな変化はないことから、漁船から

市場への陸揚げ情報の提供は行われない。ただし、通常よりたくさん獲れたときには、漁船

から市場へ携帯電話等を使って陸揚げ情報が提供される。 

漁船は、前日の夕方（19:00 頃）に出港し、せり販売当日の早朝（6:00～7:00）に帰港する

まで 2 回出漁する。せり販売は、7:00 に開始することになっている。市場職員はせり販売当

日の早朝 4:30 頃に出勤し、その時点までに陸揚げされた水産物と漁船からの情報に基づき、

これまでの経験からの想定も行い、4:30～5:00 の間に陸揚げ情報 Expected Supplies を PC 端

末に入力して Fiskeauktion.DK と Skagen Fiskeauktion の両 web サイトに公開（図 4.2.7.4）

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）陸揚げ・場内搬入 

漁船のクレーンを使って水産物の入った魚箱を吊り上げ、岸壁上のフォークリフトまた

は台車に載せて場内に搬入する場合、岸壁に固定されたホイストで同様に陸揚げし、場内に

搬入する場合がある。船上で選別・計量されて箱詰めされている魚箱には、漁獲情報と計量

結果を印刷しやラベルが投函・貼付されている。魚箱は、鮮度保持のため、陸揚げ後すぐに

低温管理のエリアに置かれる。 

 

4）選別・計量、販売カタログの作成 

選別・計量から販売カタログを作成するまでの様子を図 4.2.7.5に示す。陸揚げされる水

産物は、船上で選別・計量され、魚箱にその結果が記載されたラベルが投函・貼付されてい

る場合と、港で陸揚げし、場内に搬入してから選別・計量を行い、その結果を記載したラベ

http://www.skagenfiskeauktion.dk/Specs 

図 4.2.7.4 陸揚げ情報の提供（公開） 
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ルを魚箱に投函・貼付する場合がある。いずれの場合も、市場職員は商品陳列・せりエリア

において、魚箱に投函・貼付されているラベルの内容を読み取り、これに品質等級などの情

報を追加して漁獲・販売データを PC 端末に入力し、販売カタログを作成する（図 3.5.8）。 

販売カタログを作成は、7:00 にせり販売が開始することから、6:00～7:00 の間に行って

いる。図中、❶船名、❷漁獲情報を記載した書類、❸計量結果である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5）せり販売（発声せり：販売原票等電子化） 

せり販売から搬出までの様子を図 4.2.7.6に示す。せり販売においては、バイヤーが電

子的に直接入札する電子せりでもなく、インターネットを通じてオンラインで入札するオ

ンライン・オークションでもない。商品陳列エリアにバイヤーが集まり、商品を前にして

せり人が発声してせり販売を行う従前のスタイル（上げせり方式）である。せり販売の対

象となっている商品（ロット）の情報や販売が終了した商品（ロット）の結果は、場内の

壁に投影することでバイヤーの便宜を図っている。せり販売結果は、各商品（ロット）が

落札されると同時にその場で市場職員が PC端末に入力して記録する。 

バイヤーは商品を下見してからせりに参加している。せり販売は、7:00 に始まり、1～2 時

間程度で終了する。通常は、10 トン（500 箱）程度の陸揚げ・販売が行われる。 

 

販売体制：せり人❶ 

記録者❷（販売結果の PC端末入力） 

落札した箱の移動❸❹ 

魚箱に貼付されている RFIDのスキャン❺ 

 

図 4.2.7.5 選別・計量→販売カタログの作成 
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（参考）調査当日（5月 20日）の状況     

7:00 にせり販売が始まり、8:03 に終了 

この日の販売数量 9.0 トン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6）荷渡し・搬出（輸送） 

落札されると、その場で市場職員は販売結果を PC 端末に入力するとともに、落札した

バイヤーは自分の名前を印刷した紙を魚箱に投函することで商品の引き渡しが終了する。

なお、市場職員は落札された魚箱に貼付されているバーコードをスキャナーで読み取って

いるが、これは Pack and Sea の魚箱のためである。 

落札され荷渡しの終了した商品は、順次バイヤー別に取りまとめ、搬出エリアに仮置き

した後、トラックへ積込まれる。（陸揚げから）トラック（保冷車）への積込みまでを市

場側が行っている。せり全体が終わって、30 分以内にはすべての荷渡し・搬出が終了す

る。 

 

7）販売通知書等の作成・発行、水揚げ報告等 

せり販売全体が終わってから 1 時間程度経過した頃に、市場職員はその日の販売結果（相

場情報）Prices を web サイトに公開する。これと同じ頃に、船主やバイヤーへの伝票（仕切

書、販売通知書等）の作成が終わり、船主、バイヤーは Fiskeauktion.DK にログイン（ID,パ

スワードが必要）することで伝票やデータをダウンロードできる。また、市場職員は、10:00

～11:00 の間に水産当局に対して、その日の販売結果を報告する。 

 

せり全体が終わってから 1 時間程度経過した頃に、市場職員は、その日の販売結果（相場

情報）Prices を Fiskeauktion.DK と Skagen Fiskeauktion の両 web サイトに公開（図 4.2.7.7）

する。 

 

図 4.2.7.6 せり販売→搬出 
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(4)衛生管理・品質管理 

市場においては、図 4.2.7.8 に示す選別規格に基づいて選別が行われる。また、EU 基準

（E,A,B の 3 分類）に基づいて品質の等級づけが行われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4.2.7.8 選別規格 

http://www.fiskeauktion.dk/Prices http://www.skagenfiskeauktion.dk/Prices 

図 4.2.7.7 販売結果（相場情報）の提供（webサイト公開） 

http://www.skagenfiskeauktion.dk/Sorts 
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(5)トレーサビリティの確保 

 市場では、市場取引業務を通じて漁獲情報や販売情報、船主やバイヤーに発行する伝票

を電子化して記録・保存するとともに、商品の入った魚箱にラベルを投函・貼付し、かつ

漁獲情報、販売情報を含む伝票を船主やバイヤーへ発行することで、船主からバイヤーま

での間のトレーサビリチィを確保している。すなわち、 

ⅰ．市場は、船主から水産物を荷受けし、選別・計量して商品をバイヤーへ販売する。こ

れら情報はロット別（1 ロットを複数のバイヤーが購入した場合にはさらにバイヤー

別）に識別番号が自動付与されて、市場のサーバーに記録・保存される。 

ⅱ．市場は、漁獲や販売に関する情報を記載したラベルを魚箱に投函または貼付して、バ

イヤーへ荷渡しする。このラベルに記載された情報を読み取ることで、バイヤーへ商品

のトレーサビリティ情報が伝達される。 

ⅲ．ⅱのラベルに記載されている漁獲情報、販売情報は、船主に対して電子的に発行する仕

切書とバイヤーに対して電子的に発行する販売通知書（請求書）に盛り込まれているが、

これら伝票を船主、バイヤーそして市場が保存（電子化）することでトレーサビリティ

を確保。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skagenfiskeauktion.dk/MSC 

図 4.2.7.9 MSC CoC認証（スカーイェン市場） 
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(6)持続可能な漁業・MSC 漁業認証 CoC 認証 

市場は、2010 年 5 月に MSC・CoC 認証を取得しており、MSC 漁業認証を取得している

水産物を販売している。本認証書（図 4.2.7.9）は市場の web サイトに公開されている。 

 

(7)水産加工会社 A/S Læsø Fiskeindustri 

レス島、スカーイェンとピーターヘッドに工場（最大の工場）を有し、ノルウェーロブス

ターの加工品の製造や詰替えを行っている（図 4.2.7.10）。近海のスカグラク海峡、カテガ

ット海や北海で獲れるノルウェーロブスターを使っている。加工原料を安定的に確保する

ために、レス島周辺からスカーイェン、そして北海への展開してきた。国内では、40 隻の

漁船が（市場を経由しないで）当工場へノルウェーロブスターを陸揚げ・搬入している。（工

場が高い値段で購入しているからではないか）市場でせり落としたエビも加工原料として

使っている。当社国内の大型のエビの約半分を加工原料として使っている。製品は，国内だ

けでなく EU 各国、豪州や米国へ輸出している。午前中に操業して漁獲されたものを使用し、

加工場で処理した後、夕方、トラック（保冷車）に積込むと、翌日または翌々日には消費地

へ届く。イタリア、フランスが主な消費地であり、そこまでは 1～1.5 日を要することにな

る。 

 

加工に使用するノルウェーロブスターは、鮮度に応じて次の 3 つに分類される。 

品質の良いもの 鮮魚（Fresh）、その他 A（頭部は除去）、 B（頭部は除去） 

加工した後の商品は、箱単位でバーコードまたは QR コードで管理される。このコード

に、漁獲情報、加工情報が入っている。当社の web サイト http://laeso-fish.dk/en/から専用の

サイト http://track.laesofish.com/にログインすることで、商品のトレーサビリティ情報を入手

することができる。当工場の商品管理、トレーサビリティ情報が電子化されたのは 2010 年

であり、それから 2 年かけて現在のシステムになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4.2.7.10 水産加工会社 A/S Læsø Fiskeindustri  
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（水産当局への報告） 

漁船（船主）は、船上で専用の web サイト eLog にログインし、いつ、どこで、どれだけ

獲ったか、漁獲情報を水産当局へ報告している。漁船が帰港し、工場へ陸揚げ・搬入する際

に、いつ、どこでどれだけ漁獲したか、eLog を使って工場へ報告している。 

加工場は、漁船からの第一購入者になるので、いつ、どこで獲ったものをいくらでどのく

らい購入したかを水産当局へ報告している。同じものは船主（漁船）にも送っている。以前

は、加工場の報告様式は、漁船の報告様式と異なっていたが、現在様式は同じであり、かつ

専用の web サイトにログインして入力、送信するやり方である。 

漁船と加工場の報告する数量がほぼ同じでなければならないが、その差は 8%以内とされ

ている。こうしたシステムは、EU の要請もあり、デンマークでは 6、7 年かけて実用化され

るようになった。今は小さな漁船でも PC と通信機器を搭載している。当初は衛星通信を使

っていたが、今は港に近づいてから送信（携帯電話通信）している。 
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4.2.8  レ・サーブ=ドロンヌ（フランス） 

(1)港の概要 

レ・サーブ=ドロンヌ港（図 3.2.1）は、天然の入り江を利用した港であり、漁港、マリ

ーナ、商港の 3 つから構成されている。港の管理者はヴァンデ県であり、ヴァンデ県商工

会議所 the Vendée Chamber of Commerce and Industry (CCI Vendée)に運営権を与えている。

海事組合が、地域内外の 4 つの組合の合併により 2010 年に設立された。主な活動は、燃

料等の補給、機器類やサービスの提供である。 

 

漁港・市場の配置と利用を図 4.2.8.1に示す。入り江の奥まったところが漁港である。市

場の前面が陸揚げ岸壁、一般道路側が小型漁船用の休憩岸壁、反対側が大・中型漁船用の休

憩岸壁と水域と岸壁を使い分けている。船揚げ斜路と 500 トン吊り上架施設を有する漁船

修理場があり、大型漁船の修理が行われている。  

1960 年代はマグロ漁やイワシ漁の基地であったが、現在は約 60 隻の地元漁船と外来漁

船が 65 隻（Fecamp, Honfleur, St Jean de Luz, Dieppe, Lorient, Morlaix, Concarneau）がここを

基地にして様々な漁業を行っている。地元の漁業者は、約 170 人である。陸揚げ数量で見

ると、沿岸トロール漁船が約 3 割、様々な沿岸漁業（延縄、刺し網、定置網等）が約 4

割、デンマークのトロール漁船と旋網漁船が 2～3 割を占める。トロール漁船が主体であ

ることと、外来漁船の陸揚げが多いことが特徴である。 

 かつては、北海の漁場で 3 週間も操業していた。今は沿岸部を中心に最大で 2 日程度の

操業とすることで、新鮮で品質の良いものを市場に出して売ることができるようになっ

た。漁港管理者はヴァンデ県であり、コンセッション契約でヴァンデ商工会議所に運営権

を与えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4.2.8.1 レ・サーブ=ドロンヌの漁港・市場の配置と利用 



78 

 

(2)市場の配置と利用 

市場の配置と利用を図 4.2.8.2に示す。アトリエは現況で 21（床面積 105~ 340 m²/アト

リエ）あるが、登録バイヤーが増加したことで、足りなくなっている。そこで 2017 年末

から市場の近代化と拡張整備が行われている。市場前面の陸揚げ岸壁の幅は 5.5m 程度、

岸壁背後の市場には 1.5m 程度の庇がついている。市場は 1962 年に開設し、1995 年に EU

基準に適合するように整備された。具体的には、市場に低温管理（0～2℃）室を設けた。

低温管理室には、活ノルウェーロブスターの保管も含まれる。他のエリアは 12℃に設定さ

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(3)陸揚げ・販売・搬出（輸送） 

1）販売の概要 

かつて 1999 年以前は、発声せり（下げせり方式）によりせり販売を行っていた。せり

は、4:00 に始まり、7:30 から 8:00 頃に終わっていた。1999 年以降は、電子せりが導入さ

図 4.2.8.2 市場の配置と利用 

右写真：https://lesmarches.reussir.fr/index.php/la-criee-des-sables-dolonne-prend-du-poids 
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れ、せりは同様に 4:00 に始まるが、7:00 ごろには終わっている。オンライン・オークショ

ンは 2010 年 11 月に導入された。 

 

2）陸揚げ情報 

ヴァンデ県の所在する漁港の陸揚げ情報については、ヴァンデ商工会議所の web サイト

上で閲覧（図 4.2.8.3）できる。概ねの陸揚げ情報は得られるが、事前に登録しておくこと

で、ログインにより詳しい陸揚げを閲覧できる。また、せり販売のための販売カタログや販

売結果（販売情報）も閲覧できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）陸揚げ・場内搬入 

陸揚げ・場内搬入の様子を図 4.2.8.4に示す。陸揚げ岸壁には、固定式陸揚げクレーン

が 8台設置されている。干満差が大きいことや軽労化のため、漁船のクレーンまたは岸壁

のクレーンを船主または市場職員が操作して、水産物の入った魚箱を陸揚げし、岸壁上の

自走式台車やフォークリフトに載せる。魚箱はすぐに場内に搬入される。 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.8.3 陸揚げ情報の提供（webサイト） 

http://www.vendeepeche.fr/php/site.php 
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4）選別・計量、販売カタログの作成 

選別・計量の様子を図 4.2.8.5に示す。2004 年に自動選別機 3 台導入され、カレイやヒ

ラメ類の選別に使用されている。その選別能力は 12 トン/時間である。計量の際に船名、

漁獲水域、漁具・漁法、ETPQ を計量スケールのパネルに入力することで、計量結果を含

むラベル(白ラベル)が印刷される。これを魚箱に投函するとともに、データはサーバーに

送られ、販売カタログになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4.2.8.5 選別・計量 

図 4.2.8.4 陸揚げ・場内搬入 

下写真：https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/peche/25610-diaporama-la-criee-des-sables-dolonne 

中写真：https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/peche/25610-diaporama-la-criee-des-sables-dolonne 
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5)せり販売（ローカル＆オンライン・オークション） 

せり販売の様子を図 4.2.8.6に示す。2 台の移動せり表示盤（Mobiclock）を使ってせり

販売が行われている。下げせり方式で価格が一定のスピードで下がっていくが、買いたい

価格の時にボタンを押す。複数の人がいると、値段が上がり、最後まで押し続けた人が落

札者に決まることになる。 

登録バイヤーは約 180 人（社）であり、うちインターネットによるオンラインでせりに

参加しているのが約 90 人(社)、ここに来てせりに参加（かれらもオンラインで入札でき

る）しているのは約 90 人（社）である。 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.8.6 ローカル＆オンライン・オークション 

下写真：https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/peche/25610-diaporama-la-criee-des-sables-dolonne 

上右写真：https://unecuillereepourpapa.net/la-criee-des-sables-dolonne/ 

上 左 写 真 ： https://www.scoopnest.com/fr/user/BrunoRetailleau/959291898694266885-avec-cmorancais-aux-

sables-dolonne-visite-de-la-crie-et-des-ateliers-de-mareyage-vende 

https://unecuillereepourpapa.net/la-criee-des-sables-dolonne/ 

図 4.2.8.7 落札結果のラベル投函 
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せり販売を行うフロアーの中央スクリーンには、他の港の相場情報が参考として表示さ

れている。 
せり結果は、移動せりに搭載されたプリンターからラベルが印刷（黄ラベル）され、魚

箱に投函（図 4.2.8.7）される。この黄ラベルは、せり前に魚箱に投函されている白ラベ

ルに落札したバイヤー名と価格（単価）、そしてこれら情報を有する QR コードである。 

 

6）荷渡し・一次処理・搬出（輸送） 

バイヤーは購入した商品を自分のアトリエへ運ぶ。以降の様子を図 4.2.8.8、4.2.8.9に

示す。アトリエでは、行先・魚種・規格別に一次加工処理や小分けの箱に詰め替える立替え

を行う。その後商品は、トラック（保冷車）に積込み・搬出されるアトリエには活魚水槽（オ

マールエビ・イセエビ・カニ等）も設置されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4.2.8.9 梱包・搬出（輸出） 

図 4.2.8.8 荷渡し・一次処理等・搬出（輸送） 
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市場では、オンラインで商品を購入したバイヤーに対して、商品を指定するところまで

輸送するサービスを行っている。9:30 ごろに、市場が手配したトラックが取りに来る。そ

れまでに市場側で商品に施氷しラッピング（梱包）し、保冷トラックに積込み、バイヤー

の指定するところへ搬出（輸送）する。代金はバイヤーがトラックへ支払う。 

 

7）販売通知書等の作成・発行、水揚げ報告等 

販売通知書等は、市場に設置された生産者用ボックス、バイヤー用ボックスに投函（図

4.2.8.10）するとともに、文書の pdf を電子メールで送っている。水産当局への報告は、

報告書の pdf を電子メールで送っている（11:30～12:30）。通常は、12 時前に市場の業務

が終了し、職員は帰宅する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)衛生管理・品質管理 

衛生管理として、コントローラー（管理者）が配置されている。紫外線滅菌海水施設が整

備されており、アトリエで使う海水、活魚水槽などに供給している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.8.10 バイヤー用ボックス等 
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4.2.9 ロリアン-ケロマン（フランス） 

(1) 港の概要 

ロリアン-ケロマンの漁港（図 4.2.9.1）の整備は、1930 年代に始まった。当該地域が地

理的にフランスの真ん中にあること、空いた土地がたくさんあったことが選定理由である。

当時、最初の製氷施設（庫）が建造された。陸揚げ数量、金額とも現在に至るまでブローニ

ュ=シュル=メールに次ぐ、国内第 2 位の漁港である。漁港は、高いレベルの機能を発揮で

きるように必要な投資を適宜実施しており、今日ヨーロッパでもっとも活発な水産物市場

の一つと見られている。さらに、漁港背後には水産加工会社、卸売会社が集積しており、漁

港を通じて、加工原料となる水産物が搬入され、加工した水産食品がパリ、リヨン、ボルド

ーなど国内消費都市やイタリア、スペインへ搬出・輸送されている。 

 

（漁港の管理・運営） 

港を国から地方へ譲渡していく方針の中で、漁港管理者はモルビアン Morbihan 県（ブル

ターニュ地域）である。またモルビアン県がコンセッション契約で運営権をロリアン商工会

議所に与えていた。2007 年にはロリアン商工会議所とロリアン市によるロリアン・ケロマ

ン漁港運営公共企業体 the Society of mixed economy of Lorient Keroman (SEM Lorient Keroman)、

Societe D'economie Mixte Lorient - Keroman(La SEM Lorient Keroman)が設立（公共企業体の株

の 60%は Lorient Agglomeration※が所有）され、漁港の運営を行うこととなった。 

※ブルターニュ地域圏モルビアン県に所在し、ロリアン市を中心とする都市圏共同体 

 

 ロリアン・ケロマン公共企業体は、モルビアン県とコンセッション契約を締結し、収入

の半分は、市場で販売される水産物に課す港税であり、残り半分は土地の貸出し、水・氷の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4.2.9.1 ロリアン-ケロマンの漁港 

右上写真：http://www.port.fr/membre/chambres-de-commerces-et-dindustrie-et-autres-etablissements-gestionnaires-de-port/sem 

下写真：http://www.keroman.fr/Petite-peche-peche-co.12616.0.html 

上左写真：https://www.survoldefrance.fr/affichage2.php?img=51721 
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供給、船舶の上架料などである。漁港施設の技術的管理、水産物の販売、生産者やバイヤー

との連絡調整は、the Port Operations Company (CEP)が行っていた。2013 年にはロリアン・ケ

ロマン公共企業体が、漁港施設の維持管理、船舶修理場、水産物の販売、マーケティングな

どあらゆる面で漁港の運営を行うことになった。2014 年末以降、公共企業体は、港や設備

の近代化のために 20 万€の投資を行っている。 

 

（漁業基地・水産加工基地） 

 漁港・市場の配置と利用を図 4.2.9.2に示す。漁船がロリアン・ケロマンの漁港に陸揚げ

し、市場で販売する鮮魚は約 25千トン（以下 2018年の数値）である。このうち、地元ロリ

アン漁船による陸揚げ量が約 3/4、外来船（国内外漁船）によるものが約 1/4である。漁港

では、卸売業者や加工業者らによる鮮魚・冷凍・加工食品の直接取引が行われ、年間 80千

トン以上の水産食品（貝類、甲殻類、調理したエビ、活エビ、フィレ、調理食品など）が加

工生産され、漁港を経由して搬出・輸送される。 

 雇用規模については、漁港・市場の職員が約 80 人、漁業者（または船員）は約 600 人、

バイヤーの雇用は約 600人、水産加工・販売流通関係企業（約 260社）の雇用が約 400人、

輸送、サービス提供、船舶修理の雇用が約 1,600 人であることから、漁港および周辺には

3,000人以上の雇用があることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上より、本漁港は国内最大規模の漁業基地であると同時に水産加工基地でもあると言

える。 

 

図 4.2.9.2 漁港・市場の配置と利用 
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（漁船勢力・漁業種類） 

沖合トロール漁船   14 隻 

沿岸漁業      169 隻 

外来漁船（国内外） 95 隻 

 

（漁業種別生産及び操業実態） 

ⅰ．沖合漁業 

 10,974 トン（2018 年） ❶ 

船長 18～45m  出漁・操業 4～10 日  

例：ロリアンの漁船～スコットランド沖まで出漁・操業し、そこで漁獲物を陸揚げし、

ロリアンまで陸送 

     スペインの漁船～ロリアン・ケロマンに陸揚げし、一部がここで販売され、一部

がスペインの市場へ陸送されそこで販売 

漁港に陸揚げされるほとんどは、沖合漁業によるものである。 

価格の高いタラ、カレイ類、活ノルウェー・ロブスターなどが主力の水産物である。 

 

 ⅱ．沿岸漁業 

6,777 トン（2018 年）  ❷   

船長 12～16m  出漁・操業 1～4 日    

地元漁船の多くがビスケー湾で沿岸漁業に従事している。価格の高いカレイ類、アン

コウ、活ロブスターなどが地元の主力水産物である。 

 

ⅲ．小型漁船漁業 

  99 トン（2018 年）   ❸ 

船長 6～12m  出漁・操業 24 時間以内  

地先の沿岸と島周辺で操業  

 

ⅳ．独自の商取引 

  4,827 トン（2018 年）  ❹  

バイヤーのニーズへの対応や新鮮な地元の水産物の供給を補うため、ロリアン・ケル

マンは、独自の商取引を開発した国内最初の漁港である。ここでは、スペイン、UK、

アイルランド、ノルウェー、アイスランド、デンマークからの漁船が来港して陸揚げ

を行っているが、その水産物は高く評価されている。 

 

ⅴ．漁業の前進基地 

1,976 トン（2018 年）  ❺ 

ビスケー湾に開けているロリアン・ケルマンは、スペイン船団にとって漁業の前進基

地であり、ここに定期的に陸揚げを行っている。24 時間受付け体制であること、氷、

水、電気、燃料、陸揚げクレーンなどサービス提供は高く評価されている。 

 

   ❶＋❷＋❸＋❹＋❺=24,653 トン(2018 年の数値) 
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（ロリアンの漁港の優位性） 

・地位的優位性 

- ビスケー湾に位置するとともに、大西洋に開けていること  

- 海陸の交通網（物流網）に連結していること 

- 潮待ちなく 24 時間アクセスできること 

・多種（約 60 魚種）多量の水産物が供給されること 

・ヨーロッパで最新の設備（650t 吊りの上架施設等）を有する船舶修理場があり、最大幅

13m・長さ 50m の船舶の上架が可能であること 

 

 ・市場には、自動選別機、2 レーンのせり販売設備、低温管理室、光ファイバーの映像シ

ステム、活魚水槽（ノルウェーロブスターとカレイ類が活魚として陸揚げ・販売）、清

浄海水供給施設など近代的な施設・設備が整備されていること 

・ヨーロッパ最大のトラックドック（36 台分）を有すること（2015 年に改修） 

 

(2)市場の配置と利用 

東岸壁は、産業用・加工用の陸揚げに使用され、西岸壁は、鮮魚販売用の陸揚げに使用さ

れている。西岸壁背後の市場建物には陸揚げ時の日除けのために庇がついている。選別・計

量エリア、陳列・保管エリア（4,500m2 の低温管理室 0～2℃）、せり販売エリア、アトリエ

（一次加工処理や立替え用作業室 12 室）は配置されている。アトリエ数が比較的少ないの

は、主にバイヤーが漁港背後に立地する自分の加工場に搬出・輸送してからそこで加工・立

替えを行っているからである。低温管理室（0～2℃）は 30 年前に整備された。ほとんどの

漁船は製氷機を搭載している。市場に給氷施設があるが、これは製氷機をもっていない小型

漁船や漁業者のためのもの（有料）である。 

 

(3)陸揚げ・販売・搬出（輸送） 

1）陸揚げ情報 

漁港の陸揚げ情報については、ロリアン-ケロマン漁港の web サイト上（図 4.2.9.3）か

ら閲覧できる。概ねの陸揚げ情報は得られるが、事前に登録しておくことで、ログインによ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://46.18.101.34/lor/default.asp 

図 4.2.9.3 陸揚げ情報等の提供（webサイト） 
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り詳しい陸揚げを閲覧できる。また、せり販売のための販売カタログや販売結果（販売情報）

も閲覧できる。 

 

2）陸揚げ・場内搬入 

陸揚げ・場内搬入の様子を図 4.2.9.4に示す。漁船のクレーンまたは岸壁のクレーンを

船主または市場職員が操作して水産物の入った魚箱を陸揚げし、自走式台車やフォークリ

フトに載せて魚箱を場内に搬入する。 

西岸壁では、15:00 頃から沿岸ものの陸揚げ（刺網漁船・建網漁船）が行われ、低温管理

室に搬入・保管される。東岸壁では真夜中から 3:00 までに沿岸ものの陸揚げ（トロール漁

船）が行われ、低温管理室に搬入・保管される。東岸壁で陸揚げされ、西岸壁の市場建物へ

搬入されるものもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）選別・計量、販売カタログの作成 

既に計量されているものは、そのまま保管するが、未計量のものは計量室へ搬入し、計量

が終わると元のところに保管する。活ノルウェーロブスター、イセエビ、カニは海水が噴霧

されているところに保管（室温 6~8℃） 

 

ⅰ．既に計量済 

ａ．陸揚げされた魚箱に投函または貼付されているラベルにはバーコードが付いており、

商品を特定することができる。このバーコードをスキャンすることで、商品情報をサー

バーへ送信し、販売カタログを作成する。 

ｂ．再度計量を行う（以下、ⅱと同じ）。 

※かつてはラベルの QR コードを読み込んでいたが、信頼性が低かったので 10 年前

に取りやめた。現在は新しいしくみで行っている。 

 

 

 

 

図 4.2.9.4 陸揚げ・場内搬入 

下写真：http://www.keroman.fr/ 
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ⅱ．選別・計量 

計量の際にパネルから水産物（商品）に関する情報（船名、漁獲水域、漁具・漁法、

ETPQ(魚種、規格、状態、品質）を入力すると、商品情報を記載したラベル（計量結果

は自動記録）が印刷される。これを魚箱に投函するとともに、キャビン（室内に設けら

れた小さなブース）の中で PC 端末を操作し、商品情報をサーバーへ送信し、販売カタ

ログを作成する。 

沿岸もの（図 4.2.9.6）については、商品の入った魚箱がせり販売エリアに入るまで

にベルトコンベアを移動する間に、商品情報（船名、漁獲水域、漁具・漁法、ETPQ

等）を入力し、計量結果は自動的に記録される。これら商品情報を記載したラベルが魚

箱に自動的に投函されると同時に、サーバーに送られ、販売カタログとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.9.5 選別・計量 

図 4.2.9.6 選別・計量(沿岸もの) 
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計量のときには氷は一旦取り除き、計量が終わると氷をもとに戻す。氷は直接魚体に載

せることはせず、透明なフィルムの上に載せている。青ものについては、魚体に傷をつけ

ずに冷やすため、水氷を使用している。 

 

4）せり販売（ローカル＆オンライン・オークション） 

1992 年ごろに電子せりを導入し、せり表示盤、サーバー、リモコンはイントラネットで

つながっていた。その後、市場に来てセリに参加するよりはすぐ近くの自分の事務所まで回

線を伸ばしてできないかという要望がバイヤーからあり、システムの検討が行われた。その

結果、2000 年にインターネットを使ったオンラインでせりに参加できるシステムが導入さ

れ、以降、ブロードバンドの普及とともにオンラインで購入するバイヤーが増加した。スペ

インなど海外から購入するバイヤーいることから、高速通信が可能であることが不可欠で

ある。 

登録バイヤーは 250 人（社）、うち 150 人（社）がオンライン参加である。せりには、毎

日約 150 人（社）のバイヤーが参加し、実際に市場に来るバイヤーは 60~70 人（社）であ

る。それ以外はオンラインで参加しているが、ここに来ている人もオンラインから参加する

ことがある。 

 

（バイヤー構成） 

登録総数（2018 年） 約 250 人（社） 

ａ．卸売業者  約 100 人（社）（地元 50 他地域・ヨーロッパ各地 50） 

鮮魚販売店 約 150 人（社）（地元 50 他地域・ヨーロッパ各地 100） 

ｂ．市場でせり参加 約 100 人（社）  オンラインでせり参加 約 150 人（社） 

 

ⅰ．沿岸ものの販売 

せり販売は、毎週月曜日から土曜日まで行われ、金・土曜日は 3:30 に、その他の曜日

には 4:00 に開始する。せり販売は 6:00～7:00 に終了する。せり販売エリアは室温 16℃に

管理されており、そこには 2 つのレーンを使って沿岸ものの商品を魚箱に入れて移動さ

せる間にせり販売が行われる。せりは船ごとに行われ、その販売順はくじ引きである。 

 

せり販売の様子を図 4.2.9.7に示す。商品は魚箱に入れられ、2 レーンのベルトコンベ

アに載せられて、バイヤーの前を通過する。魚箱 1 つが 1 ロットである。2 つの大型スク

リーンには、各レーンにおいてせり販売されるロットのロット番号、船名、魚種、規格、

形態（鮮魚等）、重量が表示される。下げせり方式で行われ、バイヤーはリモコンを押す

ことで入札する。最初にリモコンを押したバイヤーが落札者となる。1 ロットの販売に要

する平均時間は 10 秒である。レーンを挟んで一方に小売りのバイヤー向けに商品（せり

販売前）を陳列し、反対側には落札された商品（せり販売後）を購入したバイヤーごとに

まとめて仮置きする。 

せり販売の過程で、2 つのラベルが商品の入った魚箱に投函される。一つが計量後に印

刷されるラベルであり、もう一つは落札後に魚箱に投函されるラベル（図 4.2.9.8）であ

る。後者のラベルは、前者のラベルに落札したバイヤー名と価格が追加されたものである。

またラベルには、QR コードが記載されており、これを携帯で読み込むと、トレーサビリ

ティが閲覧できる。より多くの商品情報を盛り込むため、QR コードから QR コードマト

リックス（３D）（AUCXIS 社）へ変更することが検討されている。 
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2000 年にオンラインでのせり参加ができるシステムを導入したことで、約 3 割程度平

均価格が上昇したと言われている。2008 年に販売商品の映像を撮影してリアルタイムで

配信するシステムを取り入れた。例えば、オンラインでマドリードから参加し購入するバ

イヤーもいる。他方、約 200km も離れたところから、ここに買いに来るバイヤーもいる。 

図 4.2.9.8 せり販売結果（沿岸もの） 

図 4.2.9.7 ローカル＆オンライン・オークション（沿岸もの） 
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ⅱ．沖合ものの販売 

月曜日から金曜日の 5:45 にせり販売が開始する。せり販売室にせり人とスクリーンを

前にバイヤーが着席してせり販売が行われる。せり販売の様子を図 4.2.9.9に示す。大

型スクリーンに表示される項目は、沿岸ものの販売エリアに設置されている大型スクリ

ーンの項目と同じである。ここで販売される商品のほとんどは、漁港にまだ到着してい

ないことから、先行販売（pre-sale）である。ここでは、沿岸ものを販売している状況を

映像でみることができ、さらに購入することも可能である。 

ここにきてせりに参加するバイヤーは少なく、ほとんどがオンラインでせりに参加し

ている。船主が“インターマルシュ・グループ”（魚以外のものも販売しているスーパー）

を形成し、一人（社）がここで購入しているが、他はオンラインで購入している。 

当日は、6:15 にせり販売が終了した。 

 

（映像配信システム） 

バイヤーへのサービスと情報の質の向上を図るため、2006 年に遠隔で水産物の購入をモ

ニタリングできるネットワークカメラを導入した。沿岸ものを販売するエリアにカメラを

設置し、商品がベルトコンベヤで移動するときに映像を撮影し、リアルタイムで映像を配信

するものである。沖合ものを販売するせり販売室にも配信され、2 つのスクリーンに映し出

される。これにより、バイヤーは沖合もののせり販売室に居ながら、沿岸ものの販売状況を

確認できる。カメラによる映像の画質については、その商品の価値を判断し価格を決定する

には十分なものとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5）荷渡し・一次処理・搬出（輸送） 

バイヤーは購入した商品を市場にある自分のアトリエへ運ぶ。以降の様子を図 4.2.9.10

に示す。アトリエでは、行先・魚種・規格別に一次加工処理や小分けの箱に詰め替える立替

えを行う。アトリエには活魚水槽（イセエビ・カニ等）も設けられている。その後商品は、

トラック（保冷車）に積込み・搬出される。近隣に加工場のあるバイヤーは、購入した商品

図 4.2.9.9 ローカル＆オンライン・オークション（沖合もの） 
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を直接そこまで搬出・輸送する。 

市場では、オンラインで商品を購入したバイヤーに対して、商品を指定するところまで

輸送するサービスを行っている。9:30 ごろに、市場が手配したトラックが取りに来る。そ

れまでに商品に施氷しラッピングする。代金はバイヤーがトラックへ支払う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6）販売通知書等の作成・発行、水揚げ報告等 

販売が終了すると、市場はバイヤーへの請求や生産者への支払いを行う。販売通知書等は

オークションが終わるとすぐに発行し、pdf を電子メールで送っている。その後のクレーム

対応、調整が終わり、11:00 にはその日の決算の締めが終わる。生産者への支払いは 2～3 日

おきに行われる。水産当局へは 11:00~13:00 に pdf を電子メールで送って報告している（か

つて書類を郵送していた）。大きい漁船は船上で専用の web サイトから入力、送信して水産

当局へ報告している。 

 

(4)魚箱の管理 

本漁港では、一定の寸法、材質の容器が魚箱として、船上と市場において利用されている

（図 4.2.9.11）。魚箱に RFID※を貼付して、箱と中身の商品を管理する予定である。これ

により、商品と容器のトレーサビリティが可能となる。 

※RFID（Radio Frequency Identification）とは、識別番号などを記録した微細な IC チップをタグなどに埋め込

んで物品に添付し、外部と無線通信することにより個体識別や所在管理、移動追跡などを行う仕組み。 

 

（参考） 

2015 年、EU の施策の下、オランダのユルク水産物卸売市場 Visveiling Urk(Urk Fish 

Auction)では、RFID 技術を使って漁獲から加工・販売に至るフードチェーン全体における

水産物・食品の魚箱と内容物の特定とトレーサビリティ（track & trace）のためのパイロッ

図 4.2.9.10 荷渡し・一次処理等・搬出（輸送） 

http://e-words.jp/w/%E9%9B%86%E7%A9%8D%E5%9B%9E%E8%B7%AF.html
http://e-words.jp/w/%E3%82%BF%E3%82%B0.html
http://e-words.jp/w/%E7%84%A1%E7%B7%9A.html
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ト事業を開始した。魚箱に取り付け RFID タグは識別番号を持ち、魚箱や内容物に関する

情報が紐づけされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.9.11 操業、陸揚げから販売、搬出まで一定規格の魚箱の使用 
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4.2.10 ブローニュ=シュル=メール（フランス） 

(1) 港の概要 

ブローニュ-カレ港は、ブローニュ=シュル=メール港とカレ港から構成されている。ブロ

ーニュ=シュル=メール港は、陸揚げ数量・金額で国内第 1 位の漁港を有するとともに、加

工原料の集荷、冷凍、物流は高い機能、能力を有するなどし、ヨーロッパ最大の水産物・

加工品の物流基地（ハブ）となっている。ブローニュ=シュル=メール港の主な収入は、市

場の販売手数料、加工場の土地賃貸料、港の使用料など水産関係からのものであり、その

金額は約 1 億ユーロ/年である。かつてはブローニュ港にもイギリスと結ぶ航路があった

が、30 年前に海峡地下トンネルができてから廃止された。ブローニュ-カレ港は、ヨーロ

ッパで唯一鉄道～自動車道ターミナルを有しており、Ro-Ro 船～鉄道の複合サービスを提

供している。なお、イギリスからのトラックは、税関の手続きはない、しかし EU から離

脱すると、様々な手続きが必要となる。 

 

ブローニュ=シュル=メール港とカレ港は、かつて国有の港であったが、現在はブローニ

ュとカレの地方政府へ譲渡され、ブローニュ=シュル=メールの漁港管理者はオー=ド=フラ

ンス地域圏議会 the Hauts de France Regional Council （Port Authority）である。2015 年 7 月

に 2 つの港はブローニュ-カレ港になった。公共サービスを民間へ委任する方針の中、コン

セッション契約を締結しデトロワ港運営企業体 the Detroit Port Operating Company, the 

Société d'Exploitation des Ports du Détroit (SEPD)が漁港を運営している。SEPD の資本につい

て民間企業が商工会議所より多い。SEPD の主な業務は、漁港の管理、運営、維持管理と

施設・設備の整備であるが、施設の利用についての承認等の権限はない。コンセッション

期間は 50 年間である。 

 

カレ港は、フェリーでの利用乗客者数（年間 1,000 万人）では国内最大、Ro-Ro 船による

貨物輸送量（4,400 万トン）ではヨーロッパ第 2 位である。Ro-Ro 船による貨物輸送量の 1/3

はイギリスとの航路を利用したものである。カレ～ドーバーフェリーによる利用乗客者数

は、年間 1,000 万人、Ro-Ro 船の利用トラック台数は 100 万台、貨物輸送量は 4,400 万トン

である。カレ港の主な収入はフェリー、貨物の利用料などロジスティックからのもので、そ

の金額は約 10 億ユーロ/年である。現在フェリーの便数は 5、6 便/日であるが、これを増便

するための施設整備が進められている。かつてはカレでも漁業が行われていたが、ブローニ

ュ=シュル=メールに移った。現在、SEPD は「カレ港 2015 プロジェクト」として、将来の

交通量の増加に対応した港の拡張整備を進めている。  

 

漁港・市場の配置と利用を図 4.2.10.1に示す。ブローニュ=シュル=メールの干満差は

約 8m と大きく、出入港を容易にするため、漁船の船溜まり口には閘門（Lock gate）が設

けられている。出入港できる時間帯が決まっており、その時間帯には閘門を操作する職員

を配置している。人が確認すべきことがあることから、100%自動化されているわけではな

い。外港（商港）は、維持浚渫を行いながら-6m を維持している。リアーヌ川の河口部は

浅くなるが、漁船の出入港に支障になることはない。昔から岸壁の防舷材と桟橋に木材を

使用している。潮の干満差が大きいが、木材だと漁船への損傷が小さくなるからというの

が理由である。350t 吊りの上架施設、1,100 トン引き揚げ可能な斜路と船舶修理場を有す

る。 
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ブローニュ=シュル=メールが国内第 1 位の漁港であり、水産加工場の集積でヨーロッパ

最大であり続けている理由は、高いロジスティクス機能と地理的優位性である。ここでは

7,000～8,000 人が水産関係（ロジスティクス関係も含む）で働いている。水産加工場の集

図 4.2.10.1 ブローニュ-カレの漁港・市場の配置 

写真：https://www.portboulognecalais.fr/en/ 

図 4.2.10.2 水産加工場の集積と物流拠点 
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積と物流拠点を図 4.2.10.2 に示す。図中の黄色い部分は加工場用地であり、公用地を加

工会社に対して 20～30 年間の貸し付けを行っている。カペキュールセンターCapecure 

Center（地名：Capecure）には約 200 の水産関係会社が立地している。112 のドックのある

物流（トラック）ターミナルは高速道路に繋がっている、かなり規模の大きい冷蔵施設

（30,000m3）、公共・民間保管倉庫（65,000 パレット）が立地（24 時間体制の搬入搬出）

するなど、高いロジスティクス機能を有している。さらに、ブローニュは北ヨーロッパと

南ヨーロッパを結び地点に位置するという地理的強みがある。 
近年約 3.3 万トンの水産物の陸揚げに対して、背後の加工場からはその 10 倍の約 33 万

トンの水産物・食品が生産されている。ブローニュの加工場で生産される商品の原魚は、

約 10%がここで陸揚げされた水産物であるが、約 90%はデンマーク、ノルウェー、アイル

ランド、アイスランドなどからフェリーを使ってトラックで陸送（輸入）されてくる。加 

工場からの輸送先は国内やスペイン・イタリアなど EU 各国であるが、24 位間以内には

EU 各国に届けられる。ロジスティクスが良いということで水産物・食品が搬入・保管さ

れた後、再び輸送される場合もある。 

 

市場の背後には、各企業のアトリエ、ロジスティクス施設（倉庫、ドック）が立地して

いる。漁業に関する大学や研究機関が、PB の船溜まり（かつては漁船の船溜まり）の背後

にあり、船溜まりには研修・訓練用の漁網や漁船が停泊している。沖側の用地にはサーモ

ンの世界第 1 位の会社「マリンハーベスト」の加工場がある。また、沖側の空き地を利用

して、陸上養殖施設の建設が予定されている。世界的に養殖が水産物供給を支えている今

日、フフランスではカキ、ムール貝など海面養殖が盛んであるが、今後は陸上養殖にも取

り組んでいきたいとの考えである。 

 

（漁船勢力・漁業種類） 

約 100 隻の漁船が漁港を利用し約 70 種類の水産物が陸揚げされる。トロール漁船の主

な漁場は、ドーバー海峡、北海、西スコットランド沖、大西洋であり、小型漁船はブロー

ニュ沿岸で操業している。 

 

（漁業種別生産及び操業実態） 

次の 4 つの漁業が行われている。 

ⅰ．冷凍庫を積んだ加工船 2隻 

フィレ加工も船上で行っている。これはバイヤーとの直接取引が行われ、市場の取引

には含まれない。その数量は 3.4 万トン（2018 年）である。 

 

ⅱ．沖合もの（鮮魚）トロール漁船 4隻 

船長 45m 前後の漁船、乗組員約 12 人で 7～10 日間の出漁・操業を行う。 

 

ⅲ．沿岸もの（鮮魚）トロール漁船 29隻 

船長 25m 前後の漁船で月曜日に出漁し、火～水の夜にかけて帰港し、陸揚げが終わる

とまたすぐに出漁し、土曜日に帰港する。このため、水～金曜日に戻ってくる船が多い

（調査した日は月曜日であったことから陸揚げする漁船がわずかであった）。こうした

ローテーションをしているのは、それまでのやり方だと仕事がきつく、辞めていく人が

多かったからである。 
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ⅳ．小型漁船漁業 47隻 

船長 20m 以下の漁船で日帰り（24 時間以内）操業を行う。主に刺網でヒラメなどを

獲っている。これら漁船は、リアーヌ川の右岸を利用して陸揚げし、直接業者（小売等

を含む）へ売っている。陸揚げする護岸上には小売店があり、捌いた魚を市民に販売が

購入している。こうした市場を通さない販売は特別に認められて行われている。 

 

オランダ漁船は、ブローニュ=シュル=メールのロジスティクスが優れていることから、

漁港に陸揚げし、取引先の加工場へ直接搬入している。加工した後、商品はフランス国内

や EU 各国へ配送している。一方、フランスの漁船は、イギリスやアイルランドの沖合で

操業している。そしてその国々の港に陸揚げし、トラックに積み込み、トラックはフェリ

ーなどを使いながらカレ港から国内に入り、ブローニュ=シュル=メールに運ばれてくる。

漁船がフランスへ戻ってくるよりは経済的であり、魚の鮮度も保持できるからである。 

 

(2) 市場の配置と利用 

市場の配置と利用を図 4.2.10.3に示す。市場の建物構造としては、屋根の庇が大きく

岸壁に張り出している部分（建替）と屋根の庇がない部分（外装改修）がある。前者の区

間の岸壁エプロン幅は 16m と幅広であるが、後者のそれは 5.5m と幅が狭い。庇の目的は

日よけであり、後者の区間では、夜中から明け方前に陸揚げすることから日よけする必要

はないから、庇は設けられていない。また岸壁エプロン幅については、緊急車両（消防

車）を考えて少なくとも 5m は確保することとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4.2.10.3 市場の配置と利用 
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 サバなど浮魚（Pelagic）については、市場を通さず、直接加工場へ陸揚げ・搬入してい

るが、ここでは浮魚も市場で取り扱っている。船上で選別され、市場ではタンクに入れら

れて扱っている。 

  市場内の室温は低温管理（2～4℃）されている。約 40 の水産関係会社の事務所（鮮

魚、冷凍魚 加工品、貝類、甲殻類など扱う）が市場に事務所をおいている。購入された

商品は、トラックドックから市場背後の道路を挟んだバイヤーのアトリエや加工場へ運ば

れる。 

 

(3) 陸揚げ・販売・搬出（輸送） 

1）陸揚げ・場内搬入 

陸揚げ・場内搬入の様子を図 4.2.10.4に示す。陸揚げをどの岸壁で行うかは、市場の

ドアのランプの色で判別できる。赤はドア背後の場内エリアが使用されていること、緑は

空いていることを知らせる。場内では、フォークリフトと人、水産物（魚箱入り）の導線

が交差しないように、緑のライン内に魚箱を置くことになっている。 

 漁船は、1:00～2:00 に帰港し、2:00～4:00 に陸揚げ・場内搬入が行われる。漁船のクレ

ーンや岸壁の移動式クレーンを使って魚倉から魚箱を搬出し、これをカートに載せて、ま

たはフォークリフトで場内に搬入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）選別・計量、販売カタログの作成 

船上で仕分け、計量が行われており、魚箱にはこうした情報は記載されたラベルが投函

されている。一方、ヒラメ、イカなどは小型漁船で操業しており、船上でこうした作業を

行うことは困難であることから、陸揚げしてから選別・計量を行っている。しかしなが

ら、事前に計量されていても、そのラベルの情報に誤りがあったり、ラベルがやぶれてい

たりすることがあることや、正確な情報でのトレーサビリティを確保するため、すべての

水産物（商品）は事前の計量の有無にかかわらず、市場で選別・計量を行っている。 

上右写真：https://www.portboulognecalais.fr/en/fish-market-and-auction 

図 4.2.10.4 陸揚げ・場内搬入 
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計量・販売カタログの作成の様子を図4.2.10.5に示す。水産物（商品）の入った魚箱を

計量ターミナルのスケール台に載せ、計量パネルから、船名・番号、操業開始日・終了

日、漁獲水域、漁業種類・漁法等漁獲情報を入力する。続いて、魚種、ETPQ、魚箱の種

類（色など）、特別な品質に関するラベルや持続可能性（Sustainability）に関するエコラ

ベル（MSC認証など）などの情報を入力する。重量については、自動計量・記録される。

情報の内容を確認した後、販売カタログとしてサーバーに登録され、同時に計量ターミナ

ルのプリンターからこうした情報を記載したラベルを印刷が印刷され、これを魚箱に投函

する。 

販売カタログについては、事前に登録しておくことで専用の web サイトにログインし、

閲覧や印刷出力することができる。同じものは市場側でも必要とするバイヤーに対しては

紙媒体で配布している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）せり販売（ローカル＆オンライン・オークション） 

せり販売の開始時間は、月、火、木曜日が 6:00、水、金、土曜日が 5:00 である。せり販

売の様子を図 4.2.10.6、4.2.10.7に示す。せり販売室には、4 つのクロック式せり表示盤

があり、向かって左から順に、主にメルルーサ（❶）、イカ（❷）、ヒラメ（❸）を販売

し、右端のせり表示盤（❹）は使用していない。なるべくスピーディにということでバイ

ヤーの要望で 4 台導入したが、4 台では多いということで 4 台目は使用していない。各せ

り表示盤に一人のせり人がついている。 

 

2 段階の販売を行っている。まず売りたいものを販売する。次に 1 段階目で売れ残った

ものを販売する。登録バイヤーは 97 人（社）であり、その内訳は、国内外の卸売業者、

鮮魚販売店、レストラン経営者、加工業者である。バイヤー席には、机の上に ID カード

を挿入してログインする。これにより市場側（せり人）はだれがせりに参加しているかが

わかる。階段式のバイヤー席には入札のボタンと数量を伝えるマイクが設置されている。

せり表示盤～価格が下がり、バイヤーは自分の購入したい価格のときにボタンを押す。同

図 4.2.10.5 計量・販売カタログの作成 
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じ価格で購入したい人がいると、最初に押した人がマイクを使って購入したい数量を告

げ、順次その次に押した人が欲しい数量を伝える。このような仕組みにしているのは、バ

イヤーが購入しやすいからである。バイヤー席の背後には船主用の部屋がある。そこで

は、船主が販売状況を見ながら、最初の価格を相場データに基づき決め、それをせり人へ

伝える。また 1 段階目で売れ残ったものの価格を決め、これをせり人へ伝える。 

電子せりを導入したのは 2008 年である。それまでは 6、7 組で発声せり（上げせり方

式）が行われ、バイヤーのちょっとした仕草で購入意思を確認していた。2015 年にはイン

ターネットを通じたオンライン参加にも対応できるようになった。オンライン参加の場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下左写真：https://www.aucxis.com/fr/nouvelles/la-criee-de-boulogne-est-prete-a-embrasser-le-futur 

図 4.2.10.6ローカル＆オンライン・オークション  

図 4.2.10.7  クロック式せり表示盤 
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合、PC 画面では最大 2 つのせり表示を見ることができる。それまでは陳列されている商品

を前にせり人が 7 組に分かれ同時に発声によりせりが行われ、バイヤーはせり人と商品の

前で腕を上げるなど特徴的な仕草をすることで購入の意思をせり人へ伝えていた。電子せ

りの導入によりせりの販売時間は速くなった。数量によるが、少ないときで概ね 15 分、

多いとき（1.5～2 万箱）であっても 45 分でせり販売が終了している。調査した日は、19

トンの商品がわずか 15 分で販売終了した。売れ残りは 27 箱であった。 

 

4）荷渡し・搬出（輸送） 

せり販売開始時間が 6:00 の場合には、7:00～8:00 にバイヤーが購入した商品をトラック

ドックから加工場またはアトリエへ搬出・輸送する。アトリエや加工場（市場で購入した

以外のものも使って加工している）は、5:00～12:00 に稼働している。9:00～14:00 にアト

リエや加工場から搬出・輸送が行われる。オンラインで購入した商品については、バイヤ

ーがトラックを手配し、市場側が商品をトラックに積み込む。 

 

以上、陸揚げからせり販売、搬出までの一連の様子を図 4.2.10.8に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5）販売通知書等の作成・発行、水揚げ報告等 

販売通知書等は、せり販売室の入っている建物の１階にボックス（写真 4.2.10.1）があ

りそこに投函するが、希望するバイヤーへは電子メールで送信している。ボックスが電子

化にも関わらず撤去されずにそのまま設置されているのは、バイターの要望であり、バイ

ヤー同士の売買があるからである。販売通知書等は、せり販売が終了するとすぐに作成さ

れているが、その後 12:00 までの間に行っている。バイヤーはデポジットを入れないと購

入できない。支払いはこのデポジットから引き落としされる仕組みである。請求書は別途

発行される。 

https://www.youtube.com/watch?v=GTswoAqYVms  

図 4.2.10.8 陸揚げから荷受け・せり販売、搬出までの一連の作業の様子 

2017 年アップロード 
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水産当局への報告は、RIC（Relve 登録、Inter～と～間、 Criee 市場（港）という意味）

という一電子システムで行われている。市場側の説明では、国内すべて同じ仕組みで行わ

れているとのことである。報告は 12:00 まで終了する。 

2017 年 2 月に新しい販売システム（Aucxis 社）を導入した。市場から輸送、請求書等の

発行も含むものであり、トレーサビリティの確保になるものである。 

 

（新しいシステムの特徴） 

ⅰ．税金、梱包、支払い、水産当局への当日および月別の報告、トレーサビリティ、販売統計

等の管理および経理のための電子化 

ⅱ．専用 web サイトにアクセスすることで、相場等の情報を閲覧やダウンロードができる。  

ａ．バイヤー専用サイト 

ログインすることで、①その日の相場、②自分が購入したもの、③販売カタログ、

④支払いがどれだけ残っているかが閲覧及びダウンロードができる。 

ｂ．船主専用サイト 

ログインすることで、①その日と過去の相場、②売れなかったもの、③販売カタロ

グを閲覧及びダウンロードができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)情報の提供・公開 

市場の販売に関する一般的情報に関してはブローニュ-カレ港のwebサイト上（図 3.8.5）

から閲覧できる。 

 

(5)魚箱の洗浄・保管 

 魚箱の洗浄・保管室（写真 4.2.10.2）があり、そこでは様々なタイプの容器の魚箱を扱

っている。洗浄・殺菌工程は完全自動化され、1 時間で 1,000 箱を洗浄する能力を有する。

利用者の要望に応じて、魚箱の管理のために RFID を魚箱に取り付けることも行っている。 

 

(6)地元の小型漁船による陸揚げと直販 

リアーヌ川右岸での地元小型漁船の陸揚げと直販の様子を図 4.2.10.9に示す。浮体式

係船岸日帰り操業の地元小型漁船は、リアーヌ川右岸の浮体式係船岸に一旦陸揚げしてか

ら護岸に固定したホイストを使って陸揚げしている。漁業者は、水産物をバイヤーへ販売

し、バイヤーは加工場へ搬出・輸送、または護岸背後のアトリエ兼鮮魚販売所で一次加工

処理した魚を消費者へ直接販売している。 

 

写真 4.2.10.1 船主及びバイヤーへの通信連絡用ボックス 
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(7)水産加工場 Corrue Deseille 

 水産加工会社 Corrue Deseille は、1950 年代から燻製加工品を製造している家族経営の会

社である。創業当時は雇用 4～10 人、加工場の建物面積 350m2 の小さい会社であった。燻製

加工品を製造する会社は約 90 軒あった。現在は雇用 45 人、建物面積 2,000m2 と拡大してい

るが、同様の燻製加工品を製造する会社はわずか 4 軒しか残っていない。そのブランドを確

保するため、加工品の製造においては、人手でなければできないところは手作業で行う、原

魚は天然のものを使う（化学的なものを一切使わない）こととしている。 

写真：https://www.portboulognecalais.fr/en/fish-market-and-auction 

写真 4.2.10.2 魚箱の洗浄・保管室 

図 4.2.10.9 市場取引に関する情報の提供（webサイト） 
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 衛生管理については、1995 年頃に様々な規制が出され、これに対応するための投資を行

った。他社はその投資を行うことなく、これを機会に加工業をやめていった。危害リスクは

ゼロにできないが、安全性やトレーサビリティの確保に努めている。 

サバの加工は、30 年程の経験のある人が手作業で行っている。朝 2:00 から 3 人で作業を

開始し 1 日約 2 トンをフィレ加工する。手作業であることから、こうした人材育成が重要

であると認識している。ハドックの加工では、残ったものは動物ペット用や化粧品、スープ

などに使用される。サケについては、三枚におろしたものを 42～78 時間塩漬けする。手間

がかかるが長時間漬け込むのは、塩が自然にサケの肉質に浸み込ませるためである。保存料

は使わない。電気だと 6～9 時間であるが、当社ではエーテルの木を使い、14～18 時間と時

間をかけてゆっくりと燻製する。製品はスーパー、レストラン、個人消費者へ販売される。

注文に応じて製造することも行っている。 

 

消費者が環境への関心が高いことから、容器についてもエコロジーなものを使用してい

る。機械化、電子化が進んでいるが、人の手作業でなければできないところは従前どおり人

が行っている。原魚のトレーサビリティ情報については、紙媒体と電子媒体で届くが、ここ

ではこれら情報を読み取り PC に入力して記録する。商品はロットで管理し、加工製品には

ラベルを貼付している。このラベルには原魚と加工製造に関する情報が記載されておりど

こで獲れた魚を使いいつ加工したかがわかる。（以上、写真 4.2.10.3） 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 4.2.10.3 Corrue Deseille 社の水産加工場 

図 4.2.10.10 地元の小型漁船の陸揚げと直販所 
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4.3 漁港・市場の機能分担、配置、規模、構造と利用（国別） 

(1)英国 

 漁場別漁獲量及び漁港別陸揚げ量（2019 年）を図 4.3.1 に示す。主たる漁場は北海と北

大西洋であり、北海漁場の周辺に位置するスコットランドのピーターヘッド、北海漁場の北

部中央に位置するシェットランド（諸島）のラーウィック、スキャロウェイは主要な陸揚げ

港となっており、その陸揚げ量は英国全体の約 6 割を占めている。シェットランドには 22

の漁港（図 4.3.2）があり、全前陸揚げ量の約 95%は、ラーウィックとスキャロウェイであ

る。各漁港で陸揚げされた水産物も、拠点 2 港に陸送搬入される。ラーウィックとスキャロ

ウェイは島の東側と西側に位置することから、そのいずれに陸揚げするかは、気象海象状況

によって判断されている。その他、スキャロウェイには底魚（ヒラメ・カレイ類）の自動選

別機があることから、これら作業を行うときには本港に陸揚げまたは陸送搬入される。 

 

北大西洋漁場に近い、ニューリン、プリマス及び

ブリクサムは、イングランド南西部の拠点となって

いる。ニューリンは北大西洋漁場に最も近いことか

ら、避難港としても利用される。プリマスはイング

ランドだけでなくウェールズからも陸送搬入があ

り、オンラインで広く国内外からのバイヤーも参加

できる。また浮魚は主として本港で陸揚げ・販売さ

れる。ブリクサムは、2010 年以降、プリマスにかわ

ってイングランド南西部第 1 の漁港となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4.3.1 漁場別漁獲量及び漁港別陸揚げ量 

UK Sea Fisheries Statistics by Marine management Organization より作成  

図 4.3.2 シェットランドの漁港 
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(2)ポルトガル 

ポルトガルの各地域圏における拠点港及び各市場における陸揚げ数量・金額を図 4.3.3

に、漁港の機能分担に加えて漁港・市場の配置と利用、施設の規模と構造を整理した結果

を表 4.3.1に示す。各地域圏ではその地域圏における地理的状況、陸揚げ数量・金額（陸

送ものを含む）、背後の加工業、物流等を考慮して、漁港の機能分担が行われており、拠

点港とこれに準ずる補完港がある。その他は小規模な漁業が行われている地域港である。

この機能分担は少なくとも 2002 年以降は変わっていない。 

なお、漁港の立地状況を見ると、約 7 割は漁港単独で立地している。 

 

（漁港の立地状況） 

ⅰ．漁港単独  14 漁港 

  ・漁港単独  7 漁港 

・港内にマリーナもある漁港 4 漁港 

  ・近隣にマリーナがある漁港 3 漁港 

ⅱ．港湾の中に立地する漁港（水域・陸域の利用はすみ分け） 6 漁港 

ⅲ．自然海浜または海岸（陸域に市場） 2 漁港（市場） 

 

漁港の機能分担別に市場建面積を比較したのが、図 4.3.4である。2 漁港の市場では市場

にバイヤー用の倉庫が併設されているが、これら 2 漁港を除くと、バイヤー用の倉庫は市場

とは別棟で市場の背後に整備されている。本図では倉庫面積を控除した市場建物面積とし

ている。補完港の面積規模上位の数港は拠点港のそれに匹敵するものであり、同様の傾向は

地域港にも見られる。拠点漁港、補完港、地域港、そして自然海浜・海岸の市場建物面積の

平均は、各々3,430m2、2,379m2、913m2、293m2 と算出された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4.3.3 各地域圏における拠点港及び各市場の陸揚げ数量・金額 

Estatísticas da Pesca 2003-2018, Instituto Nacional de Estatística (INE) e a Direção-Geral de Recursos Naturais, 

Segurança e Serviços Marítimos (DGRM)より作成 
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表 4.3.1 漁港・市場の機能分担、配置、規模、構造と利用 
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市場建物は閉鎖型構造である。市場前面の岸壁幅は、5.0～13.0m であり、緊急車両が通

行できるように最小幅（ポルトガルでは 5.0m）は確保されている。岸壁側に設けられる市

場建物の庇の目的は、直射日光を遮ること、降雨を避けること、そして鳥害のリスクを低

減することであるが、市場庇付きが 9 漁港、庇なしが 8 漁港とほぼ庇の有無はほぼ半々で

あった。英国、デンマーク、フランスの漁港と比較して、庇付きがかなり多いと言える。

なお、庇の有無と漁港の機能分担、岸壁幅とは有意な関係は見られなかった。 

市場は、選別・計量、せり販売、落札商品のまとめ置き等のための各エリア、低温管理

室（冷蔵室）、魚箱の洗浄・保管室、そして事務室から構成されている。 

 

ポルトガル沿岸の干満差は約 2～3.5m である。潮の状況によっては、漁船の乾舷と岸壁の

高さが大きくなり人力での陸揚げが困難になる。このため、市場前面の岸壁に対して縦方向

に設置された桟橋には浮桟橋（動揺制御型）が併設されている場合がある。また、中型漁船

は岸壁上に設置されたクレーンまたは自船のクレーンを使って魚倉から水産物が入った魚

箱を陸揚げしている。漁船の大宗を占める小型漁船の陸揚げは、浮桟橋を利用する以外は、

ロープを使って岸壁上から魚箱を引き揚げるようなことで行われており、陸揚げの軽労化・

効率化が必要と思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.4 機能分担別漁港の市場建物面積 
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(3)イタリア 

イタリアの拠点港及び漁港・市場の機能分担、市場の配置と利用を整理した結果を表

4.3.2に示す。産地市場の役割・機能については、水産物の取扱量、集荷範囲や販売された

後の出荷範囲の大きさや需要度から National、Provincial、Regional、Local の 4 つに分類され

ている。該当する漁港・市場数は、各々10 地域、12 地域、3 地域、12 地域であるが、4 地

域は不明である。すべて卸売市場であるが、一部場外において購入したバイヤーが一般消費

者向けに販売を行っている地域もある。 

市場の配置と、市場～水際の距離に注目してみる。我が国の場合は陸揚げ岸壁へのアクセ

ス度と漁港機能の向上、公共性の担保から第 1 線用地、第 2 線用地（市中含む）に分類し、

市場は第 1 線用地に配置している。イタリアについて、第 1 線用地と第 2 用地への市場の

配置は、各々24 地域、14 地域、そして 4 地域が未確認である。水際（岸壁先端）から 10m

程度以内において市場建物が配置され、かつ岸壁の直背後、または駐車場や臨港道路を挟ん

で市場建物が配置されているのは、7 地域に限られ、うち 3 地域では、市場の屋根あるいは

庇が岸壁上空に覆う。これら 7 地域では、水産物の入った魚箱を陸揚げし、洗浄してからフ

ォークリフトや台車で場内に搬入する。これら地域を除くと、第 1 線用地の場合、水際（岸

壁先端）から市場建物までの距離は、15m～100m、第 2 線用地の場合、30m～200m と長く

なり、岸壁で水産物の入った魚箱をトラック（保冷車）に積込み、市場まで運搬し、そこで

積下ろして場内に搬入する。 

多くの市場は陸揚げする岸壁や桟橋からかなり離れた陸域、中には市中に配置されてお

り、陸揚げしてから市場内に搬入するまでの時間や労力を要することや、鮮度保持への影響

が懸念される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4.3.2 漁港・市場の役割・機能、配置 
2020年11月現在

漁港・市場名 漁港・市場の役割・機能 市場の配置用地 水際～市場間の距離

第1線用地（岸壁＋市場）   8m（岸壁幅）

第2線用地（岸壁＋駐車場＋一般道路＋駐車場＋市場）  32m

Anzio Local fish market 第1線用地（岸壁＋駐車場＋一般道路＋駐車場＋市場）  21m

Cagliari National and regional fish market 第2線用地（岸壁＋用地・建物＋駐車場＋市場） 100m

Caorle Local fish market

Castro Local fish market

Cattolica National fish market　拠点港 第2線用地（岸壁＋駐車場＋一般道路＋用地・建物＋市場）　市中 200m

Cesenatico Regional fish market 第1線用地（岸壁＋臨港道路＋市場）  15m

Chioggia National fish market　拠点港 第1線用地（岸壁＋駐車場＋臨港道路＋駐車場＋市場）  24m

Civitanova Marche National fish market　拠点港 第2線用地（岸壁＋臨港道路＋用地・建物＋一般道路＋市場）　市中 120m

Fano Regional fish market 第2線用地（岸壁＋駐車場＋一般道路＋市場）　市中 185m

Giulianova National fish market　拠点港 第1線用地（岸壁＋臨港道路＋駐車場＋用地・建物＋駐車場＋市場）  77m

Goro 不明 第2線用地（岸壁＋臨港道路＋用地＋一般道路＋市場）  44m

Grado Regional fish market 第1線用地（護岸＋臨港道路（市場庇下）＋市場）   5m（市場庇3m）

Manfredonia National fish market　拠点港 第1線用地（岸壁＋臨港道路＋駐車場＋市場）  29m

Marano Lagunare Local fish market 第2線用地（岸壁＋臨港道路＋用地＋一般道路＋駐車場＋市場）  49m

Mazara del Vallo 不明 第1線用地（岸壁＋臨港道路＋駐車場＋市場）  41m

Mola di Bari Regional and local fish market 第1線用地（岸壁＋駐車場＋臨港道路＋駐車場＋市場）  23m

Molfetta National fish market　拠点港 第1線用地（岸壁＋駐車場＋臨港道路＋駐車場＋市場）  34m

Ortona Local fish market 第1線用地（岸壁＋駐車場＋臨港道路＋市場）  85m

Palermo Regional fish market 第1線用地（岸壁＋臨港道路＋用地・建物＋市場）  27m

Pesaro Provincial fish market

Pescara National fish market　拠点港 第1線用地（岸壁＋駐車場＋一般道路＋駐車場＋市場）  38m

Porticello 不明 第1線用地（岸壁＋臨港道路＋駐車場＋市場）  25m

Porto Garibaldi Local wholesale fish market 第1線用地（護岸＋駐車場＋市場）   8m

Portopalo di Capo Passero Regional fish market 第1線用地（岸壁＋駐車場＋臨港道路＋駐車場＋市場）  50m

Porto S.Giorgio Provincial fish market 第1線用地（岸壁＋臨港道路＋市場）  10m（岸壁幅2m）

Pozzuoli Local fish market 第1線用地（岸壁（市場庇下）＋市場）  10m（岸壁幅）（市場庇10m）

Rimini Regional fish market 第2線用地（岸壁＋一般道路＋市場）　市中  45m

S. Benedetto del Tronto Local wholesale fish market 第2線用地（岸壁＋臨港道路＋駐車場＋一般道路＋市場）　市中  85m

Savona Provincial fish market 第2線用地（岸壁＋一般道路＋駐車場＋市場）　市中  50m

Scardovari Local fish market 第2線用地（岸壁＋一般道路＋空地＋一般道路＋市場）　市中  65m

Schiavonea 不明 第1線用地（岸壁＋臨港道路＋市場）  45m

Sciacca Regional fish market 第1線用地（岸壁＋駐車場（市場屋根下）＋市場）  10m（岸壁幅）（市場屋根1m）

Taranto Local fish market

Termoli Local fish market 第2線用地（岸壁＋駐車場＋一般道路＋市場）  55m

第2線用地（岸壁＋一般道路＋建物＋市場）　  30m

市中 140m

Trieste Regional fish market 第1線用地（岸壁＋市場）　 3.5m（岸壁幅）＋1.5m（浮桟橋幅）

Venezia National fish market　拠点港 第1線用地（岸壁＋市場）   6m（岸壁幅）

Viareggio Regional fish market 第1線用地（岸壁＋臨港道路＋市場）　  58m

Vittoria Local fish market 第2線用地（岸壁＋一般道路＋市場）　市中  50m

確認できず

Trapani Regional fish market

Ancona National fish market　拠点港

確認できず

確認できず

確認できず
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(4)デンマーク 

  港に陸揚げされる水産物は、その魚種と仕向け先に応じて次の 3 つに分類される。 

（水産物の分類） 

ⅰ．底魚・甲殻類（食用） 

   水産物は、陸揚げ港で漁船から陸揚げされ、市場に搬入される、または、他の（国内

外の）陸揚げ港で陸揚げされ、その後、当該港に陸送され市場に搬入される。 

ⅱ．浮魚（食用） 

   主にニシン・サバであるが、陸揚げ港で漁船から陸揚げされ、埠頭または岸壁背後に

立地するに加工場にフィッシュポンプで直接搬入される、または、埠頭または岸壁でト

ラック（保冷車）にフィッシュポンプで積込み、港あるいは他の地域に所在する加工場

へ陸送される。 

ⅲ．産業用魚 

   フィッシュミールやフィッシュオイルを製造する原魚であり、埠頭または岸壁背後

に立地するに加工場にフィッシュポンプで直接搬入される。加工場は、他の水産加工場

から出る加工残渣をトラック（保冷車）で陸送して、加工原料とすることもある。 

 

 各港の陸揚げ量（食用・産業用）を図 4.3.5に示す。 

陸揚げ港別に見ると、浮魚に関しては、ヒァツハルス港、スカーイェン港とギルライエ港

が主要な陸揚げ港である。底魚・甲殻類に関しては、ハンストホルム港、テューボルン港、

ヒァツハルス港とスカーイェン港が主要な陸揚げ港である。産業用については、テューボル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4.3.5 港別陸揚げ量 

デンマーク農業漁業省「Yearbook of Fishery Statistics 2016」より作成 
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ン港、スカーイェン港、ハンストホルム港が主要な陸揚げ港である。陸揚げ数量では、デン

マーク最大の陸揚げ港は、スカーイェン港であり、これにテューボルン港、ハンストホルム

港が続く。このように、主要な漁場である北海とスケガラク海峡に近い港が主要な陸揚げ港

となっている。 

 2016 年の陸揚げ量を仕向け先別に整理した結果を図 4.3.6 に示す。総海面漁業生産量が

897 千トンであるが、底魚・甲殻類、浮魚、産業用別では、それぞれ 142 千トン（15.9%）、

141 千トン（15.7%）、613 千トン（68.4%）である。また総海面漁業生産量のうち、デンマー

ク漁船が 552 千トン（61.5%）、外国漁船が 345 千トン（38.5%）となっている。デンマーク

漁船は、デンマーク国内に 552 千トン（83.3%）、他国に 110 千トン（16.7%）を陸揚げして

いる。 

 

一部を除き、岸壁側の市場には市場庇も岸壁上屋もない。また、岸壁幅もしくは岸壁前面

位置から水産物を搬入する市場までの距離は、市場によって異なる。例えば、テューボルン

2.2m、スカーイェン7.5m、ハンストホルム21.5m、ギルライエ6.5mである。ストランドビュ

ーの市場と岸壁の間には道路があり、岸壁前面から市場までの距離は12.5mである。他方、

ヒァツハルスの市場には庇があり、岸壁幅は8mである。岸壁が漁船のブルワークよりかな

り高いこと、船倉から魚箱を搬出するには人力では大変であることから、船または岸壁に設

置されているホイストを使って船倉から魚箱に入った水産物を陸揚げし、台車やフォーク

リフトに載せて場内に搬入する。 

 迅速かつ安全に陸揚げ・搬入することが重要であるという認識は共通しているが、岸壁前

面位置から市場までの距離については、明確な根拠は得られなかった。なお、ヒァツハルス

の市場の庇は、2006年市場を新設する際に、水産当局の勧めもあり、鳥の糞の落下を避ける

図 4.3.6 仕向け先別陸揚げ量 

デンマーク農業漁業省「Yearbook of Fishery Statistics」より作成 
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ために設けたものである。我が国の場合は、一般に岸壁上に陸揚げし、そこで選別してから

場内へ搬入している。このとき、鳥糞落下防止や日よけのために岸壁上屋の設置や市場の庇

を設けている。 

 市場は閉鎖型建物構造であり、場内は低温管理（2℃～4℃）されている。市場内は、大ま

かに分類すると、①搬入エリア、②集荷エリア（選別・計量エリア）、③商品陳列・保管エ

リア（せり販売エリア）、④搬出エリア（トラックドック）、⑤事務室・施設設備（市場管

理事務室、バイヤー控室、せり販売室（オンラインオークションの場合）、製氷・清浄海水・

電気・排水処理等のための設備・施設、魚箱洗浄保管施設）等から構成される。 

 

市場取引業務に従って、水産物（商品）の入った魚箱は、陸揚げ→①→②→③→④→搬出・

輸送と移動する。①から④のエリアは壁で仕切られ、シャッターを開閉して出入りする。①、

②については、市場本棟とは別棟（この場合、集荷場と呼ぶ）になっている場合もある。ま

た②においては、長時間、人が選別・計量作業を行う場合には、労働条件を考慮し、12℃以

下に室温管理されている場合（ヒァツハルス）がある。③について、商品が置かれていると

ころでせり販売を行う市場（スカーイェンなどFiskeauktion.DK傘下の市場）では、商品の陳

列・保管エリアであると同時にせり販売エリアでもある。 

 主な市場の１F建物面積を表4.3.3に示す。市場取引業務における電子化の内容は異なる

ものの、効率化に向けて市場の拡張や統合が行われているのがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4.3.3 市場の建物面積 

建物1F面積

m2
整備計画

m2
陸揚げ量

ｔ
備考

ハンストホルム 6,500 8,000 33,687
2016年より拡張新設と分散している市場建物
を連結し一体化

テューボルン 6,000 18,532 2006年に改築

ヒァツハルス 6,500 8,742 2006年に分散していた市場を統合し新設

ヴィデ・サンディ 5,000 7,554

スカーイェン 3,200 5,210
2007年に原位置での改築（細分化していた
内部の壁の撤去）

ギルライエ 900 877

建物1F面積：　搬入・集荷（選別・計量）・陳列・保管（せり販売）・搬出（トラックドック）エリア
　　　　　　　を中心とした１Fに設けられる建物面積
陸揚げ量　：　2016年の数値
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(5)フランス 

港は、商港、漁港やマリーナ等から構成され、陸揚げ・係留に利用される岸壁や泊地は

すみ分けされており、市場および加工場等陸上の機能施設は、陸揚げ岸壁背後に集積して

いる。 

 

（漁港・市場の役割・機能） 

漁港や市場については運営者がwebサイトを開設し、漁港・市場の概要や市場取引に係る

情報の公開や事前登録している生産者やバイヤーへの提供を行っている。webサイトでは、

漁港・市場が、持続可能な形で国内や世界の消費者に対して、品質の高い水産物・食品の供

給に努めていること、さらに水産物・食品の供給を通じて、漁業、水産加工業、物流産業、

電気機械設備・修理等船舶への海事サービス業、観光・レジャー産業など地域経済の維持・

発展に寄与していることを発信している。 

漁港・市場がこうした役割を十分に果たすためには、漁港・市場だけでなく、背後地も

含めた港全体が有する物流機能（例えば国際複合一貫輸送システム、トラック輸送物流タ

ーミナルなど）、海洋スポーツ・レジャーの拠点、ウォーターフロントの形成と密接に連

携することも重要とされている。 

 

各地域圏における拠点港及び漁港・市場の陸揚げ数量・金額と推移を図 4.3.7に示す。

主な拠点港の特徴は次のとおりである。 

 

（オー=ド=フランス地域圏の拠点港ブローニュ=シュル=メール） 

国内最大の漁港であると同時に、欧州最大の水産物・加工品生産物流基地（年間 30 万

トン生産）となっている。漁港全体の雇用規模は約 7,500 人である。カレ港は、国際複合

一貫輸送（フェリー＆トラック）により英国とフランスはじめ EU 各国とを結ぶ物流拠点

となっている。当該港を通じて、英国および北欧から水産物はフランス国内やブローニュ

=シュル=メールに搬入される。陸揚げ数量・金額のうち、外国船によるものの割合の全国

平均は、数量 5.0%、金額 17.0%であるが、本漁港では、各々34.5%、41.0%と極めて高い割

合を占めている。 

 

（ノルマンディー地域圏の拠点港グランヴィル） 

ノルマンディーは、延長約 600km の海岸線を持ち、遠浅の海底が広がる。潮の干満によ

り、海水の交換が行われ、栄養塩が供給される。この栄養塩は、植物プランクトンや植物、

さらにこれを食べる魚類や貝類にとっては重要である。西はグランヴィルから東はル・トレ

ポールの間にある漁港（fishing port）に陸揚げ・集荷される。ノルマンディ（全体）の漁船・

漁業は、次の 2 に分かれる。 

ⅰ．小型漁船・日帰り操業 

船長 16m 未満の漁船で日帰り操業を行う。隻数は約 600 隻以上である。 

ⅱ．中型漁船・沖合漁業 

船長 24m 未満の漁船で、数日間操業する。隻数は数隻程度である。 

 

 グランヴィル港は、本地域圏の拠点港である。干満差はフランスで最も大きく、春分の大

潮の時には 10m 近く達することから、泊地は、閘門（Lock）でその水面高を調整している。 
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図 4.3.7 各地域圏における拠点港及び各市場の陸揚げ数量・金額 

The fisheries and aquaculture sector in France, FranceAgriMer より作成 
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（ブルターニュ地域圏の拠点港ロリアン-ケロマン） 

国内第 2 位の漁港であると同時に、水産加工基地となっている。施設の老朽化対策や品

質管理の向上のため、漁港の近代化や設備更新を行っているところである。漁港全体の雇

用規模は約 3,300 人である。陸揚げ数量・金額のうち、外国船によるものの割合は、各々

15.4%、15.1%とブローニュ=シュル=メールに次いで高い割合を占めている。 

 

（ブルターニュ地域圏の拠点港ギルヴィネック） 

国内第 3 位の漁港であると同時に、観光との連携（ガイドツアー・展示）を図ってい

る。施設の老朽化対策や品質管理の向上のため、市場内をすべて低温管理化する再整備が

予定されている。 

 

（ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏の拠点港レ・サーブ=ドロンヌ） 

過去 10 年間に陸揚げ数量・金額とも増加、平均価格も上昇し、順位は 16 位から 11 位に

上昇している。市場の利用者の利便性、効率化を図るために、アトリエとトラックドック

を拡張する市場の整備が行われている。 

 

 

 漁港・市場の配置、規模、構造と利用の特徴について整理した一覧を表 4.3.4に示す。 

漁港は、市場を中心に前面に陸揚げ岸壁、背後には道路を挟んで加工場が配置されてい

る。中でもブローニュ=シュル=メールは、多くの加工場が集積し、水産物・食品の専用の

物流ターミナルも配置され、漁港が陸揚げ拠点としてだけではなく、水産物・食品の生

産・物流拠点として国内外から水産物を集荷し、加工（または建替）した後、再び国内、

EU 各国へ輸送している。 

陸揚げした後の漁船は、漁港内の（休けい・準備）岸壁や大型であれば商港に係留され

ている。漁港には、給水、給氷、給電、給油施設があり、漁船の出漁に必要なサービスを

提供している。漁船を陸揚げして点検や修理もできるように、漁港もしくは同じ港内の商

港には船舶修理場がある。中には、大型の漁船であっても点検・修理ができるように、引

き揚げ能力の高い上架施設を配置している港もある。このように漁港は、商港を含めた港

として、利用者に対して必要なサービスの提供に努めている。 

漁港施設の配置や構造において、最も特徴的な自然環境条件は干満差が大きいことであ

る。陸揚げ数量の多い漁港がブルターニュとノルマンディの沿岸であるが、4m から 10m

の干満差が陸揚げ岸壁や桟橋上には、移動式や固定式のジブクレーンが配置されている。

しかし、小型漁船を除くと、ほとんどの陸揚げは漁船に搭載しているクレーンを使って陸

揚げされている。ノルマンディの最西に位置するグランヴィル（10m 近い干満差）と最東

に位置するブローニュ=シュル=メール（7m 前後の干満差）では、泊地の出入口に閘門

（Lock）が設けれ、泊地内の水面高調整を行っている。 

 

岸壁先端から市場までの間（岸壁エプロン幅に相当）は、サンゲノレとブローニュ=シ

ュル=メール（庇付き部分）を除けば、6.0m 前後と緊急車両（車両幅 5m 程度）が侵入で

きる幅が確保されている。岸壁上への張り出しとなる市場の庇または屋根が設けられてい

るのは、レ・サーブ=ドロンヌ、ロリアン・ケロマン、ブローニュ=シュル=メールであ

る。これらは陸揚げ時の日除けのためとされている。 
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市場には、低温管理室（0～2℃）が設けられ、せり販売までの水産物の保管や陳列に使

用されている。選別・計量や搬出のための各エリアは明確に区分され、空調管理（14℃前

後）されている。市場内または併設する形で、製氷（または給氷）施設や海水浄化施設

（清浄海水導入施設）、魚箱の洗浄・保管施設が配置されている。 

市場には、バイヤーが購入した水産物の一次処理を行うアトリエ（ワークショップ兼事

務室）がある。ここでは、レストランや販売店の便宜を考慮して、水産物の三枚おろし、

切り身など簡単な加工処理や、種類や大きさ別に詰め替えし、顧客の指定するところへ配

送する。商品の動線を考慮して、搬出エリア・トラックドックをアトリエに併設、または

アトリエとは別に設けられている。 

市場建物の規模は、総面積で見るとアトリエの規模に応じてラ・ロッシェル、ロリアン-

ケロマンが 25,000m2、コンカルノー、ギルヴィネックが 15,000m2、レ・サーブ=ドロン

ヌ、サンゲノレ、ロクテュディが 6,000m2 前後である。ブローニュ=シュル=メールは国内

最大の漁港であるが、市場規模が 9,000m2 程度と大きいわけではない。これはアトリエが

市場外（道路を挟んで市場の背後）に設けられているからであり、これを含めると

49,000m2 と国内最大規模である。 

 

ブローニュ=シュル=メール及びロリアン-ケロマンは数量・金額において 1 位、2 位を言

維持しているが、その理由として次の特徴が挙げられる。 

 

（上位 2港の特徴） 

・アトリエを含む市場の規模が大きいこと 

・加工場が集積し、物流機能が整備されていること 

・生産者（漁船）やバイヤーへの必要なサービスを提供する施設や設備が整備されてい

ること 
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4.4 漁港・市場における電子化 

(1)Pefa Online Trading System 

以下、Pefa の web サイト https://www.pefa.com/で公開されている情報（図 4.4.1）を要約

したものである。 

1) Pefa（Pan European Fish Auctions）の運用経緯 

Pefa（Pan European Fish Auctions）の Auction System – Pefa Online Trading System （以下

Pefa system という）- は、1998 年にベルギーのゼーブルッヘにおいてその最初の運用を開

始した。本システムは水産物の販売を迅速かつ円滑に行うことを目的としたものであり、

インターネットを通じてオンラインで鮮魚を販売する最初のシステムであった。しかし当

時としてはオンラインで鮮魚を取引することは革命的なことであり、市場自体がこれに対

応できていなかった。オンラインでの購入が技術的に可能なシステムではあったが、ほと

んどのバイヤーは市場に出向いて商品を購入していた。市場に出向いて購入するほうがい

い取引ができる可能性が高いと考えていたからである。このため、オンラインでの販売を

2003 年に取りやめることになった。 

その後、次第にインターネットやインターネットでの商品購入する人たちが増えてきた

ことや、こうした新世代の人たちが会社に入ってくるにつれて、商品（水産物）をオンライ

ンで購入することに対する懸念が小さくなり始めた。そして 2008 年にシステムを改善し数

か所の市場においてオンラインでの水産物の販売を再開することになった。 

 

2)アプリケーションソフト Pefa Auction Clock 

大きな改善点は、アプリケーションソフトが新しくなったことと、本システムの利用料を

バイヤーから徴収する方法が、購入時の手数料（commissions on purchase）からシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
図 4.4.1 Pefaの web サイト  

https://www.pefa.com/ 
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の使用料（subscription）に変更になったことである。新アプリケーションソフト（Pefa Auction 

Clock） - Windows版 - では、バイヤーは、インターネット環境とPC、タブレット、スマ

ホがあればどこにいても、複数の市場から同時に商品を購入することができる（図4.4.2）。

PC、タブレット、スマホのいずれを利用するかにもよるが画面に最大3つの市場のClockを表

示することや画面表示の設定（通貨、言語等）をカスタマイズできるようになった。2018年

にはWindows版に加えて、IOS版やAndroid版のソフトがApple Storeから無料でダウンロード

できるようになった。バイヤーは、Clockごとに使用料を支払う。 

現在はスウェーデン、デンマーク、オランダやイタリアの 15市場において運用（図 4.4.3）

されている。 

 

3)Pefa Dataと Pefa eLog 

Pefa system では、オンライン販売を通じて漁獲や販売に関するデータベース - Pefa Data 

- が構築される。バイヤーは、Pefa の web サイト（公開のものとログインして閲覧するも

のがある）から本日の陸揚げ情報や商品に関する漁獲日、漁獲水域、漁具・漁法などの詳細

な情報を得ることができる。また、バイヤーや生産者は相場（数量や価格など）についての

情報を得ることができる。またバイヤーは銀行口座からの支払い状況を確認することがで

きる。（バイヤーは一定額を事前に銀行口座に入金することになっており、商品購入金額等

はその口座から自動的に引き落としされる。）請求書等の作成・発行は自動化されている。

このように販売に係るすべての作業プロセスがモニタリングできるとも言える。 

船主は、海上から Pefa eLog を使って、漁獲データは Pefa のサーバーに記録・保存するこ

とができる。さらに、オランダでは、Pefa eLog を使って、水産当局 the Dutch Food Safety 

Authority (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit or NVWA)に漁獲データを送信して報告する

ことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4.4.2 Pefa Auction Clockを使った商品購入（電子せり＋オンライン） 
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4)価格の安定と透明性の向上 

電子せり - electronic auctions – は公正な競争と価格の安定に資するものと考えられる。バ

イヤーあるいは販売側（生産者側）のいずれの独占も許さず、バイヤーと販売者側（生産者

側）の両者に対してオープンな競争を通じて、公正な価格を確保する。地域内外から多くの

バイヤー（local and remote buyers）が参加することで、販売者側（生産者側）は市場の拡大

を図ることができる。バイヤーが同時に異なる国々の複数の市場から商品を確保すること

ができることで、バイヤー側にも多くの競争が起こる。 

電子せりにより、せり販売に関するあらゆることが、モニター・記録され、そして公開さ

れ、販売がより透明化する。誰がどんな種類の魚をどこでどのように獲っているのか、漁具・

漁法を用いているのか、他の市場も含めて相場はどうなっているかなど、Pefa System の web

サイト（公開のものとログインして閲覧するものがある）にアクセスするとこうした情報が

得られる。市場取引において、透明性を高めることは不可欠である。 

 

5)資源管理と持続可能性 

Pefa system は、漁獲割当など資源管理（sustainability）に資する。生産者側と同様に、市

場側も販売する商品の数量（陸揚げされた漁獲量）を水産当局へ報告しなければならな

い。以前は毎週ディスクを送って報告していたが、これが電子メールにかわり、現在は水

産当局がリアルタイムで陸揚げ報告 landing report にアクセスする形になっている。データ

の詳細の程度と信頼性が高まるとともに、データの報告の方法も容易となった。持続可能

性（sustainability）について話題にならなかったが、水産業をめぐる情勢の変化として、消

費者の関心の高まりを背景に持続可能性が益々重要となった。Pefa Auction Clock では、

MSC 認証の商品を購入したいバイヤーのために、当該商品であることがわかるように表示

している。 

 
6)Pefa system に連結した計量システム 

荷受けから選別・計量の作業を通じて、漁船、魚種、品質、重量などのデータは、手書

きの紙に書いて魚箱に投函または貼付されている。これら情報は販売カタログに手書きで

まとめられ、最後に手作業で Pefa system に入力されている。作業の効率化とデータ・情報

の正確性の確保のため、2016 年に、オランダのノードン Noorden 市場とデンウーフェル

Den Oever 市場では、Pefa system に連結した計量システム（図 4.4.4）を導入した。選別が

終わった魚箱を計量計の上に置き、漁獲や販売に関するデータを Pefa Supply App. を使っ

て入力すると、自動的に計量されて計量結果が Pefa system に記録されるシステムである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4.4.4 Pefa Supply App.に連結した計量システム 
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参考 Pefa Auction Clock の操作 

 

以下、https://www.pefa.com/services/pefa-auction-clock/より作成 

 

Pefa Auction Clock のログイン時の画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvide Sande: 市場名 

Next Vessels:次の商品の船名 

9999: バイヤー名 

Article-Cer: 魚種、サイズ（規格）、

品質等級、箱数、重量、認証      

最下段のロットが次の販売ロット 

Green ball:異なる重量のロットを含

む 
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L 353 Biscayen:船名 

IVB - lvb – Cen. North Sea:漁獲水域 

6: 操業日数 

Turbot: 魚種 

040 1000-2000:サイズ（規格） 

NO GT IC: NO = Normal, GT = Gutted, 

IC = Iced 

Kg/Box: 内容量 

Boxes: 1ロットの箱数 

Rest : 残っている箱の総重量 

Weight: 総重量 

QU: 品質等級 

Last Price: 直近の単価 

Supply: 当日の総販売重量 

 

 

Dotted line:ドットで販売価格を表示 

Red arrow: 現在の価格を表示 

69,6 DKK:現在の価格（市場通貨）通貨の変更

は不可 

9,36 EUR:現在の価格（バイヤー通貨）最初の

設定で変更可能 

Thyborøn and yellow/white ball:クリックするこ

とでクロックをストップさせて購入（キーボー

ドからも同操作は可能） 

Psetta maxima maxima: 魚の学名 

North Eastern Part Of The Atlantic Ocean: 漁獲水

域 

Min: 最小購入箱数 

PIGHVAR 3: 魚の地方名 

Gill Net –Sea-packed: 漁具・漁法名 船上で箱

詰めか否か 

Vessel-Loc Buyer: 直近の販売結果 

manual@pefa.com: ユーザー名（メールアドレ

ス） 
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Buying allowed + green or red ball: 緑マル

（購入可能） 赤マル（購入不可） 

Number + green/red ball:インターネットの

通信速度 緑マル（リアルタイムでせり

に参加可能） 赤マル（インターネット

速度が遅いためせりに参加不可） 

Ship icon:クリックすると Pefaシステム

を導入している市場を選択することが可

能 Settings icon: クリックして初期設定

または設定変更 

 

Actual supplies: 本日の販売情報（市場

別、船別、漁具・漁法別） 

Market prices:販売結果 

Transactions:バイヤーが購入した商品 

Expected supplies: 本日の陸揚げ情報 

Ball above yellow arrow (not visible on this 

screenshot):白マル（販売済） 緑マル（販売未了） 

 

 

 

購入するときには、左の計算機が表示 

 

9999:バイヤーの登録番号（変更可能） 

Pefa:バイヤー名 

32,8 DKK:単価（市場通貨） 

573,01 EUR:トータル金額 

4,41 EUR:単価（バイヤー通貨 

130:販売バッチ 

R/P:残りの箱数 

MIN:最小の購入箱数 

MAX:最大の購入箱数 

0-9:購入箱数の入力 

CE:削除 

OK:購入 
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内容量の異なるロットを購入するときに

は、左の計算機が表示 

 

40 kg:一定重量の箱 

781 kg-815 kg:販売バッチ 

26 Kg–12 kg:異なる内容量の箱からなるロッ

ト 

Icon 1 stone:全て内容量の異なる箱を選定 

Icon 6 stones:バッチ販売を全て選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定画面 

manual@pefa.com:バイヤー名 

Language:言語 

Buying allowed:バイヤーのアクティブかパッシブの選択 

Theme:画面のレイアウト 

Clock:ログインした時に表示されるクロック（クロック 1またはクロック 2）の市場の指

定 

Auctions: Settings for the different auctions: currency, buyer number, surcharge. 

Show trend last price:直近の販売結果の表示の有無 

Small clock in your currency:バイヤー通貨の表示の有無 
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(2)e-fish 

e-fish は EU 海洋漁業基金（EMFF）を活用したプロジェクト（期間：2014-2020 年）とし

て主要な市場で導入されている販売システムである。現地調査を行った 2018 年は 3 市場で

あったが、2020 年にはペスカーラ、ジュリアノーヴァ、リボルノ、チヴィタノーヴァ・マル

ケ、ポルト・サント・ステーファノの 5 市場に拡大している。ソフトウェアは、Go infoteam 

S.r.l.が、2005 年以降、水産物卸売市場の生産性や利益の向上を目的に開発してきたもので

ある。 

以下、e-fish の web サイト（2014 年公開し、2020 年に更新）http://www.efish.it/（図

4.4.5）に公開されている内容を整理した結果を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)せり販売システム 

e-Fish Auction module を使って、水産物卸売市場（産地市場）における卸売販売を行うこ

とができる（下げせり・下げせりのいずれも対応可）。具体的には、ハード・ソフトを整備

することで、次のような市場取引での作業を自動化できる。 

 

（自動化対象の作業） 

・漁船からの陸揚げ報告 

・コンベアの自動化 

図 4.4.5 e-fish webサイト（infoteam社） 

http://www.efish.it/ 
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・風袋重量・実重量の計量・取得 

・せり販売、複数ラインでのせり販売、注文購入、オンライン・オークション 

・トレーサビリティに関する規則に適合したラベル表示とトレーサビリティ 

・リアルタイムの価格と販売注文（受注オーダ）に関連する情報の管理 

・鮮魚、加工及びこれら混合の商品の管理 

・様々な購入デバイスとの相互運用性：無線周波数、モバイル、オンラインなど 

 

せり販売のスピードは、460 箱/時間・ラインまで向上している。さらに、1 市場で同時に

4 ラインを使ってせり販売を行うことも可能となった。水産物トレーサビリティの EU 基準

に合致したラベルをリアルタイムで印刷出力することで、市場、バイヤーから最終消費者ま

で、商品に関する情報を利用できる。様々な信頼性の高い技術を統合し、せり販売の効率化、

エラー発生のリスクの最小化、サプライチェーン全体を通じて共有される最新情報の構築

を行う。システムの構成は次のとおりである。 

 

（システム構成） 

・自動ベルトコンベア 

・自動計量システム（コンベアの一部に搭載） 

・商品の映像配信 

・多様なラベル印刷出力システム（バーコード、QR コード、レーザー印刷、インクジェ

ット印刷） 

・様々な表示方式（電光表示盤、スクリーン等） 

・RFID（近距離無線通信を用いた自動認識技術）を用いた梱包（パッキング） 

 

せり販売のスピードアップ、誤り発生リスクの最小化、最新情報の提供や関係者間での情

報の格差を回避する。正確かつ自動化を図る。本システムによるせり販売の手順は次のとお

りである。 

 

（せり販売手順） 

1. 船主は市場に魚箱に入れて水産物を陸揚げに搬入する。 

2. 市場側は、市場内の指定しているエリアの置き場所を決め、せり販売までの鮮度保持

を行う。 

3. せり販売が開始する 15 分前に、船別のせり販売順を電子くじ引きで決める。 

4. 定刻になると、ベルが鳴りせり販売が始まる。 

5. 市場職員は、1 ロットごとに魚箱（1 魚箱 1 ロット）をベルトコンベアの上に載せる。 

6. 魚箱がせり人の前までくると、魚箱の重量が自動計量され、記録される。 

7. せり人は、魚種と最初のせり販売価格をキャビン内の職員に伝える。 

8. 魚箱内の商品（水産物）の正味価格は、販売システムにより魚種や水、氷の有無に応

じて自動的に決まっており、最初のせり販売価格はこれを参考としている。 

9. そのあとのロットの商品が魚種、品質や規格が同じであれば、せり人はいくつかをま

とめて販売することも行うことがある。 

10. せり人がせり販売の開始をする。 

11. 最初の価格が表示盤やスクリーンに表示される。 

12. 5 セントごとに価格（5 秒につき 1€）が下がる。 
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13. バイヤーは、購入したい価格のときに無線リモコンを使って入札する。 

14. すると、表示盤またはスクリーンに表示される販売価格はそこで止まる。 

15. 同時に最初にリモコンのボタンを押したバイヤーのコードが表示盤またはスクリー

ンに表示される。 

16. せり人は、当該バイヤーに対して購入する意思はあるか、確認する。 

17. そのあとのロットの商品が魚種、品質や規格が同じであれば、せり人はいくつかをま

とめて当該バイヤーへ販売することもある。 

18. 漁獲情報や販売結果を記載したラベルが落札されたロットの魚箱に投函（プリンター

がベルトコンベア上にあると自動的に投函されるが、脇にある場合には印刷出力され

たラベルをせり人が手に取り、魚箱へ投函）される。 

19. 商品は搬出エリアへと移動していく。 

20. 市場職員は、魚箱をコンベアから卸し、魚箱の中のラベルに記載されているバイヤー

コードを確認し、指定されたバイヤーコード別の場所に商品をまとめ置きする。 

21. 船主は、自分の水産物がすべて販売終了すると、事務室へ行き、仕切り書を受け取る。 

 

2)オンラインオークション 

世代交代もあり、過去 15 年にわたって、バイヤーはリモートで商品を購入しようとする

傾向をもつようになった。オンライン・オークションとジャストインタイムの配送には、適

切なロジスティクスとコールド・チェーンが不可欠である。これに対して、電子せりの核と

なっているのは web ポータル（ポータルサイト）である。登録しているバイヤーは、市場で

せり販売されている商品をリアルタイムでかつその場にいなくてもオンラインで商品を購

入できる。彼らはその日の販売カタログを閲覧できる。そこに原産地、船名、魚種、規格、

品質などの他、現在、過去の価格も記載されている。魚箱を自動計量している間に、web カ

メラが当該魚箱内の商品を撮影し配信する。せり販売における物理的、地理的障害を取り除

くことで、市場のある地域だけでなく国内各地、さらに国外にも市場を拡大できる可能性を

持っている 

 

e-Fish Online Auction module を使って、リモートで水産物卸売市場（産地市場）における

卸売販売（下げせり・下げせりのいずれも対応可）を行うことができる。実際に市場に出向

いてせり販売に参加するのと同じ条件でバイヤーはリモートでせり販売に参加できる。

2005 年に、最初の e-Fish オンライン・オークションが運用された。以降、ブラウザー、モ

バイル機器、動画配信やインターネット接続のスピードが向上し、真にリアルタイムのオン

ライン購入は可能となった。すなわち、バイヤーは自分の PC、タブレットあるいはスマホ

をインターネットに接続（図 4.4.6）することで、せり販売にリアルタイムで入札し、商品

を購入することや、せり販売が始まる前に購入したい商品の注文を行うことができるよう

になった。 

 

 次のような信頼性の高い技術が統合されている。 

 

（要素技術） 

・IP カメラ 

・e-Fish オークション・ソフトの API（ アプリケーションプログラミングインタフェース） 

・せり販売中の商品の動画配信とバイヤー機器で閲覧できるブラウザー 
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“購入注文するのに、市場に出向いてせり販売に参加する必要がなくなった。”と言われて

いる。eBay®のように、バイヤーは購入したい商品の価格と数量を事前にリモートで伝える

ことで購入注文を行う。バイヤーの要望価格が市場での商品のせり販売と合致すると、バイ

ヤーの購入が決まる。このとき、e-Fish Auction、e-Fish EF2 software modules が必要となる。 

 

以上、市場での電子せりとともに、オンラインからせり販売への参加を可能とする e-fish

のローカル＆オンライン・オークションシステムのイメージを図 4.4.7に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.4.6 オンライン・オークション（PC、スマホからのオークション参加） 

http://www.efish.it/ 

図 4.4.7 e-fish のローカル＆オンライン・オークションシステムのイメージ 

http://www.efish.it/ 
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3)トレーサビリティ 

食品の品質と安全性に対する消費者の関心が高まり、マーケットは食品の製造・販売に関

わる企業に対してその保証を求めるようになり、国際的も要求されていることだが、効率的

でかつ信頼できるトレーサビリティが必要となっている。水産物・食品のサプライチェーン

に関しても同様である。食品の安全は重要な役割も果たしており、イタリア国内における水

産物・食品のトレーサビリティは 2006 年 1 月より法律によって義務付けられている。それ

以前に EU 評議会は、水産物・食品の表示義務に関する規則 (Regulation EC No 104/2000 and 

Regulation EC No 2065/2001)を採択した。本 EC 規則では、水産物・食品のラベルに魚種、生

産方法（漁具・漁法）、漁獲水域または養殖生産国を表示することを規定している。 

e-fish により作成・発行されるラベルには、図 4.4.8 に示すように漁獲及び販売情報が記

載されており、簡便で透明性の高い方法で水産物・食品全体のトレーサビリティが確保され

ている。この時の主な操作は次のとおりである。 

 

（主な操作） 

・せり販売の予約注文を行う。 

・販売された商品の平均価格を確認する。 

・自分が購入した商品の平均価格を確認する。 

・自分の購入リストを作成する。 

・ラベルから商品のトレーサを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数年前まではデスクトップ用アプリが多く利用されていたが、現在オンライン（インター

ネット）で送受信される情報量の 71%は、モバイル機器を使って行われている。その主な要

因は、誰もが携帯しているスマホによるものである。すなわち、e-Fish Mobile module が

図 4.4.8 ラベルの情報・トレーサビリティ 

http://www.efish.it/ 
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Google® Android® と Apple® iOS® mobile の OS に対応したものである。e-Fish Mobile APPs

により、登録ユーザーはリアルタイムでせり販売システムを運用し、データや文書等を処理

することができる。生産者やバイヤーは、相場傾向をモニタリングする、購入注文する、あ

るいは購入商品リストを閲覧する、トレーサビリティ情報を取得する（図 4.4.9）などが容

易にできる。主な操作は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)会計システム 

専用のソフトウェアを使って、市場における請求書の作成・発行、支払いなど複雑な会計

処理を簡単に行うことができる。また、サービスや料金に関する契約、商品のロット、バイ

ヤーの信用・購入限界、購入注文、統計データなどの管理とともに、輸送証明、仕切書・伝

票、販売通知書・伝票、その他伝票や書類の作成や記録・保存（図 4.4.10、4.4.11）を行う

ことができる。 

 

e-Fish EF2 module を使って、FAO の分類や EU 法に基づいた、バイヤー、生産者、漁船、

操業水域、魚種、養殖や原産地・生産地などに関する情報を管理する。これら操作は、タブ

レットやスマホからインターネットを通じてリモートで行うことができる。さらに、生産者、

バイヤーや水産当局の間で、書類や電子情報を送受信することができる。その日のせり販売

が終了すると、販売関係の書類が自動的に作成され、印刷出力される。市場は、PDF 文書を

作成・発行することや、メールで（XML ファイルの）輸送証明書、販売通知書や（CSV フ

ァイルの）明細を自動的に送信することができる。バイヤーは、トレーサビリティ統合シス

テムを使うことで、web サイトを通じて市場で購入した各商品を追跡することや国のポータ

ルサイト（https://www.controllopesca.politicheagricole.it/）に送信することになる XML ファイ

ルの文書を作成することができる。また、本システムは銀行システムと連結しており、各販

売はバイヤーの信用内（銀行の信用の程度の範囲内で購入ができるということ）で行われる。 

図 4.4.9 トレーサビリティ情報の取得（スマホ） 

http://www.efish.it/ 
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本システムは、水産物・食品のトレーサビリティや表示に関する規則である Circular No 

0025798 of 12/12/2014 と Regg. 1224/2009, 404/2011 and 1379/2013（イタリア農業・食品・

森林政策省）に適合したものである。船主（船）、（FAO）魚種別に年間のせり販売の連

続番号を付与することで、自動的に漁獲量を集計できるように設計されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.4.10 各種販売に関する情報の例 

http://www.efish.it/ 

図 4.4.11 管理データ及び作成・発行書類 
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(3)ポルトガルにおける電子化 

情報化、効率化、透明性の確保のため、1990年代前半からコンピュータを利用した電子せ

りが導入された。これにより、計量段階からリアルタイムで漁獲情報・販売情報が電子化さ

れることになった。2010年にはインターネットを通じて水産物を販売する新しいシステム

「オンライン・オークション」が拠点港の5市場に導入され、従来の市場にバイヤーが出向

いてせり販売に参加するシステム「ローカル・オークション」に対して、ネット環境が整い

端末があれば、どこからでもせり販売に直接参加し、リアルタイムでせり販売に参加できる

ものであった。せり販売の際にはwebカメラで商品を撮影し、その映像を配信しているが、

これは実際に実物を見てせり販売に参加し購入したいというバイヤーの要望を踏まえての

ことである。 

ケータリングやホテル、スパーマーケットなどの国内事業者の事前登録は増加している

とのことである。しかし、オンライン・オークションで販売される実績は、2017年の数値で

みると、全体の取引額221百万€に対して2百万€と1%程度と極めて低い状況にあり、これを

いかに高めていくかが今後の課題とのことであった。対応としては、英国やデンマーク、フ

ランスで指摘されたように、オンラインで購入した商品をいかにバイヤーの指定するとこ

ろまで輸送するかであり、輸送費を含めても商品を購入することが経済的に見合うもので

あることが前提である。この課題が解決しないと、実際にオンライン・オークションに参加

するバイヤーの増加や購入額は増えることはなく、販売価格の上昇は期待できない。 

 

 販売カタログは、計量用キャビン内の職員が計量を終わり確認した後、印刷され、キャビ

ンに掲示される。販売カタログをwebサイトに掲載する、ダウンロードを可能にするなどの

一層の電子化の余地はあるものと考えられる。 

 

落札と同時に、各ロットの漁獲情報・販売情報がサーバーに記録されていることから、販

売通知書等の作成は容易である。その後は、紙媒体で印刷し、これをバイヤーが市場の事務

室に取りに来ている。その理由として、バイヤー独自のデータ管理があることから、電子発

行（webサイトからのダウンロードや電子メールでの送信）の必要性はないとのことであっ

た。しかしながら、市場とバイヤー（第一購入者）との間でのトレーサビリティを正確かつ

容易な方法で確保するには、データ処理が可能なファイル形式で販売通知書等および関係

データを発行・提供することが必要である。 

 

近場の沿岸域で操業する地域の小型漁船漁業が大宗を占めていることから、入船情報に

ついては情報提供されていない。その日の販売が終了し、販売結果が確定するとwebサイト

にその日の販売結果（相場情報）が提供される。 
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(4)英国における電子化 

 ノルウェー浮魚販売組合による浮魚の電子入札は別として、底魚は次のようなせりに

よって販売されている。 

ⅰ．電子せり（下げせり） 

オークション・ルームにおいてせり人（1 人）がせりを執り行う。バイヤーは、

当該ルームにおいてせりに参加するローカルとインターネットを通じて国内およ

び世界各地から参加するリモートがある。ラーウィック・スキャロウェイ、プリマ

スが導入している。 

ⅱ．発声せり（下げせり）＋タブレット 

せり人（1人）が商品を陳列している場所において、せりを執り行う。せり人は、

ロット別に結果をタブレット入力する。ブリクサムがタブレットを導入している。 

ⅲ．発声せり（下げせり）＋伝票(庭帳) 

せり人（1人）が商品を陳列している場所において、せりを執り行う。せり人は、

ロット別に結果を伝票（庭帳）に手書きで記録する。ラーウィック・スキャロウェ

イ、プリマス、ブリクサム以外の漁港で行われている。 
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(5)イタリアにおける電子化 

 販売が電子化されている漁港・市場の一覧を表 4.4.1 に示す。電子化されているのは、

EU の海洋漁業基金 EMFF の活用による「e-fish」を導入した 5 地域（ペスカーラ、ジュリア

ノーヴァ、チヴィタノーヴァ、リヴォルノ、ポルト・サント・ステーファノ）とそれ以外の

システムを導入した 4 地域（アンコーナ、アンツィオ、サン・ベネデット・デル・トロント、

オルトーナ）である。このうち 7 地域では、市場に来なくても、インターネット環境があれ

ばどこかからでも PC、タブレット端末やスマホを使ってせり販売に参加できるオンライン・

オークションのシステムを導入しているが、稼働中や稼働するもののこのシステムを使っ 

てせり販売に参加するバイヤーがいないのが現状である。その理由は次のとおりである。 

 

（アンコーナの場合） 

2003 年に電子せり加えオンライン・オークションをヨーロッパで最初に導入したが、商

品の実物をオンラインで見ることができなかった（e-fish と異なり、カメラが装備されてい

なかった）。このため、システムを稼働させても、結果的に地域のバイヤーが利用するに限

られてしまうと考えられた。また、最終的に落札者を決定するのに、市場に出向いて参加し

ているバイヤーの価格とオンラインで参加しているバイヤーの価格を比較して判断するこ

とから、ローカル・オークションだけの時よりも時間が多くかかってしまうという問題が明

らかになった。市場としては、せり販売の落札結果を早く出すことが重要であると認識とオ

ンラインで参加するバイヤー1～2 人のためにシステム全体の処理スピードを遅くしてしま

っては、競争力が落ちてしまっては新しいシステムの導入の意味がないとの判断。2007 年

オンライン・オークションの稼働を中止した。 

 

（e-fish導入地域） 

オンライン・オークションのためのシステムが整備されたが、オンラインで購入した商品

をバイヤーへ鮮度保持しながら配送する、もしくは保管しておく部分についての対応が講

じられていない。また、広く地域外からのバイヤーを呼び込むためにやろうとしたところ、

この地域では小さい規格のものがよく売れているが、他の地域では売れないなど、地域によ

って売れ筋が異なり、同じ規格の商品を地域外のバイヤーも入れて競売することができな

いことが判明した。他方、地域のバイヤーは市場で購入する傾向が強いことも明らかとなっ

た。結果的に、オンライン・オークションを利用する意味がなくなり、稼働しているものの

バイヤーが利用する状況には至っていない。 

 

現在はローカル・オークションがシステムの基本であるが、インターネットを通じての情

報通信が容易になったことから、こうした効果はあることが実感されている。例えば、ⅰ）

コンピュータによるデータ管理になったことから運営がやりやすくなったこと、ⅱ）漁船隻

数は減少したが、1 船当たりの陸揚げが大きくなり、販売ロットがまとまりやすくなったこ

と、ⅲ）商品の電子追跡システムが改良され、スマホからも容易にシステムにアクセスでき、

市場取引に関する情報は入手しやすくなったことが指摘されている。 

 

（仕切書・販売通知書等の電子発行） 

e-fish「ローカル＆オンライン・オークション」及び（アンコーナなどで導入されている）

その他のシステムでは、仕切書・販売通知書等を PDF 文書で作成しメール等でする、さら 
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1980年～ 2000年～ 2010年～ 2015年～

ペスカーラ

2005年：e-fish「ローカル＆オ
ンライン・オークション」
専用webサイト（e-fish）
カメラ映像の配信
ラベルの自動印刷
電光表示盤とリモコン
自動計量
販売通知書等の電子発行
2ライン

2014年：e-fish「ローカル＆オ
ンライン・オークション」（販
売作業の効率化、市場の統合管
理システム）
購入注文purchase order
トレーサビリティのためのラベ
ル管理

2018年11月時点：
■オンライン・オークションを
稼働するものの利用者ゼロ

ジュリアノーヴァ

Clock式表示盤を使用し
ているが、電子化はさ
れていない（記録は紙
ベース）

2005年：電子せり
Clock式表示盤とリモコン
ラベルの自動印刷
自動計量
2ライン
■処理スピードが遅い

2014年：e-fish
「ローカル＆オンライン・オー
クション」
購入注文purchase order
スクリーン表示
カメラ映像の配信
トレーサビリティのためのラベ
ル管理
専用webサイト（e-fish）

2018年11月時点：
■オンライン・オークションの
稼働するものの利用者ゼロ

チヴィタノーヴァ

1994年：電子せり
Clock式表示盤とリモコ
ン
自動計量
ラベルの自動印刷
2ライン

2018年9月：e-fish「ローカル
＆オンライン・オークション」
購入注文purchase order
トレーサビリティのためのラベ
ル管理
スクリーン表示
専用webサイト（e-fish）
■ローカルより処理スピード低
下
2018年11月時点：
■オンライン・オークションの
稼働するものの利用者ゼロ

アンコーナ

1985年：電子せり
Clock式表示盤とリモコ
ン
自動計量
2ライン

1999年：
電光表示板
3ライン

2003年：「ローカル＆オンライ
ン・オークション」
■ローカルより処理スピード低
下
2007年：
■オンライン・オークションの
稼働を中止
購入注文purchase order
ラベルの自動印刷とトレーサビ
リティのためのラベル管理

1995年：電子せり
電光表示盤とリモコン
場内電波障害
1ライン

2010年：電子せり
電光表示盤と有線式ボタン

2015年：
自動計量
ラベル自動印刷とトレーサビリ
ティのためのラベル管理

2008年：電子せり
電光表示盤とリモコン
1ライン

2017年：
ラベル自動印刷とトレーサビリ
ティのためのラベル管理

サン・ベネデット・
デル・トロント

2010年：電子せり
スクリーン表示とリモコン
ラベルの自動印刷
自動計量
2ライン
専用webサイト

オルトーナ 

2013年：「ローカル＆オンライ
ン・オークション」
電光表示盤とリモコン
ラベルの自動印刷
自動計量
2ライン
専用webサイト

リヴォルノ

電子せり
Clock式表示盤とリモコン
自動計量
ラベルの自動印刷
2ライン

2015年12月：e-fish「ローカル
＆オンライン・オークション」
購入注文purchase order
スクリーン表示
カメラ映像の配信
トレーサビリティのためのラベ
ル管理
専用webサイト（e-fish）2018年
11月時点：
■オンライン・オークションの
稼働と利用は不明

ポルト・サント
・ステーファノ

2019年2月：e-fish「ローカル
＆オンライン・オークション」
購入注文purchase order
スクリーン表示
カメラ映像の配信
トレーサビリティのためのラベ
ル管理
専用webサイト（e-fish）

アンツィオ

表 4.4.1 販売が電子化されている漁港・市場の一覧 
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にデータ処理にも対応して XML や CSV 等のファイルを送信するなど電子媒体での作成・

発行が可能である。しかし利用者の要望を踏まえて、仕切書・販売通知書等を紙媒体で印刷

し、これを生産者やバイヤーに渡している（市場の事務室に取りに来る）のが実態である。 

その日の販売が確定すると、水産当局へ販売結果が電子報告される。また、販売数量・金

額に関する統計調査を行っており、毎月、市や州政府の統計当局や食料・水産当局へ報告が

行われている。 
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(6)デンマークにおける電子化 

1)DFA 傘下の市場（漁港） 

 FDA（3 市場）に登録しているバイヤーは約 200 名だが、海外のバイヤーが約 6 割を占

めている。また国内については、地域や隣接する漁港だけでなく全国各地のバイヤーが登

録している。実際に通常 Pefa System にアクセスしてせり販売に参加しているのは 100～

120 名である。インターネットを利用したオンライン・オークションを導入したことで、

国内だけでなく広くヨーロッパ各地からバイヤーを呼び込むことに成功したと言える。 

DFA 傘下に入ってからの 2009 年以降は、3 市場のせり販売の一元化に伴い、ヴィデ・

サンディ、トースミンネにせり販売職員を配置する必要がなくなった（2 人削減相当）。 

 

2)Fiskeauktion DK 傘下の市場（漁港） 

主要な3市場（スカーイェン、ハンストホルム、ヒァツハルス）では、電子化により、次

のような効果があったことが市場関係者から指摘されている。 

ⅰ 市場職員が行う商品に関する情報の読み間違いや記載の誤りがなくなった。 

ⅱ どれがどの商品なのか把握でき、商品を正確かつ容易に管理することができる。 

ⅲ バイヤーの購入する数量が多いが、せり販売途中でどれだけ自分が購入したかがわ 

かる。 

ⅳ せり販売の進行とともに、ほぼリアルタイムで商品の販売情報（漁獲情報も）が電子

化されることから、販売通知書等の作成が容易になり、せり販売が終了すると、すぐ

に販売通知書等が発行できる。水産当局への報告、販売結果（相場情報）の web サイ

トへの掲載なども、せり販売終了後、1 時間以内で行われている。 
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(7)フランスにおける電子化 

 せり販売の電子化の推移と電子化による省人化・省力化、時間短縮の状況を図 4.4.12

に示す。 

電子化を最初に導入したのはサンゲノレであり、1980 年代当時としては最新のせり販売

システム（ローカル・オークション）であった。商品が陳列されている場所で、せり人の

掛け声で進行するせり販売に代わり、せり販売室内においてせり人とバイヤーが各々の席

に着き、ベルトコンベアで室内を移動する商品に対して、せり表示盤（電光式）を見なが

ら購入したい価格になったときに手元の（有線式）ボタンを押す方式であった。せり販売

の電子化により、次の効果があらわれたと言われている。 

 

（電子化の効果） 

 ⅰ．商品に関する情報がリアルタイムで電子化され、かつ商品に関する漁獲情報・販売

情報がラベルに印刷されることになり、省人化・省力化、時間短縮が図られてい

る。 

ⅱ．せり販売の透明性、公平性が確保できている。 

  

2000年以降は、インターネットやブロードバンドの普及に伴い、他の漁港でもせり販売の

電子化が行われるようになった。せり販売に参加し、購入するシステムの概要は、次のとお

りである。 

 

（販売に参加・購入するシステムの概要） 

ⅰ．せり販売室にせり人とバイヤーが集まり、ベルトコンベヤの上を移動する商品に対し

て、バイヤーが（電光式）表示盤を見ながらリモコン（無線またはインターネット）を

操作する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4.4.12 販売方式の電子化の推移 
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ⅱ．せり販売室にせり人とバイヤーが集まり、バイヤーがスクリーンを見ながら、卓上の

ボタン（有線）またはPC端末を操作する。 

ⅲ．せり販売室にせり人とバイヤーが集まり、（電光式）クロック（Clock）を見ながら、

バイヤーが卓上のボタン（有線）またはPC端末を操作する。 

ⅳ．商品が陳列されている場所にせり人とバイヤーが集まり、せり人が移動せり表示盤

（Mobiclock）を使い、バイヤーがリモコン（無線またはインターネット）を操作する。 

ⅴ．せり人が移動せり表示盤（Mobiclock）を使い、ベルトコンベヤの上を移動する商品

に対して、バイヤーがリモコン（無線またはインターネット）を操作する。 

ことでせり販売に参加し、購入する方式がある。 

 

2010年頃からは、EUの推奨もあり販売における一層の公平性の確保のためと、販路の拡

大と価格の向上を図るために、インターネットを通じたオンラインでのせり参加ができる

システム（オンライン・オークション）へと拡大した。現在、オンライン・オークションが

可能な漁港は11漁港である。 

 

せり販売方式が、せり人と記録者の2人1組の発声方式から、せり人がひとりで行う移動せ

り表示盤を使った電子せりになったことで、省人化が図られている。ブローニュ=シュル=

メールでは、電子化が比較的遅かった。しかし、商品の陳列されている場所において2人6組

で発声方式によりせり販売していたのが、せり販売室にせり人とバイヤーが集まり、3人の

せり人が3つのせり表示盤（Clock）を使って行う電子せり - 一人のせり人が一つのせり表

示盤を使用して行う電子せり - になったことで、市場職員は12人から3人に削減された。せ

り販売については、電子化により時間が短縮されたと言われており、具体的に時間が示され

た、レ・サーブ=ドロンヌ（3H45→3h）とギルヴィネック（2h→1h）では1時間程度時間が短

縮されたとのことである。 

 

（オンライン・オークションの効果） 

オンライン・オークションを導入したことで、地域外からの登録バイヤー数が増えたと

言われているが、具体的な数字が明らかにされたのは、ロクテュディであり、導入前の約

50 人（社）が導入後（現在）は 86 人（社）というものであった。表 4.4.2より延べ登録

バイヤー数は 1,040 人（社）のうち地域外は 723 人（社）であり、これは登録バイヤー数

の約 7 割に相当する。 

地域のバイヤーも事務所やアトリエからオンラインでせり販売に参加している場合があ

ること、ラ・ロッシェルを調査した当日は、せり販売室に居たバイヤーが 5 人に対して、

オンラインでの参加者は 39 人であったを考えると、地域内外にかかわらず、オンライン

でのせり参加が主流と言える。オンラインでは同時に複数の漁港（市場）のせり販売に参

加できること、市場が商品の品質向上に努め、その品質を的確に評価しているのであれ

ば、一層オンラインでのせり販売は進行するものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 



143 

 

4.5 漁港・市場における陸揚げ・販売の動向 

(1)ノルウェー 

1)ノルウェーの漁業生産と平均価格 

 陸揚げ数量と平均価格の推移を図 4.5.1に示す。浮魚について、陸揚げ数量は 2002 年以

降減少していたが、2013 年以降、多少の変動があるものの横ばいで推移している。浮魚の

平均価格は 1994 年以降増加傾向を示している。底魚について、陸揚げ量は 1999 年～2009

年に減少していたが、2010 年以降、1998 年以前の水準に回復して横ばいで推移している。

底魚の平均価格は 1994 年以降増加傾向を示している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)浮魚販売組合の販売数量・金額と平均価格 

 浮魚のほとんどはノルウェー浮魚販売組合を通じて販売されている。その食品、魚粉・魚

油別に販売数量と平均価格の推移を図 4.5.2に示す。食品、魚粉・魚油とも平均価格は、増

加傾向にあるが、これは販売数量の減少によるものと見られる。 

 

 

 

 

 

図 4.5.1 ノルウェー漁船による陸揚げ量・平均価格に推移 

Economic and biological figures from Norwegian fisheries, Directorate of Fisheries より作成 
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図 4.5.2 ノルウェー浮魚販売組合の販売数量・平均価格の推移 

Annual report for 2018, Norges Sildesalgslag (Norwegian Fishermen’s Sales Organization for 

Pelagic Fish) 及び Norges Sildesalgslag 提供資料より作成 
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(2)ポルトガル 
1) ポルトガルの陸揚げ数量・金額と平均価格 

 陸揚げ数量・金額と平均価格の推移を図 4.5.3に示す。陸揚げ数量・金額と平均価格は、

2002 年以降 2012 年まで多少の変動があるもののほぼ横ばいで推移していた。しかし、2013

年以降は、陸揚げ数量が約 15%程度減少して横ばいで推移している。平均価格は増加傾向

を示し、いったん減少した陸揚げ金額も増加傾向で推移している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)拠点漁港における陸揚げ数量・金額と平均価格 

主な漁港と位置図と陸揚げ数量・金額（2018 年）を図 4.5.4 に示す。各地域圏には拠点

漁港があり、拠点漁港ではオンラインでせり販売に参加できるようになっている。拠点漁港

は少なくとも 2002 年以降変わっていない。拠点漁港は、その地域圏における地理的状況、

陸揚げ数量・金額、背後の加工業、物流等を考慮して選定されている。Centro 地域圏を例に

見てみると、陸揚げ数量・金額の順位では 1 位 Peniche、2 位 Aveiro、3 位 Figueira da Foz で

あるが、海岸線が長いこと、隣接する Norte の拠点漁港である Matosinhos が Centro 地域圏

に接していることから、拠点漁港は 2 港とし、陸揚げ数量・金額 1 位の Peniche と 3 位の

Figueira da Foz が指定されている。 

 

 拠点漁港における陸揚げ数量・金額およびその割合の推移を図 4.5.5に示す。2002 年か

ら 2018 年までの間に、拠点漁港における陸揚げ数量の割合は 5 ポイント、陸揚げ金額の

割合は 8 ポイント増大している。拠点漁港の役割が増大しているものと推量される。2002

年の数値を 1.00 として、拠点漁港における平均価格の上昇・減少率の推移を図 6.5 に示

す。2010 年以降、Sesimbra 以外の拠点漁港の平均価格は 2002 年に対して上昇傾向を示し

ている。拠点漁港以外の漁港の平均価格は 2002 年以降減少し、2017 年に初めて上昇に転

じた。 

Estatísticas da Pesca 2003-2018, Instituto Nacional de Estatística (INE) e a Direção-Geral de Recursos 

Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM)より作成 

図 4.5.3 市場における陸揚げ数量・金額と平均価格の推移 
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図 4.5.4 拠点港における陸揚げ数量・金額およびその割合の推移 

図 4.5.5 拠点漁港における平均価格の上昇・減少率の推移 

Estatísticas da Pesca 2003-2018, Instituto Nacional de Estatística (INE) e a Direção-Geral de 

Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM)より作成 

Estatísticas da Pesca 2003-2018, Instituto Nacional de Estatística (INE) e a Direção-Geral de 

Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM)より作成 
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拠点漁港における平均価格は上昇傾向にあるが、2010 年以降、特に著しい上昇傾向が見

られる。また、拠点漁港における陸揚げ数量割合は、総陸揚げ数量が減少するにつれて減少

する傾向が続いていたが、今般（2017 年、2018 年）は、総陸揚げ数量が低い状況の中、上

昇している。国内総陸揚げ数量の増大が期待できない中で、施設整備やオンライン・オーク

ションシステム導入など拠点漁港への施策の重点化の効果が発現しているものと考えられ

る。各・漁港市場における陸揚げ数量・金額および平均価格の推移を図 4.5.7に示す。 

 

（セシンブラ） 

2002 年から 2018 年までの間に、陸揚げ数量は 10,793 トンから 27,277 トンに増加（2.5 倍）

した。陸揚げ金額でも 23.9 百万ユーロから 36.6 百万ユーロに増加（1.5 倍）した。2002 年

以降、陸揚げ数量は増加傾向にあったが、2014 年以降は横ばいと言える。平均価格も、同

様に推移している。陸揚げ金額は、2008 年まで増加傾向にあったが、2009 年以降は変動の

あるものの、ほぼ横ばいで推移している。 

 

（ペニシェ） 

2002 年から 2018 年までの間に、陸揚げ数量は 17,247 トンから 12,774 トンに減少（0.7 倍）

した。陸揚げ金額では 28.8 百万ユーロから 39.2 百万ユーロに増加（1.4 倍）した。陸揚げ数

量は 2013 年に減少し、その後は多少変動なあるものの横ばいで推移している。平均価格は、

2002 年以降、増加傾向にある。 

 

（マトジーニョス） 

2002 年から 2018 年までの間に、陸揚げ数量は 28,254 トンから 20,656 トンに減少（0.7 倍）

した。陸揚げ金額では 26.5 百万ユーロから 30.2 百万ユーロに増加（1.1 倍）した。陸揚げ数

図 4.5.6 拠点漁港の陸揚げ数量の割合 
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量は 2012 年以降減少し、2015 年以降は増加傾向にある。平均価格は、2002 年以降横ばいで

あったが、2011 年以降は増加傾向にある。 

 

(セトゥバル) 

2002 年から 2018 年までの間に、陸揚げ数量は 3,068 トンから 2,270 トンに減少（0.7 倍）

した。陸揚げ金額でも 7.8 百万ユーロから 6.9 百万ユーロに減少（0.9 倍）した。2002 年以

降、陸揚げ数量は増加傾向にあったが、2012 年に減少し、その後は横ばいで推移している。

平均価格は減少傾向にあったが、2012 年以降は増加傾向にある。陸揚げ金額は、減少傾向

にあったが、2015 年以降は増加傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.7 陸揚げ数量・金額と平均価格の推移 

Estatísticas da Pesca 2002-2018, Instituto Nacional de Estatística (INE) e a Direção-Geral de Recursos Naturais, 

Segurança e Serviços Marítimos (DGRM)より作成 

セシンブラ                      ペニシェ 

マトジーニョス                    セトゥバル 
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(3)英国 

1)英国の陸揚げ数量と平均価格 

 陸揚げ数量と平均価格の推移を図 4.5.8 に示す。陸揚げ数量は、2003 年以降、漸減傾向

にあるが、平均価格は増加傾向を示している。2003 年以降の底魚、浮魚、貝類の構成別に

見ると、浮魚の減少が大きい。 

浮魚は、ノルウェー浮魚販売組合 Norges Sildesalgslag のインターネットによる電子入札を

通じて販売され、漁船は漁場から落札したバイヤーの指定する加工場（漁港に所在）に向か

い、前面の岸壁に接岸、そしてフィッシュポンプで加工場内へ搬入する。これに対して底魚

は、漁獲された後船上にて計量され、施氷のうえ箱詰めされる。魚種によっては、船上にて

頭が切り落とされるものや内臓が除去されるものがあり、洗浄された後に箱詰めされる。漁

港に入港し、市場前面の岸壁で陸揚げされ、場内へ搬入される。魚箱には一定の規格のプラ

スチック製容器が使用され、その寸法は、施氷したうえで適切に箱詰めされた状態での水産

物の重量が一定になるように定められている。当該重量は名目上の重量と呼ばれ、国内では

40kg もしくは 45kg とされている。               

 

漁港で陸揚げ、市場取引されている底魚について、主要港または拠点港別の陸揚げ数量と

平均価格の推移を図 4.5.9、4.5.10 に、陸揚げ数量と平均価格の関係を図 4.5.11 に示す。

総陸揚げ量は、1996 年をピークに減少し、2006 年にはおよそ半減、2007 年以降は横ばいに

推移している。漁港別には、2010 年以降アバディーン Aberdeen での陸揚げがなくなり、他

方隣接するピーターヘッド Peterheadの陸揚げが増えている。シェットランド Shetland Islands

（シェットランド諸島の漁港）であり、1996 年より陸揚げ量が減少傾向にあったが、2003

年以降は徐々に増加へ転じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4.5.8 陸揚げ数量と平均価格の推移 

（英国漁船と外国漁船による陸揚げ） 

UK Sea Fisheries Statistics by Marine Management Organization, Scottish 

Fisheries Statistics by NAFS Marine Centre より作成  
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図 4.5.9 漁港別陸揚げ数量の推移 

図 4.5.10 漁港別平均価格の推移 

（英国漁船と外国漁船による陸揚げ） 

（英国漁船と外国漁船による陸揚げ） 

UK Sea Fisheries Statistics by Marine Management Organization, Scottish 

Fisheries Statistics by NAFS Marine Centre より作成  

UK Sea Fisheries Statistics by Marine Management Organization, Scottish 

Fisheries Statistics by NAFS Marine Centre より作成  
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主要港または拠点港の陸揚げ数量の国内全体に対する割合は、53%（12990 年）から 82%

（2019 年）に大きく増加していることから、一貫して陸揚げの拠点化が進んでいることが

わかる。平均価格は、概して陸揚げ量の減少とともに増加し続けているが、シェットランド

の拠点港に関しては、これらと異なり、陸揚げ数量の増加とともに平均価格も増加している。 

 

2)主要漁港における陸揚げ数量と平均価格 

（シェットランド：ラーウィック・スキャロウェイ） 

1990 年以降の底魚、浮魚の陸揚げ量および平均価格の推移を図 4.5.12、4.5.13 に示す。

シェットランドの陸揚げの数量と金額は 1990年以降減少し、半減近くまで落ち込んだ。し

かし 2003年以降状況劇的に変わり、著しい増加傾向を続けている。 

ラーウィック・スキャロウェイでは、底魚資源の悪化や、北海という主要漁場の中央に位

置しながら島という条件不利のため陸揚げ量の減少が続いていた。減船と廃業の補償とい 

う選択が迫られる中で、島外からのバイヤーの参加や販路拡大のため、2003 年にインター

ネットを利用したオンラインによる電子せりを導入した。浮魚については、この時すでにノ

ルウェー浮魚販売組合がオンライン・オークションを開始していた。ICT 技術を活用して市

場取引の電子化・ネットワーク化が進む中で、品質管理の徹底指導も行われてきた。さらに、

図 4.5.11に示すように、陸揚げ数量の増加とともに平均価格も上昇していることは、販路

拡大と品質管理の効果が表れているものと考えられる。 

 

 周辺漁場で操業する漁船からの漁獲情報や諸島内の市場からの陸揚げ情報は、水産当局

（研究機関）に報告され、資源管理の分析が行われている。底魚について、地元および外来

漁船による島内漁港への陸揚げは、72 千トン、79 百万ポンド（2016）であった。 

 

図 4.5.11 陸揚げ数量と平均価格の関係（1990年-2018年） 

（英国漁船と外国漁船による陸揚げ） 

UK Sea Fisheries Statistics by Marine Management Organization, Scottish 

Fisheries Statistics by NAFS Marine Centre より作成  
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Shetland Fisheries Statistics by NAFC Marine Center of the Highlands and Islands より作成 

図 4.5.12 シェッドランドにおける浮魚の陸揚げ数量と平均価格の推移 

図 4.5.13 シェッドランドにおける底魚の陸揚げ数量と平均価格の推移 

Shetland Fisheries Statistics by NAFC Marine Center of the Highlands and Islands より作成 



153 

 

（ピーターヘッド） 

漁港での陸揚げ数量（浮魚・底魚・貝類）は、1990 年代中ごろから減少（図 4.5.9）して

いたが、2004 年には増加に転じ、2010 年には 2004 年当時の倍増（図 4.5.14）となり英国

第 1 位の陸揚げ漁港となっている。他方、1990 年代、隣接するアバディーンは、北海油田

開発の前線基地とスコットランドの陸揚げと水産加工の拠点であった。その後資源状況の

悪化で陸揚げ量が減少し、2011 年には市場は閉鎖・取り壊しされた。港の使用料や市場販

売手数料がピーターヘッドをはじめとする周辺漁港よりも高かったことも理由として指摘

されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イングランド南西部～ニューリン・ブリクサム・プリマス） 

同じイングランド南西部のニューリン、ブリクサムとプリマスについて、1990 年以降の

陸揚げ数量、平均価格、底魚・浮魚別の陸揚げ数量・平均価格等について図 4.5.15に示す。

プリマスは価格の低い浮魚が約 5 割を占めており、その浮魚による陸揚げが多かったこと

から、2010 年ごろまでプリマスは陸揚げ数量で第 1 位を記録していた。3 漁港いずれも平

均価格は上昇傾向にあり、中でもプリマスの上昇率が大きい。底魚についてみると、ニュー

リンとブリクサムの陸揚げ数量は減少し、プリマスの陸揚げ数量は増加している。浮魚につ

いてみると、ニューリンとブリクサムの陸揚げ数量は増加し、プリマスの陸揚げ数量は減少

している。 

 

 

 

UK Sea Fisheries Statistics by Marine management Organization, Scottish Fisheries Statistics 

by Scottish Government より作成  

図 4.5.14 ピーターヘッドにおける陸揚げ数量と平均価格の推移 
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3)主要漁港における取組とその効果 

 水産物の国際的な需要の高まりと資源管理の必要性、消費者の持続可能性への関心の

高まり等を踏まえ、適切なメルクマール（評価指標）を設定した上で、英国の漁港（市

場）の取組とその効果を整理した結果を表 4.5.1に示す。欧州の中では、電子せりで代

表される販売方法として、電子化・ネットワーク化が行われている漁港（市場）はラー

ウィック・スキャロウェイ、プリマス、ブリクサムに限られているが、国内外からのバ

イヤーも呼び込みながら、陸揚げ量（陸送搬入を含む）の増加と同時に平均価格の上昇

を実現している。現段階では電子化・ネットワーク化には至っていないが、品質管理と

その指導、消費者の求めるエコラベルへの対応、輸出のための加工・輸送を考慮し、迅

速なせりと商品の搬出に努めているピーターヘッドでも、陸揚げ量の増加と同時に平均

価格の上昇を実現している。特に品質管理の取組が平均価格の向上に結び付くことを調

査・指導により示したラーウィック・スキャロウェイとピーターヘッドは注目すべきも

のである。 

水産物の流通拠点漁港（産地市場）においては、高度衛生管理型漁港・市場の整備とと

もに、市場取引業務を中心に電子化・ネットワーク化を推進することで、省力化・時間短

縮、データや情報の正確性の確保を実現するとともに、記録・保存された情報（電子化）

に基づき、トレーサビリティや資源管理にも対応できるシステムの導入が早急に求められ

る。今回は、周辺に豊かな漁場を有し、徹底した資源管理の下、品質管理や販売の電子 

図 4.5.15 イングランド南西部主要漁港の陸揚げ等の推移 

UK Sea Fisheries Statistics, UK Government Services and Information より作成 
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化・ネットワークによる取扱量の増大や価格の向上に取り組んでいる英国の取組につい

て、現地調査と統計調査を中心に調査した結果を紹介した。電子化・ネットワーク化だけ

でなく、品質管理とその指導等が陸揚げ量の増加と同時に平均価格の上昇を実現している

ことは、注目すべきことである。 
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 (4)イタリア 

陸揚げ・販売に関する経年データが得られた漁港・市場が限られていることから、ペスカ

ーラとチヴィタノーヴァにおける販売数量・金額及び平均価格の推移を図 4.5.16 に示す。

ペスカーラでは、陸揚げ数量が 2006 年以降減少傾向であったが、2013 年以降回復傾向を示

している。平均価格は、横ばいもしくは微増で推移している。チヴィタノーヴァでは、陸揚

げ数量が 2006 年以降減少傾向であったが、2013 年以降は多少の変動はあるものの、横ばい

で推移している。平均価格も、2013 年以降、横ばいで推移している。 

 

ペスカーラでは 2005 にプロジェクト“e-fish”を開始し、発声せりに代わって電子せりとオ

ンラインでのせり参加ができるローカル＆オンライン・オークションを国内で最初に導入

した。2007 年から 2013 年にはプロジェクト「e-fish の電子化システムの改善による販売作

業の効率化、市場の統合管理システムの構築」に取り組んでいたが、その間、販売数量・金

額は激減する傾向にあった。その後の 2014 年以降は、プロジェクト開始時（2007 年）の数

量で約 8 割、金額で約 7 割まで回復し横ばいで推移している。 

販売数量・金額、そして平均価格の回復に要因として、漁船の大型化と電子化システムの

改善が挙げられる。結果的に、オンライン・オークションを利用する意味がなくなり、稼働

しているもののバイヤーが利用する状況には至っていない。他方、ⅰ）本システムを導入し

たことでコンピュータによる完全なデータ管理になったことから運営がやりやすくなった

こと、ⅱ）漁船隻数は減少したが、1 船当たりの陸揚げが大きくなり、販売ロットがまとま

りやすくなったこと、ⅲ）商品の電子追跡システムが改良され、スマホからも容易にシステ

ムにアクセスできるようになったことが市場関係者の認識である。 

 

チヴィタノーヴァは、早期に電子化の導入が行われたが、ほぼ安定した販売数量・金額を

維持してい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infoteam S.r.l.（2015 年 4 月 16 日）ミラノ講演資料、市場資料より作成 

図 4.5.16 陸揚げ数量・金額と平均価格の推移 

     ペスカーラ                    チヴィタノーヴァ 
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(5)デンマーク 

1)デンマークの漁業生産と平均価格 

 食用と産業用に分けて、陸揚げ数量の経年推移を図 4.5.17、4.5.18に示す。食用は、2000

年以降減少し続け、2011 年には半減し、以降は横ばいである。現在、主要な陸揚げ港となっ

ているスカーイェン港、ヒァツハルス港、ハンストホルム港、テューボルン港の陸揚げ量の

割合は、2000 年の 49.3%から 2016 年には 69.7%に大きく増大している。産業用は、2000 年

以降減少し続け、2007 年には半減し、以降は 323 千トンから 880 千トンの間で大きく変動

している。現在、主要な陸揚げ港となっているテューボルン港、スカーイェン港とハンスト

ホルム港の陸揚げ量の割合は、2000 年の 45.6%から 2016 年には 82.4%に大きく増大してい

る。他方、2000 年に 40.5%を占めていたエスビヤウ港は陸揚げ量が減少し、2008 年には陸

揚げ実績がなくなった。 

港別仕向け先別に平均価格の推移を図 4.5.19に示す。底魚・甲殻類、浮魚と産業用に分

けて平均価格の推移を見てみる。底魚・甲殻類の平均価格は、陸揚げ港によってその推移の

傾向は異なり、スカーイェン港とギルライエ港のそれは変動しながらも増加している。その

他の陸揚げ港でも 2012 年以降漸増傾向にある。浮魚と産業用の平均価格については、変動

しながらも増加し、2000 年の平均価格に対して、2016 年には前者が 2.5～3.0、後者も 2.9～

3.7 倍となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4.5.17 漁港別陸揚げ数量（産業）の推移 

デンマーク農業漁業省「Yearbook of Fishery Statistics」より作成 
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以下、デンマーク農業漁業省「Yearbook of Fishery Statistics 2000～2016」のデータに基づ

き、各漁港・市場における陸揚げ数量・平均価格について図化した結果を示す。 

図 4.5.19 漁港別仕向け先別平均価格（比率）の推移 

図 4.5.18 漁港別陸揚げ数量（食用）の推移 

デンマーク農業漁業省「Yearbook of Fishery Statistics」より作成 

デンマーク農業漁業省「Yearbook of Fishery Statistics」より作成 
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2)主要漁港における陸揚げ数量と平均価格 

 (ギルライエ) 

 市場における陸揚げ数量と平均価格の推移を図 4.5.20 に示す。陸揚げ数量は、2007 年を

ピークに減少し、2013 年にはピーク時の 3 分の 1 までに落ち込んだ。2013 年以降は漸増し

ている。平均価格は、数量の減少に対応して増大している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Danske Fiskeauktioner傘下の市場及び市場が所在する港） 

 DFA（Danske Fiskeauktioner A/S）傘下の市場の所在するテューボルン、ヴィデ・サンディ、

トースミンの漁港における陸揚げ量について、2016年の数値で比較した結果を図4.5.21に

示す。テューボルンが産業用も食用も突出し、ヴィデ・サンディがこれに続いている。市場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.20 陸揚げ数量と平均価格の推移 

図 4.5.22 陸揚げ数量と平均価格の推移 図 4.5.21 陸揚げ数量（2016年） 

デンマーク農業漁業省「Yearbook of Fishery Statistics 2000~2016」より作成 

デンマーク農業漁業省「Yearbook of Fishery Statistics 2000~2016」より作成 
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が取り扱う底魚・甲殻類について陸揚げ量と平均価格の推移を図4.5.22に示す。3市場とも、

2000年以降、陸揚げ量が減少傾向にあったが、DFA傘下に入ってからの2009年以降は、陸揚

げ量が増加に転じるとともに、平均価格も上昇傾向を示している。 

 

（テューボルン） 

 テューボルンの産業用の陸揚げ数量（陸送も含む）及び平均価格の推移を図4.5.23に示す。

陸揚げ量は、10万トンから30万トンの間で大きく変動している。一方、平均価格は、上昇傾

向にあり、2016年の平均価格は、2000年のおよそ3倍までに上昇（陸揚げ量は3割程度減少）

している。市場で取り扱う底魚・甲殻類の陸揚げ数量及び平均価格の推移を図4.5.24に示す。

陸揚げ数量は、Pefa Systemを導入した2001年以降、15千トン以上を維持していたが、2005年

以降はそれを下回り、減少が続いた。3市場がDFA傘下になってからの2009年以降は、陸揚

げ数量が増加に転じるとともに、平均価格も弱いながらも上昇傾向を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Fiskeauktion DK傘下の市場及び市場が所在する港） 

 Fiskeauktion DK傘下の市場の所在するスカーイェン、ハンストホルム、ヒァツハルス、ス

トランドビュー、グレーノの漁港における陸揚げ数量について、2016年の数値で比較した結

果を図4.5.25に示す。総陸揚げ数量では、スカーイェンが突出し、ハンストホルムがこれに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.24 陸揚げ数量と平均価格の推移 図 4.5.23 陸揚げ数量と平均価格の推移 

図 4.5.25 陸揚げ数量（2016年） 

デンマーク農業漁業省「Yearbook of Fishery Statistics 2000~2016」より作成 

デンマーク農業漁業省「Yearbook of Fishery Statistics 2000~2016」より作成 



162 

 

に続いている。産業用についてはスカーイェンが最も多く、ハンストホルムがこれに続いて

いる。食用（ニシン等）については、スカーイェンが最も多く、ヒァツハルスがこれに続い

ている。食用（底魚・甲殻類）についてはハンストホルムが最も多く、ヒァツハルスがこれ

に続いている。 

 

（スカーイェン） 

スカーイェンの産業用の陸揚げ数量（陸送も含む）及び平均価格の推移を図4.5.26に示す。

陸揚げ数量は、10万トンから35万トンの間で大きく変動している。一方、平均価格は、上昇

傾向にあり、2016年の平均価格は、2000年のおよそ3倍までに上昇（陸揚げ量は15%程度減

少））している。浮魚（ニシン等）の陸揚げ数量及び平均価格の推移を図4.5.27に示す。陸

揚げ量は、2000年以降横ばいで推移していたが、2010年以降は8万トンから15万トンの間で

変動している。一方、平均価格も同様に横ばいで推移していたが、2010年以降は2.9Kr./kgか

ら5.4Kr./kgの間で変動している。 

市場で取り扱う底魚・甲殻類の陸揚げ数量及び平均価格の推移を図4.5.28に示す。陸揚げ

数量は、2000年以降増加していたが、2007年に急に半減し、以降は4千トンから8千トンの間

で変動している。2007年以降の平均価格は、陸揚げ数量に応じて18Kr./kgから32Kr./kgの間

で変動している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4.5.28 陸揚げ数量と平均価格の推移 

図 4.5.27 陸揚げ数量と平均価格の推移 図 4.5.26 陸揚げ数量と平均価格の推移 

デンマーク農業漁業省「Yearbook of Fishery Statistics 2000~2016」とスカーイェン港の資料より作成 

デンマーク農業漁業省「Yearbook of Fishery Statistics 2000~2016」とスカーイェン港の資料より作成 
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（ハンストホルム） 

ハンストホルムの産業用の陸揚げ数量（陸送も含む）及び平均価格の推移を図4.5.29に示

す。陸揚げ数量は、4万トンから17万トンの間で大きく変動している。一方、平均価格は、

上昇傾向にあり、2016年の平均価格は、2000年のおよそ3.5倍までに上昇（陸揚げ数量は4程

度増加））している。市場で取り扱う底魚・甲殻類の陸揚げ数量及び平均価格の推移を図

4.5.30に示す。陸揚げ数量は、2000年以降、28千トンから41千トンの間の小幅で変動してい

る。平均価格は、陸揚げ数量に応じて11Kr./kgから18Kr./kgの間で変動していたが、2013年以

降は、陸揚げ数量が増加するとともに、上昇している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ヒァツハルス） 

浮魚（ニシン等）の陸揚げ数量及び平均価格の推移を図4.5.31に示す。陸揚げ数量は、2000

年以降横ばいで推移していたが、2006年から減少に転じ、2009年には半減以下になった。そ

れ以降は漸増し7割近くまで回復しているところである。一方、平均価格は、変動はあるも

のの、上昇傾向を示している。 

市場で取り扱う底魚・甲殻類の陸揚げ数量及び平均価格の推移を図4.5.32に示す。陸揚げ

数量は、2000年から2009年までは12千トンから17千トンの間で変動しているが2010年以降

は8千トンから10千トンの間で変動している。平均価格は、陸揚げ数量に応じて、前者の期

間では17Kr./kgから22Kr./kg、後者の期間では19Kr./kgから26Kr./kgの間で変動している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.30 陸揚げ数量と平均価格の推移 

図 4.5.32 陸揚げ数量と平均価格の推移 

図 4.5.29 陸揚げ数量と平均価格の推移 

図 4.5.31 陸揚げ数量と平均価格の推移 

デンマーク農業漁業省「Yearbook of Fishery Statistics 2000~2016」より作成 

デンマーク農業漁業省「Yearbook of Fishery Statistics 2000~2016」より作成 
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3)主要漁港における取組とその効果 

以上、主要な3市場（スカーイェン、ハンストホルム、ヒァツハルス）では、2000年以降、

陸揚げ量の変動とともに平均価格も変動し、2007年頃には陸揚げ数量が落ち込んでいた。し

かしながら、市場の統合新設・改築や電子化以降は、陸揚げ量を横ばいで維持もしくは漸増

している。特に、国内で陸揚げ数量が1位のハンストホルムについては、2013年以降は、陸

揚げ数量が増加すると同時に価格も上昇している。産業用の陸揚げ量（スカーイェン、ハン

ストホルム）は、一定幅の間で大きく変動しているが、価格（平均価格）は上昇傾向にあり、

2016年の平均価格は、2000年の約3倍超までに上昇している。 
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(6)フランス 

1)フランスの陸揚げ数量と平均価格 

 漁港の市場では、底魚とイワシなど特定の浮魚が陸揚げされ、国内漁船によるものと外国

漁船によるものがある。漁港の市場におけるフランス漁船による陸揚げ数量と平均価格の

推移を図 4.5.33に示す。それまで減少していた陸揚げ数量は、2009 年以降、多少の変動は

あるもののほぼ横ばいで推移している。他方、平均価格は上昇傾向にある。 

 地域圏別の市場（図4.3.7）にはブルターニュ地域圏が数量・金額とも第1位である。当該

地域圏は優良な漁場に近く、沿岸には多くの漁港が立地している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)各漁港・市場における陸揚げ数量・平均価格と取組の効果 

漁港・市場別陸揚げ数量・金額について、2018 年の数値をベースに上位から並べた結果

と地域圏別に並べた結果を図 4.5.34と表 4.5.2に示す。漁港・市場では、国内漁船によ

る陸揚げと外国漁船による直接陸揚げが行われている。外国漁船による陸揚げ数量・金額

の割合は、3%程度である。上位 15 漁港・市場は数量で約 8 割、金額で国内生産の約 7 割

を占めている。さらに順位については、第 1 位ブローニュ=シュル=メール、第 2 位ロリア

ン・ケロマン、第 3 位ギルヴィネックと 2008 年以降変わっていないが、6 位以下の漁港に

ついてはその国内順位の変動は著しいものがある。 

 

上位5港、拠点7港・市場及びコルヌアイユ7港における陸揚げ数量・金額、平均価格につ

いて、2008年と2018年を比較した結果を表4.5.3に示す。上位5港全体について、陸揚げ数量

はほぼ同じであるが、平均価格の上昇とともに金額が増加している。拠点7港全体について

は、数量・金額、平均価格がいずれも増加し、かつ国内全体に対する割合も増加しており、

拠点化が進んでいることがわかる。他方、同じ主体が管理運営をしているコルヌアイユの6

港全体については、数量・金額がわずかに減少し、平均価格はほとんど変わらない。 

図 4.5.33 漁港・市場における陸揚げ数量と平均価格の推移 

FranceAgriMer 資料より作成 
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（上位5港の各港の特徴について） 

上位 5 漁港における各陸揚げ数量・金額、平均価格の推移を図 4.5.36に示す。 

ブローニュ=シュル=メールは、過去 10 年間に陸揚げ数量は減少したが、平均価格の上昇

が陸揚げ金額の増加を支えている。2008 年に電子せり（ローカル・オークション）を導入

し、2015 年にオンライン・オークションを導入するなど、販売業務の電子化は比較的遅か

った。 

ロリアン-ケロマンは、過去 10 年間に陸揚げ数量、金額とも増加し、平均価格も上昇した。

登録バイヤーも倍増した。このうち半分以上がオンライン・オークションで販売されており、

これが価格上昇のけん引力となっている。2014 年以降、漁港の近代化、設備の更新が行わ

れているが、同期間においては陸揚げ数量の増加、平均価格の上昇が見られる。 

ギルヴィネックは、過去 10 年間に陸揚げ数量、金額が増加し、平均価格も上昇するとと

もに、バイヤーは倍増した。ローカル＆オンライン・オークションが導入された 2010 年以

降に、陸揚げ数量・金額とも増加傾向にあることから、せり参加できるバイヤーの拡大が陸

揚げ数量の増加、平均価格の上昇に繋がっているものと考えられる。 

サンゲノレは、過去 10 年間に陸揚げ数量、金額とも減少した。1987 年とヨーロッパでも

早期に電子せり（ローカル・オークション）を導入した市場である。オンラインで購入する

バイヤーのニーズに対応し、2016 年にオンライン・オークションが導入され、それまで減

少傾向にあった陸揚げ数量・金額は増加に転じたところである。 

グランヴィルは、過去 10 年間に陸揚げ数量・金額が増加し、平均価格も上昇した。2008

年に電子せり（ローカル・オークション）を導入し、2014 年にオンライン・オークションを

導入したことが、平均価格の上昇に寄与しているものとみられる。 

Pêche française 2019, le marin 及び Annuaire 2019, des Halles à Marée より作成 

図 4.5.34 各漁港・市場における陸揚げ数量・金額とその推移 
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表 4.5.3 上位 5港、拠点 7港及びコルヌアイユ 6港の 
陸揚げ数量・金額、平均価格の推移 

表 4.5.2 各地域圏（拠点港）における陸揚げ数量・金額とその推移 

Pêche française 2019, le marin 及び Annuaire 2019, des Halles à Marée より作成 
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 以上より、上位 5 漁港が安定した順位を確保しているのは、 

・品質・衛生管理の向上 

・漁港の利用者である生産者やバイヤーに対するサービスの提供による利便性の向上 

・広くバイヤーの参加の拡大 

に努めていることによるものと考えられる。 

図 4.5.36 上位 5漁港における各陸揚げ数量・金額、平均価格の推移 

Pêche française 2019, le marin および Annuaire 2019, des Halles à Marée より作成 

（フランス漁船・外国漁船） 
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（拠点港について） 

上位 5 港に含まれていないレ・サーブ=ドロンヌと参考として当港に隣接し競合している

ラ・ロッシェルにおける陸揚げ数量・金額、平均価格の推移を図 4.5.37に示す。 

レ・サーブ=ドロンヌは、過去 10 年間に、陸揚げ数量は増加し、金額では倍増近くなっ

た。登録バイヤー数は、オンライン・オークションの導入（2010 年 11 月）以降、地域外

からのバイヤーを中心に著しく増加している。半分以上がオンライン・オークションで販

売されており、これが価格上昇のけん引力となっている。 

他方、ラ・ロッシェルは、2008 年以降、陸揚げ数量は減少傾向にあるが、平均価格の上昇

に支えられ、金額では変動はあるものの、横ばいと言える。近年、大型トロ―漁船がブルタ

ーニュの漁港へ登録替えする動きや近隣漁港であるラ・コティニエール La Cotinière(Oléron)、

レ・サーブル=ドロンヌ Les Sables-d'Olonne との競合が起こり、2016 年以降陸揚げ量は 2,000

トン/年を下回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（コルヌアイユの漁港について） 

コルヌアイユの漁港（ギルヴィネック、サンゲノレ、コンカルノー、ロクテュディ、ドァ

ルヌネ）における陸揚げ数量・金額、平均価格の推移や各漁港の割合を図 4.5.38 に示す。 

コルヌアイユの全漁港の陸揚げ数量・金額は過去 10 年間に変化は見られないが、各港の

順位は大きく変わっている。かつて 6 位であったコンカルノーは 13 位に下がり、代わって

12 位にあったドァルヌネが 8 位に上がっている。コンカルノーでは沖合漁業漁船の他港利

用が進んだこと、ドァルヌネでは国内漁船だけでなく、アイルランドやスペインの漁船の前

進基地にもなったことが理由として挙げられる。 

 

コンカルノーは、過去 10 年間に陸揚げ数量、金額とも減少した。それまで陸揚げしてい

た沖合漁業漁船が 2010 年頃から他港を利用するようになったことが理由であるが、同時期

にコルヌアイユの 6 市場９せり販売を連結しオンライン・オークションを導入したことで、

地域外からオンラインでせりに参加するバイヤーが増えたことで、価格は徐々に上昇して 

図 4.5.37 レ・サーブ=ドロンヌとラ・ロッシェルにおける 

陸揚げ数量・金額、平均価格の推移 

Pêche française 2019, le marin および Annuaire 2019, des Halles à Marée より作成 

（フランス漁船・外国漁船） 
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いる。陸揚げ数量、平均価格の上昇、そして金額取扱量を増やすことは、市場にとってもバ

イヤーにとっても課題となっている。このため、数年前から、物流、給氷、陸揚げなど各種

サービスのための適正なリソース管理に取り組んでいる。また、数年以内に市場の建替を行

い、市場の施設・設備の更新、維持管理と作業環境の改善、効率化を図ることとしている。 

ロクテュディは、2002 年と比較的早期にローカル＆オンライン・オークションを導入し、

オンラインで購入するバイヤーが増える中で、2008 年以降は、平均価格が上昇するものの、

陸揚げ数量、金額とも減少傾向にある。 

ドァルヌネは、2001 年に電子せり（ローカル・オークション）を導入し、さらに 2015 年

に建物を改修し設備を最新なものとした。このときオンライン・オークションを導入した。

2015 年までは、陸揚げ数量は横ばいであったが金額は増加していた。2015 年以降は、陸揚

げ数量、金額とも大きく増加した。 

 

漁港・市場の役割を維持・拡大していくには、陸揚げ数量、平均価格の増加、上昇を図り

金額の増加を図ることが求められており、これは同じ運営者の下にある漁港・市場であって

も状況は同じである。コンカルノー、ロクテュディ、ドァルヌネの取組は、品質・衛生管理

の向上、漁港の利用者である生産者やバイヤーに対するサービスの提供による利便性の向

上、広くバイヤーの参加の拡大に努めていかなければならないことを示唆している。 

図 4.5.38 コルヌアイユの漁港における陸揚げ数量・金額、平均価格の推移 

Pêche française 2019, le marin および Annuaire 2019, des Halles à Marée より作成 

（フランス漁船・外国漁船） 
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5. 考察：欧州の漁港・市場の特徴、我が国との比較 
 

(1)社会的ニーズと責務に対する対応 

1)欧州の漁港・市場 

 欧州各国の現地調査等を通じて、水産物の生産・流通の拠点となっている漁港・市場に対

する社会的ニーズや責務とそれらに対応した対策や取組みを整理した結果を図 5.1に示す。

社会的ニーズや責務として、①食品安全、②品質管理、③資源管理、④持続可能性、⑤販売

価格の向上、⑥販売量の増加、⑦コスト削減並びに⑧透明性・公平・公正が挙げられる。市

場は生産者側と消費者側・バイヤー側のニーズのバランスをとる立場であり、相互の利益の

最大化を図ることになる。社会・消費者からニーズは、市場においてバイヤーの購入の動機

付けとなる。 

具体的な対策となると、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 5.1水産物の生産・流通拠点における社会的ニーズ・責務に対する対応 
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（具体的な対策） 

❶漁港・市場の機能分担（拠点化） 

水産物の流れを通じて関係のある漁港や市場の所在する一定のまとまり（圏域）内におい

て、水産物の集出荷拠点とそれ以外の生産拠点や地域の拠点に機能分担が見られる。その機

能分担の現状を踏まえ、陸揚げ量が漸減傾向にある中、価格の上昇による陸揚げ金額の上昇

を期待して市場では拠点漁港・市場のおける改修、設備・機械導入や市場統合など集中的な

投資による機能強化が行われている。 

機能分担は、仮想上でも行われている。インターネットを利用したオンラインにより、各

市場を連結する、あるいは市場に出向かなくても国内外どこからでもバイヤーが参加でき

ることになり、１ロットの数量やロット数の拡大、購入側の競争力の高まりによる価格の上

昇が期待できる。 

 

❷-1 岸壁、市場、道路の配置・構造と衛生管理設備 

 水産物の陸揚げから市場内への搬入、そして場内での選別作業、計量、販売、荷渡し・搬

出（輸送）までの過程において、鮮度を保持し危害の発生リスクを抑止するため、ⅰ）適切な

岸壁幅の設定、必要に応じて岸壁付き屋根の設置、ⅱ）陸揚げ岸壁、市場、道路、製氷（給

氷）施設（市場外に配置する場合）、給油施設、漁具倉庫、バイヤーの事務室・加工処理・

倉庫（市場外に配置する場合）、魚箱洗浄・保管施設（市場外に配置する場合）、加工場との

配置計画、ⅲ）市場内の事務室、廃棄物・排水処理、給水・給氷施設や選別・保管・せり販

売・搬出など作業エリアや作業室の配置計画と温度管理、ⅳ）陸揚げから搬出（輸送）まで、

他の作業との交差がない動線の確保とリードタイムの短縮を図っている。 

 

❷-2 場内温度管理（低温） 

市場内における選別・保管・せり販売・搬出など各作業エリアや作業室の温度について、

その目的に応じた温度管理を行っている。水産物（商品）の保管や販売においては 0～4℃、

選別・計量では水産物（商品）の鮮度保持と人の作業環境を考慮し 14℃程度としている。 

 

❸HACCP衛生管理 

HACCP とは、製品への危険物質の混入に対し、作業過程を整理・分析・管理することで

そのリスクを減らす手法であり、食品等を扱う事業者、ここでは市場の卸売会社に HACCP

衛生管理が求められている。その HACCP 管理の導入においては、12 の手順を踏むことと

なっており、そのうち手順 6 から手順 12 までは特に重要で「HACCP の 7 原則」と呼ばれ

ている。すなわち、ⅰ）「一般的な衛生管理｣及び｢HACCP 衛生管理｣に関する基準に基づき衛

生管理計画を作成し、市場職員に周知徹底を図る、ⅱ必要に応じて、清掃･洗浄･消毒や食品

の取扱い等について具体的な方法を定めた手順書を作成する、ⅲ）衛生管理の実施状況を記

録し、保存する、ⅳ）衛生管理計画及び手順書の効果を定期的に検証し、必要に応じて見直

す。市場には獣医が配置され、自治体の保健所が定期的に検査を行っている。 

 

❹（❺）自動選別機・スケール 

 一般に、船上で魚種と規格で選別され、魚箱に詰められているが、ヒラメ・カレイ類につ

いては、魚体表面の水分量や船上での作業効率の問題から、漁港で陸揚げし市場に搬入して

から自動選別機を使って規格選別している。イタリアやポルトガルのように販売レーン（ベ

ルトコンベア）に載せて、移動する間に自動的に計量・記録し販売原票を作成、あるいはス
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ケールに魚箱を載せて、計量結果を自動的記録し販売原票を作成している。 

 

❺ ICT・IoTの活用（電子化・ネットワーク化等） 

 市場でのせり販売の電子化は 1985 年頃から始まり、その後のコンピュータ、ネットワー

クやビックデータといった ICT、IoT の進展と普及により、現在ではインターネット環境と

PC・タブレット・スマホがあれば国内外どこからでもせりに参加できるオンライン・オー

クションの導入も進んでいる。市場では販売を通じて魚箱入り水産物（商品）に関する漁獲

及び販売情報は電子的に自動記録・保存される。記録・保存された水産物（商品）の情報は

ビックデータであり、国等関係機関への報告、市況情報や統計情報の公開や、トレーサビリ

ティの出発地点としてその活用の可能性と効果は大きいものである。また、操業から陸揚

げ・販売、搬出・輸送までの魚箱または魚箱に入った水産物（商品）を追跡管理することも

可能となっている。 

 

❻浮桟橋、閘門 

 干満差によって小型漁船の陸揚げが困難な場合には、浮桟橋を設置している。干満差が

10m 程度にもなる地域では、中・大型漁船の入港・接岸や陸揚げの時間が限られることか

ら、閘門（Lock gate）を設置して、入港・接岸の円滑化と陸揚げ時間の確保を図っている。 

 

❼機械化・自動化（上架施設、魚箱洗浄機等） 

 船倉から水産物の入った魚箱を陸揚げする作業を効率化するため、上架施設を設置して

いる。魚箱の洗浄は機械化・自動化されている。 

 

 具体的な対策❶～❼の中で、特に❺ ICT・IoTの活用（電子化・ネットワーク化等）は、

社会的ニーズや責務として①～⑧のいずれにもかかわっており、ICT・IoT が社会経済に深

く浸透し、水産分野も例外なくその恩恵を享受していることがうかがえる。 

 

2)我が国の漁港・市場 

ⅰ．漁港・市場の機能分担（拠点化） 

 我が国では、2000 年ごろから漁港・市場の市場統合と漁港・市場の衛生管理が一体的に

実施されてきた。市場での販売は商品を前に販売側と購入側が参加して実施されており、欧

州で行われているオンライン・オークションは見受けられない。 

 

ⅱ．就労環境の改善 

 我が国の状況について、社会的ニーズと責務と具体的対策を整理した結果を図 5.2 に示

す。欧州との違いは赤書きとしているが、わが国では生産者（漁業者）の就労環境の改善は

重要な課題の一つとされている。具体的対策としては、生産・流通の効率化のための対策と

同様に、屋根付き岸壁、浮桟橋などの設置や上架施設、機械化・自動化を推進している。 

 

ⅱ．漁獲証明制度の導入 

2020 年 12 月 4 日、IUU 漁業対策を目的とする「特定⽔産動植物等の国内流通の適正化等

に関する法律」が国会で成立したことから、わが国でも資源管理として「漁獲証明制度」の

導入することが決定された。漁獲証明制度は、国内流通水産物、輸出水産物、輸入水産物そ

れぞれの対象魚種において、漁獲物が合法的に獲られたことを示す漁獲証明書の提示を法
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的に求めるものである。これまで日本における漁獲証明制度の対象はメロや特定のカニや

マグロ類など一部の魚種に限られている。EU では 2010 年から輸入水産物に対して漁獲証

明制度を導入しており、水産物や水産加工品を EU 圏内に輸入する場合は、輸入者が政府に

漁船の旗国政府が認証した漁獲証明書を提出し、合法性を担保しなければならない。水産

物・食品の生産・流通においてトレーサビリティが進まない状況を鑑みると、漁獲証明書は、

トレーサビリティの出発点であり、その制度導入はトレーサビリティの推進のつながるも

のである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2社会的ニーズ・責務に対する対応（我が国の場合） 
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ⅲ．漁獲報告の義務化と報告の電子化 

これまで、漁獲量等の報告については、大臣許可漁業と TAC 魚種についてのみ義務付け

られていたところ、都道府県知事許可漁業と漁業権漁業の報告は、一部で取り組んでいる状

況であった。先般の漁業法の改正において、都道府県知事許可漁業の報告を義務付けること

とし、漁業権漁業についても資源管理の状況等の報告を義務化した。改正後は、ＴＡＣ報告、

大臣許可漁業に加え、知事許可漁業等からも漁獲報告を求めることで、我が国で漁獲する魚

種の大宗について報告がなされることになる見込みである。 

報告の方法については、漁獲報告の迅速化や報告内容の正確性の向上が特に必要であり、

また漁業者の負荷軽減のためにも漁獲報告の電子化が検討されている。また、大臣許可漁業

の漁船については、衛星船位測定送信機 VMS の備え付けが検討されている。 

 

ⅳ．ICT・IoTの活用の遅れ 

 欧州では四半世紀以上前から電子化が進んでおり、現在は ICT・IoT の進展の恩恵を享受

して、資源管理を効果的に推進している。我が国では、一部の漁港・市場を除き、電子化が

進まず、漁獲や販売に関する情報については、欠落や誤記などがあり十分に記録・保存され

ていない、あるいは電子化されていないため、必要な情報を取り出す、あるいは処理するこ

とが容易ではない状況にある。漁獲証明制度の導入や漁獲報告の義務化・電子化を契機に市

場における販売業務の電子化が推進することが期待される。 
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(2)漁港・市場の管理・運営体制 

港は、次に掲げる商港、工業港、乗客船港、漁港またはマリーナから構成され、国や地

域によって、漁港または漁港とマリーナ、あるいは商港や乗客船港も含めた港湾の一部と

して漁港が存在している。このため、漁港は、〇〇港、〇〇漁港と呼ばれている。 

 

（港の構成） 

 コンテナ・バルク貨物船に利用される“商港” 

 タンカー・原料運搬船の利用する“工業港” 

 フェリー・クルーズ船に利用される“乗客船港” 

 漁船に利用される“漁港” 

 PB、ヨット等に利用される“マリーナ” 

 

管理主体に関する傾向としては、国から地方政府、さらに民間、自立運営へと移行して

おり、行政のスリム化と地域間、国際競争に向けた民間活力の活用が明確に表れている。 

 

（各国の漁港・市場の管理運営の例） 

ポルトガル：一つの国営企業が漁港、市場を所有し、管理運営 

フランス ：国から州政府・地方自治体へ移管し、商工会議所、公共企業体が港、市場

を管理運営 

イタリア ：国から地方自治体へ移管し、自治体、商工会議所が港、市場を管理運営

（卸売会社や組合が市場を管理運営する場合もある） 

デンマーク：国から地方自治体へ売却し、公共企業体が漁港を管理運営（独立採算制） 

市場は卸売会社が管理運営 

英国   ：ポートオーソリティ（港湾運営のための自治組織）、地方自治体が港を所

有・管理運営（独立採算制）し、市場は生産者組合、卸売会社等が市場を

管理運営 

 

 一方、漁港・市場の管理運営が地方や民間へと移行するにしたがい、問題も指摘されて

いる。漁港や市場の使用料・販売手数料だけでは賄いきれない港・市場の維持管理、特に

漂砂による航路・港内埋没は、予算に加えて技術面でのサポートも重要となっている。漁

獲量の減少や漁業者の減少による漁港利用の低下、特に地域沿岸漁業が中心であった小規

模な漁港については、マリーナなどレクレーションに供する利用へ転換するなどの考えは

あるようだが、具体的な動きは見えず、今後については不透明である。 

 漁港・市場の単純な更新ではなく、昨今の情勢を踏まえた施設や機能の近代化について

は、EU の共同漁業政策（CFP）に合致するものであれば、欧州海事漁業基金（European 

Maritime and Fisheries Fund）の活用をしている例も見受けられる。 

 

2)我が国の漁港・市場 

我が国の場合は、漁港漁場整備法によりもっぱら漁業の用に供される港は漁港に指定さ

れているが、港湾であっても港湾が有する機能の一部として漁業の用に供されている港や

実態として漁業の用に供されている港（例えば地方港湾）がある。漁港管理者は、都道府県

や市町村であり、漁港施設の整備（漁港漁場整備事業等）はⅰ）漁港管理者、ⅱ）漁港管理者

でない都道府県、市町村または水産業協同組合が事業主体として実施している。 
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市場は漁港漁場整備法上の漁港施設として荷捌き所と呼ばれている。荷捌き所の整備は、

一定の要件を満たす場合、漁港漁場整備事業として実施できるが、一部を除けば漁港管理者

ではなく地元の市町村や漁業協同組合が事業主体として整備している。荷捌き所の管理者

は整備事業の事業主体であるが、それが市町村である場合には、地元の卸売会社や漁協へⅰ）

管理委託や、ⅱ）2003 年地方自治法の一部改正により、行政のスリム化と民間活力の活用を

目的に「指定管理者制度」が導入されたことを契機に、本制度に基づく管理運営をさせてい

る場合がある。 

欧州と我が国では、漁業の根拠地である漁港の社会経済における位置づけや法律上の位

置づけは異なるものの、漁港の公共性を担保しつつ、その漁港施設の一つである荷捌き所

（市場）の管理運営に関して、民間活力の活用による地域貢献を期待している点は共通して

いる。 
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(3)漁港・市場の機能分担（拠点港・市場の役割） 

1)欧州の漁港・市場 

欧州各国の漁港への陸揚げ量が漸減傾向の中、価格の上昇に支えられ、陸揚げ金額では維

持している。各国の拠点漁港・市場への陸揚げの割合の推移を表 5.1に示す。拠点漁港・市

場への陸揚げが集中し、その割合が増加する傾向が見られ、現地関係者からのヒアリングで

は漁港・市場への投資も拠点漁港が中心となっているとのことであった。なお、デンマーク

の浮魚については拠点港での陸揚げが減少しているが、これは浮魚の陸揚げの拠点港であ

ったエスビヤウ港では、2010 年に陸揚げ量が半減し、さらにその数年後に皆無となったこ

とによるものである。 

ポルトガルにおいては、国有企業体 Docapesca が一元的にすべての漁港・市場を管理運営

していることから、漁港・市場からの限られた収入で投資や施策を行うには、拠点港に重点

化せざるを得ない。拠点漁港・市場は、その水産物の生産・流通の圏域内における地理的状

況、陸揚げ数量・金額、背後の加工業、物流等を考慮して選定されている。 

漁港や市場が国から地方政府・自治体へ移譲されるなかで、地方自治体が必要な整備のた

めの投資をすることが容易ではない。このため、選択と集中（重点化）として拠点漁港・市

場への重点化が行われている。 

 

 拠点港への陸揚げ機能が集中する一方、その他の漁港・市場や小規模な地域の漁港への陸

揚げは減少し、既存ストックの維持更新や新たな投資は困難な状況にある。かつては小規模

漁港とはいえ、地域経済を支える生産拠点であると同時に背後集落の生活基盤でもあった。

今や資源の減少、高齢化、人口減少、漁業経営の難しさはそれを生業とする漁業者だけでな

く、背後集落の存続にも大きな影響を与えており、その対応に苦慮していることが、欧州漁

港・市場の関係者から少なからず指摘された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)我が国の漁港・市場 

我が国の場合も同様であり、既存ストックの維持更新費の増大が想定される中で、国民へ

の水産物の安定供給と国際競争力の強化に対応して、拠点漁港への重点化を行っている。農

林水産「産地水産物流通調査」の対象となっている拠点港（漁港・港湾）・市場への陸揚げ

の推移を表 5.2に示す。 

注）2019 年産地水産物流通調査は、2013 年漁業センサスで設定された全国 2,182 漁業地区 から、主要な漁業地区

を選定し、調査区を設定している。設定した調査区は港湾法上の港湾と漁港法上の漁港があるが、便宜上「漁港」

として取り扱っている。調査区の水揚量の合計が原則として全国の海面漁業生産量の概ね６割を占めるまでの

表 5.1 拠点港における陸揚げ数量・金額の割合の推移 
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209 調査区を選定し、調査区内の全ての卸売業者及び漁業協同組合を調査対象としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去 10 年間に注目すると、拠点港・市場への陸揚げの割合は、数量で 5ポイント、金額で

9 ポイント増加している。 

拠点漁港・市場以外の漁港・市場、特に小規模な地域の漁港については、わが国において

も背後集落の状況も含めて欧州と同様の問題に直面している。対策としては、機能分担によ

り利用が少なくなった漁港水域を増養殖に利活用する、渚泊での漁業体験の場の提供や直

販所・レストランなどへの利活用などの検討や取組みが行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5.2 我が国の拠点港における陸揚げ数量・金額の割合の推移 

農林水産省「産地水産物流通調査」より作成 
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(4)漁港・市場の配置・構造 

1)欧州の漁港・市場 

 漁港・市場の陸揚げ機能をついて、陸揚げ岸壁及び付帯施設の配置・構造と市場の配置関

係を整理した結果を表 5.3 に示す。 

 

（大潮位差対応及び小型漁船対応） 

 干満差が大きい場合には、漁船の入港や水産物の陸揚げにおける潮待ちや人力による陸

揚げの難しさといった問題に直面する。陸揚げ岸壁の高さは最大利用漁船の諸元によって

設計されていることから、小型漁船の場合には人力による陸揚げの難しさがある。このため、

大潮位差対応として、泊地入口に閘門（Lock gate）を設ける、岸壁に浮桟橋を併設する、 

岸壁にクレーンを設置するといった、潮待ち対策や作業の安全・軽労化が講じられている。

また小型漁船対応として、岸壁にクレーンを設置するといった、作業の安全・軽労化が講じ

られている。いずれの対応・対策も、「省人化・省力化、時間短縮」と「生産・流通の効率

化」の観点から実施されているものである。 

 

（陸揚げ岸壁幅） 

 国別・漁港別の陸揚げ岸壁幅の状況を図 5.3 に示す。岸壁幅は、最小 2.0m、最大 22.0m

であり、8 割近くが 10.0m 未満となっている。岸壁エプロンには、船倉から搬出、陸揚げさ

れた魚箱がいったん置かれるが、すぐに台車に載せて、あるいはフォークリフトで市場内へ

搬入される。これは、入港するまでに漁獲物のほとんどは船上で魚種・規格別に箱詰めされ

ており、陸揚げ後岸壁エプロン上で選別を行うようなことはないからである。ただし、特定

の魚種については船上で規格別に選別されておらず、陸揚げし、低温あるいは室温管理され

ている市場場内に搬入してから選別・計量を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（屋根付き岸壁、市場屋根または庇） 

 屋根付き岸壁、市場屋根または庇の整備の状況を図 5.4に示す。屋根付き岸壁、市場屋根

または庇が整備されているのは、8 漁港・市場とわずかである。岸壁上での選別といった作

業はないことから、就労環境の改善や直射日光の回避、防風防雨の対策ということではなく、

陸揚げの際の鳥獣等侵入防止（鳥糞防止）のために整備されている。 

図 5.3 国別・漁港別陸揚げ岸壁幅 
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（市場の配置：水際・岸壁からの距離） 

 イタリアを除けば、市場は陸揚げ岸壁の直背後に整備されているが、これは鮮度保持のた

め、漁船から陸揚げした水産物を速やかに市場内へ搬入することが重要だからである。イタ

リアの市場については、岸壁から 20m 程度から最大 200m と離れており、岸壁と市場の間

には、臨港道路や一般道路、民間用地・建物があるなど、特異な市場配置となっている。特

定の陸揚げ岸壁からだけでなく、港内のその他の岸壁からも陸揚げ・陸送搬入がある場合や

市場を配置する土地利用上の制約がある場合はこのような市場の配置も選択肢として考え

られる。イタリアの各漁港・市場での陸揚げ・販売数量は他国に比べて多くないことを勘案

すると、市場を配置する土地利用上の制約によるものと推量される。 

 

2)我が国の漁港・市場 

（大潮位差対応及び小型漁船対応） 

 我が国の漁港でも同様に、干満差が大きい場合には、漁船の入港や水産物の陸揚げにおけ

る潮待ちや人力による陸揚げの難しさといった問題に直面する。陸揚げ岸壁の高さは最大

利用漁船の諸元によって設計されていることから、小型漁船の場合には人力による陸揚げ

の難しさがある。しかしながら、我が国では潮位差の大きい沿岸であったも 4、5m であり、

欧州のように 10m を超えるような潮位差の漁港はない。このため、大潮位差対応として、

閘門はないが、岸壁に動揺制御型を含め浮桟橋の併設する潮待ち対策や、岸壁にクレーンを

設置するといった、作業の安全・軽労化が講じられている。また小型漁船対応として、岸壁

にクレーンを設置するといった、作業の安全・軽労化が講じられている。いずれの対応・対

策も、「省人化・省力化、時間短縮」、「生産・流通の効率化」の観点に加えて「就労環境の

改善」の観点からも実施されている。 

 

（陸揚げ岸壁幅） 

 我が国の場合、特定の水産物を除き船上で選別・箱詰めされていることはなく、陸揚げし

てから岸壁上あるいは市場内に搬入してから選別・計量を行っている。また、周辺漁港から

の陸送搬入が岸壁側から市場内に搬入される、市場内で販売された後、あるいは岸壁側から 

図 5.4 屋根付き岸壁、市場屋根または市場庇の幅と岸壁幅 
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市場外へ搬出されることが多い。このため、陸揚げ岸壁は、水産物を速やかに陸揚げして市

場内へ搬入するための施設としての利用だけでなく、市場との関係において選別や陸送搬

入・搬出など様々な利用が行われている。 

このため、陸揚げ岸壁幅は、岸壁の利用方法、背後地の状況及び岸壁の構造等を勘案して

決定することにしている。なお、利用方法等により岸壁幅が決定できない場合には 3.0m と

し、さらに岸壁エプロン上から車両による搬入・搬出がある場合には 10m としている。 

 

（屋根付き岸壁、市場屋根または庇） 

 我が国では、衛生管理対策を契機に整備が始まったものであるが、現在は衛生管理対策や

就労環境の改善を目的に、直射日光の回避、防風防雨、鳥獣等侵入防止（鳥糞防止）のため

の屋根付き岸壁、市場屋根または市場庇の整備が行われている。 

 

（市場の配置：水際・岸壁からの距離） 

 我が国でも市場は陸揚げ岸壁の直背後、または道路（臨港道路）を挟んで整備されている。

これは、鮮度保持のため、漁船から陸揚げし、水産物をそのまま、あるいは岸壁エプロン上

で選別した後、速やかに市場内へ搬入することが重要だからである。 
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(5)販売業務の電子化 

1)欧州の漁港・市場 

（せり・入札の電子化の推移） 

1995 年から 2008 年までに全国漁港協会等調査団が実施した海外漁港調査の報告記事等
1),2),3)を基に、当時の電子せり・電子入札の導入状況を調べたところ、調査した 15 か国 52

港・34 市場、1 組合（ノルウェー浮魚販売組合）のうち、約半数の 15 港・市場と 1 組合

において、電子せりと電子入札（ノルウェー浮魚販売組合）が導入されていた。 

 2000 年頃に海外コンサルタントが実施・作成した調査報告書 4)より、当時の漁港・市場

の電子せり等の導入状況は表 5.4に示すとおりである。オンラインによるせり参加に対応

している電子せり等の約 6 割を占めていることがわかる。調査報告書によると、必ずしも

円滑に電子化・オンライン化へ移行したわけではなく、当初は、地域の閉鎖性、変化への

抵抗、効果や便益を理解してもらえない、ビジネス上の便益を明確に示せない、新たな参

入者（バイヤー）は受け入れたくない、職を失うことへの恐れなどの抵抗があったとのこ

とである。こうした状況に対し、システム導入のデモンストテーションを示しながら、理

解の醸成に努めたことが報告されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際航路学会（PIANC）常設技術委員会（Permanent Technical Committee (PTC) II）が設置

した作業部会（Working group No.18）において、1998 年に漁港計画（Planning of Fishing Ports）

（以下，「漁港計画」という」が策定された。漁港計画は、当時の最新の知見や技術に基づ

き策定され、これまで世界各国の漁港計画において手本となる情報を提供し、効果的な整備

の推進や適切な漁港の管理運営に貢献してきた。 

漁港計画の中には、次の章項目が含まれている。 

F. General Guidelines for Auction Halls 

G. Computerization in Fishing Port Operation 

F 章には、EU 衛生管理規則に基づく施設構造や設備の整備・改良、管理運営について記

載されている。G 章については、当時一般に使用されてきたパーソナル・コンピュータ（PC）

とそのネットワークシステムにより、販売業務、水産統計やその他漁港・魚市場に関わるデ

ータを収集、処理分析し、漁港・市場の効率的な管理運営や整備に活用することが記載され

ている。いずれも当時の我が国の漁港・市場には存在しなかった施設・設備の整備や管理運

営方法である。 

 

表 5.4 2000年頃における電子せり等の導入状況 

1)全国漁港協会：雑誌漁港「海外漁港調査団報告」，1995-2005． 

2)水産庁：EU 諸国 HACCP 調査報告，1997． 

3)公立はこだて未来大学・漁港漁場漁村総合研究所：EU 諸国水産基盤調査，2008． 

4) Nautilus Consultants Ltd, Electronic fish auctions, 2000.  
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 電子せり等の推移は次のとおりである。 

 

（電子せりの推移） 

1997 年～ 電子せりが普及し、表示盤またはスクリーン、卓上キーパッドまたはリモコ

ンを操作してせり 

2000 年～ オンライン（インターネット）で場外から PC、タブレットやスマホを使って

せりに参加（バイヤーはヨーロッパ全土） 

2006 年～ 商品ラベル（トレーサビリティ対応） 

2011 年～ web 取引、先行販売 Pre-sale 

 

（電子入札の推移：ノルウェー浮魚販売組合の仮想市場） 

1990 年代 取引情報の電子化 

2000 年～ インターネットを介した電子入札（バイヤーはヨーロッパ全土） 

2013 年～ スマホ対応 

2017 年～ 商品ラベル・漁獲証明書発行（トレーサビリティ対応） 

  

電子せりの導入は、1980 年代に省力化や効率化、手作業によるミスの防止のため、表示

盤機械とリモコン（有線または無線）からなるシステムから始まり、当時は機械せりとも言

われた。1990 年代、せりの機器類はコンピュータや PC にかわった。2000 年代、ブロード

バンド、そして 2010 年代にスマホ、タブレットが普及するとともに、web サイトを利用し

た情報発信も一般に行われるようになったことで、国内外から広くバイヤーの参加も可能

にするオンラインでの電子せり（一部は入札）も行われるようになった。 

 

（現在（2017～2020年）の販売業務の電子化） 

 現在の販売業務の電子化の状況と販売方式についてまとめた結果を表 5.5、5.6 に示

す。全数調査ではないが、電子化が確認されたのは 87 漁港・市場であり、うち約 8 割に

相当する 68 漁港・市場においてオンラインが導入されている。 

ここで、これまで述べてきた「せり・入札の電子化」と「販売業務の電子化」の定義を

明らかにする。前者は、販売方式の電子化であり、電子せり・電子入札のことである。後

者は、漁獲から入船（または陸揚げ）情報の提供、漁港・市場での陸揚げ、荷受け、計

量・選別、販売原票の作成、せりまたは入札、ラベルの投函、荷渡し、搬出（輸送）、さ

らに仕切書・販売通知書の作成・発行、水揚げ統計の報告までの全プロセスに関わる電子

化である。この販売業務全体を通じた電子化の基本となっているのが、販売業務を通じて

構築されるデータや情報の記録・保管（データベース）であり、特に販売原票の電子作成

と電子せり・電子入札はデータベース構築の最も重要なプロセスとなっている。このよう

な電子化の範囲が拡大したのは、市場を通じて販売される商品に対する食品安全性に加え

て、消費者の品質管理、資源管理、持続可能性といったニーズの増大と ICT、IoT 技術の

進展によるものである。 

 

市場は生産者から荷受けした水産物を商品としてバイヤーへ販売する第一販売（First 

sale）の場であり、漁獲情報と販売情報を的確に記録・保管できる唯一の場（データベー

ス）である。こうした情報は、トレーサビリティ情報として必要となった場合に高い信頼

性をもって速やかに提供することが可能となる。 
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せ
り
（
オ
ン
ラ
イ
ン
）
Pe
fa

ト
ー
ス
ミ
ン
ネ

電
子
せ
り
（
オ
ン
ラ
イ
ン
）
Pe
fa

ヴ
ィ
デ
・
サ
ン
デ
ィ

電
子
せ
り
（
オ
ン
ラ
イ
ン
）
Pe
fa

ス
カ
ー
イ
ェ
ン

発
声
せ
り
（
販
売
原
票
等
電
子
化
）

ハ
ン
ス
ト
ホ
ル
ム

発
声
せ
り
（
販
売
原
票
等
電
子
化
）

ヒ
ァ
ツ
ハ
ル
ス

発
声
せ
り
（
販
売
原
票
等
電
子
化
）

ス
ト
ラ
ン
ド
ビ
ュ
ー

発
声
せ
り
（
販
売
原
票
等
電
子
化
）

グ
レ
ー
ノ

発
声
せ
り
（
販
売
原
票
等
電
子
化
）

セ
シ
ン
ブ
ラ

電
子
せ
り
（
ロ
ー
カ
ル
＆
オ
ン
ラ
イ
ン
）

ポ
ル
テ
ィ
マ
オ

電
子
せ
り
（
ロ
ー
カ
ル
＆
オ
ン
ラ
イ
ン
）

ペ
ニ
シ
ェ

電
子
せ
り
（
ロ
ー
カ
ル
＆
オ
ン
ラ
イ
ン
）

マ
ト
ジ
ー
ニ
ョ
ス

電
子
せ
り
（
ロ
ー
カ
ル
＆
オ
ン
ラ
イ
ン
）

フ
ィ
ゲ
イ
ラ
・
ダ
・
フ
ォ
ズ

電
子
せ
り
（
ロ
ー
カ
ル
＆
オ
ン
ラ
イ
ン
）

上
記
以
外
の
17
漁
港
・
市
場

電
子
せ
り
（
ロ
ー
カ
ル
）

ラ
ー
ウ
ィ
ッ
ク

電
子
せ
り
（
ロ
ー
カ
ル
＆
オ
ン
ラ
イ
ン
）

ス
キ
ャ
ロ
ウ
ェ
イ

電
子
せ
り
（
ロ
ー
カ
ル
＆
オ
ン
ラ
イ
ン
）

ブ
リ
ク
サ
ム

発
声
せ
り
（
販
売
原
票
等
電
子
化
）

一
般
情
報
、
施
設
・
設
備
、
サ
ー
ヴ
ィ
ス
、

登
録
手
続
き

入
船
情
報
・
陸
揚
げ
情
報
を
公
開

ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
（
漁
獲
・
販
売
情
報
）
を

記
載
し
容
器
に
貼
付
・
投
函

毎
日
、
水
産
当
局
へ
電
子
報
告

プ
リ
マ
ス

電
子
せ
り
（
ロ
ー
カ
ル
＆
オ
ン
ラ
イ
ン
）

一
般
情
報
、
施
設
・
設
備
、
サ
ー
ヴ
ィ
ス
、

選
別
規
格
・
品
質
基
準

毎
日
、
水
産
当
局
へ
電
子
報
告

ラ
ロ
ッ
シ
ェ
ル

電
子
せ
り
（
ロ
ー
カ
ル
＆
オ
ン
ラ
イ
ン
）

一
般
情
報
、
登
録
手
続
き
、
施
設
・
設
備
、

サ
ー
ヴ
ィ
ス
、
陸
揚
げ
情
報
、
相
場
情
報

陸
揚
げ
情
報
を
公
開

we
bサ

イ
ト
に
ユ
ー
ザ
ー
名
、
パ
ス
ワ
ー
ド

で
ロ
グ
イ
ン
し
詳
細
情
報
を
取
得

相
場
情
報
を
公
開

電
子
作
成
し
、
事
務
室
の
ボ
ッ
ク
ス
に
投
函

と
電
子
メ
ー
ル
で
送
信

ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
（
漁
獲
・
販
売
情
報
）
を

記
載
し
容
器
に
貼
付
・
投
函

毎
日
、
水
産
当
局
へ
電
子
報
告

レ
・
サ
ー
ブ
=ド

ロ
ン
ヌ

電
子
せ
り
（
ロ
ー
カ
ル
＆
オ
ン
ラ
イ
ン
）

一
般
情
報
、
登
録
手
続
き
、
施
設
・
設
備
、

サ
ー
ヴ
ィ
ス
、
陸
揚
げ
情
報
、
相
場
情
報

陸
揚
げ
情
報
を
公
開

we
bサ

イ
ト
に
ユ
ー
ザ
ー
名
、
パ
ス
ワ
ー
ド

で
ロ
グ
イ
ン
し
詳
細
情
報
を
取
得

相
場
情
報
を
公
開

電
子
作
成
し
、
事
務
室
の
ボ
ッ
ク
ス
に
投
函

と
電
子
メ
ー
ル
で
送
信

ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
（
漁
獲
・
販
売
情
報
）
を

記
載
し
容
器
に
貼
付
・
投
函

毎
日
、
水
産
当
局
へ
電
子
報
告

電
子
せ
り
（
ロ
ー
カ
ル
＆
オ
ン
ラ
イ
ン
）

電
子
入
札
（
ロ
ー
カ
ル
＆
オ
ン
ラ
イ
ン
）

コ
ン
カ
ル
ノ
ー

電
子
せ
り
（
ロ
ー
カ
ル
＆
オ
ン
ラ
イ
ン
）

電
子
せ
り
（
ロ
ー
カ
ル
＆
オ
ン
ラ
イ
ン
）

電
子
せ
り
（
ロ
ー
カ
ル
＆
オ
ン
ラ
イ
ン
）

サ
ン
ゲ
ノ
レ

電
子
せ
り
（
ロ
ー
カ
ル
＆
オ
ン
ラ
イ
ン
）

ロ
ク
テ
ュ
デ
ィ

電
子
せ
り
（
ロ
ー
カ
ル
＆
オ
ン
ラ
イ
ン
）

ド
ァ
ル
ヌ
ネ

電
子
せ
り
（
ロ
ー
カ
ル
＆
オ
ン
ラ
イ
ン
）

ブ
ロ
ー
ニ
ュ
=シ

ュ
ル
=メ

ー
ル

電
子
せ
り
（
ロ
ー
カ
ル
＆
オ
ン
ラ
イ
ン
）

一
般
情
報
、
登
録
手
続
き
、
施
設
・
設
備
、

サ
ー
ヴ
ィ
ス
、
相
場
情
報
、
支
払
い

we
bサ

イ
ト
に
ユ
ー
ザ
ー
名
、
パ
ス
ワ
ー
ド

で
ロ
グ
イ
ン
し
、
船
主
：
売
れ
残
り
、
相
場

バ
イ
ヤ
ー
：
購
入
商
品
、
相
場
、
支
払
い
残

に
関
す
る
情
報
を
取
得

電
子
作
成
し
、
事
務
室
の
ボ
ッ
ク
ス
に
投

函
。
希
望
者
に
は
電
子
メ
ー
ル
で
送
信

ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
（
漁
獲
・
販
売
情
報
）
を

記
載
し
容
器
に
貼
付
・
投
函

毎
日
、
水
産
当
局
へ
電
子
報
告

ノ
ル
ウ
ェ
ー

ノ
ル
ウ
ェ
ー
浮
魚
販
売
組
合

仮
想
市
場
　
電
子
入
札
（
オ
ン
ラ
イ
ン
）

一
般
情
報
、
登
録
手
続
き
、
漁
獲
情
報
、
販

売
時
間
、
相
場
情
報
、
統
計
情
報
、
漁
獲
割

当
・
実
績
、
MS
C認

証
漁
獲
情
報

相
場
情
報
を
公
開

電
子
作
成
し
、
PD
Fフ

ァ
イ
ル
・
デ
ー
タ

フ
ァ
イ
ル
を
送
信

漁
獲
証
明
書
の
発
行

毎
日
、
水
産
当
局
へ
電
子
報
告

イ
タ
リ
ア

毎
日
、
水
産
当
局
へ
電
子
報
告

国
名

漁
港

・
市

場
名

入
船

情
報

（
陸

揚
げ

情
報

）
ラ

ベ
ル

デ
ン
マ
ー
ク

販
売

方
式

（
シ

ス
テ

ム
）

水
揚

げ
報

告

毎
日
、
水
産
当
局
へ
電
子
報
告

電
子
せ
り
（
ロ
ー
カ
ル
＆
オ
ン
ラ
イ
ン
）

E-
fi
sh

一
般
情
報
、
登
録
手
続
き
、
施
設
・
設
備
、

サ
ー
ヴ
ィ
ス
、
販
売
ま
た
は
購
入
結
果
、
ト

レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
情
報

we
bサ

イ
ト
に
ユ
ー
ザ
ー
名
、
パ
ス
ワ
ー
ド

で
ロ
グ
イ
ン
し
本
人
の
購
入
し
た
商
品
の
情

報
を
取
得

毎
日
、
水
産
当
局
へ
電
子
報
告

ポ
ル

ト
ガ

ル

相
場
情
報
を
公
開

電
子
作
成
し
、
電
子
メ
ー
ル
で
送
信

ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
（
漁
獲
・
販
売
情
報
）
を

記
載
し
容
器
に
貼
付
・
投
函

QR
コ
ー
ド
か
ら
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
を
取
得

一
般
情
報
、
登
録
手
続
き
、
施
設
・
設
備
、

サ
ー
ヴ
ィ
ス
、
陸
揚
げ
情
報
、
相
場
情
報
、

MS
C認

証
、
選
別
規
格
・
品
質
基
準

陸
揚
げ
情
報
を
公
開

相
場
情
報
を
公
開

電
子
作
成
し
、
印
刷
し
た
文
書
を
事
務
室
で

手
渡
し
・
郵
送
（
電
子
化
を
検
討
）

販
売
情
報
の
み
記
載
（
漁
獲
情
報
は
市
場
が
記
録
・

保
存
）
し
容
器
に
貼
付
・
投
函

陸
揚
げ
情
報
を
公
開

相
場
情
報
を
公
開

電
子
作
成
し
、
印
刷
し
た
文
書
を
事
務
室
で

手
渡
し

販
売
情
報
の
み
記
載
（
漁
獲
情
報
は
市
場
が
記
録
・

保
存
）
し
容
器
に
貼
付
・
投
函

ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
（
漁
獲
・
販
売
情
報
）
を

記
載
し
た
市
場
購
入
証
明
CC
Lラ

ベ
ル
を
推
奨

全
国
の
漁
港
の
管
理
運
営
を
行
う

Do
ca
pe
sc
a社

の
we
bサ

イ
ト
：
一
般
情
報
、

登
録
手
続
き
、
施
設
・
設
備
、
サ
ー
ヴ
ィ

ス
、
陸
揚
げ
情
報
、
相
場
情
報

英
国

フ
ラ

ン
ス

ロ
リ
ア
ン
-ケ

ル
マ
ン

ギ
ル
ヴ
ィ
ネ
ッ
ク

Pe
fa
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
た
15
漁
港
・
市
場
に
は
バ
イ
ヤ
ー
は
同
時
に
せ
り
に
参
加
す
る
こ
と
が
可
能
。

w
e
b
サ

イ
ト

販
売

結
果

（
相

場
情

報
）

仕
切

書
・

販
売

通
知

書

オ
ン
ラ
イ
ン
は
、
PC
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
、
ス
マ
ホ
か
ら
当
該
we
bサ

イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
、
ア
プ
リ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
、
事
前
利
用
登
録
す
る
こ
と
で
利
用
は
可
能
と
な
る
。

E-
fi
sh
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
た
5漁

港
・
市
場
に
は
バ
イ
ヤ
ー
は
同
時
に
せ
り
に
参
加
す
る
こ
と
が
可
能
。

一
般
情
報
、
登
録
手
続
き
、
施
設
・
設
備
、

サ
ー
ヴ
ィ
ス
、
陸
揚
げ
情
報
、
相
場
情
報
、

MS
C認

証
、
選
別
規
格
・
品
質
基
準

陸
揚
げ
情
報
を
公
開

一
般
情
報
、
登
録
手
続
き
、
施
設
・
設
備
、

サ
ー
ヴ
ィ
ス
、
陸
揚
げ
情
報
、
相
場
情
報
、

MS
C認

証
、
選
別
規
格
・
品
質
基
準
、
仕
切

書
・
販
売
通
知
書

陸
揚
げ
情
報
を
公
開

we
bサ

イ
ト
に
ユ
ー
ザ
ー
名
、
パ
ス
ワ
ー
ド

で
ロ
グ
イ
ン
し
本
人
の
購
入
し
た
商
品
の
情

報
を
取
得

相
場
情
報
を
公
開

電
子
作
成
し
、
we
bサ

イ
ト
に
ユ
ー
ザ
ー

名
、
パ
ス
ワ
ー
ド
で
ロ
グ
イ
ン
し
本
人
の
販

売
ま
た
は
購
入
し
た
商
品
の
仕
切
書
ま
た
は

販
売
通
知
書
、
関
連
デ
ー
タ
を
取
得

ま
た
は
市
場
が
電
子
メ
ー
ル
で
送
信

毎
日
、
水
産
当
局
へ
電
子
報
告

電
子
作
成
し
、
印
刷
し
た
文
書
を
事
務
室
で

手
渡
し

ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
（
漁
獲
・
販
売
情
報
）
を

記
載
し
容
器
に
貼
付
・
投
函

毎
日
、
水
産
当
局
へ
電
子
報
告

電
子
作
成
し
、
印
刷
し
た
文
書
を
事
務
室
で

手
渡
し

ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
（
漁
獲
・
販
売
情
報
）
を

記
載
し
容
器
に
貼
付
・
投
函

バ
ー
コ
ー
ド
か
ら
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
を
取
得

一
般
情
報
、
登
録
手
続
き
、
施
設
・
設
備
、

サ
ー
ヴ
ィ
ス
、
相
場
情
報

相
場
情
報
を
公
開

電
子
作
成
し
、
印
刷
し
た
文
書
を
事
務
室
で

手
渡
し

ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
（
漁
獲
・
販
売
情
報
）
を

記
載
し
容
器
に
貼
付
・
投
函

毎
日
、
水
産
当
局
へ
電
子
報
告

毎
日
、
水
産
当
局
へ
電
子
報
告

一
般
情
報
、
登
録
手
続
き
、
施
設
・
設
備
、

サ
ー
ヴ
ィ
ス
、
陸
揚
げ
情
報
、
相
場
情
報

陸
揚
げ
情
報
を
公
開

we
bサ

イ
ト
に
ユ
ー
ザ
ー
名
、
パ
ス
ワ
ー
ド

で
ロ
グ
イ
ン
し
詳
細
情
報
を
取
得

相
場
情
報
を
公
開

電
子
作
成
し
、
電
子
メ
ー
ル
で
送
信

ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
（
漁
獲
・
販
売
情
報
）
を

記
載
し
容
器
に
貼
付
・
投
函

毎
日
、
水
産
当
局
へ
電
子
報
告

コ
ル
ヌ
ア
イ
ユ
の
漁
港
を
管
理
運
営
す
る
商

工
会
議
所
の
we
bサ

イ
ト
：
一
般
情
報
、
登

録
手
続
き
、
施
設
・
設
備
、
サ
ー
ヴ
ィ
ス
、

陸
揚
げ
情
報
、
相
場
情
報

we
bサ

イ
ト
に
ユ
ー
ザ
ー
名
、
パ
ス
ワ
ー
ド

で
ロ
グ
イ
ン
し
情
報
を
取
得

we
bサ

イ
ト
に
ユ
ー
ザ
ー
名
、
パ
ス
ワ
ー
ド

で
ロ
グ
イ
ン
し
情
報
を
取
得

電
子
作
成
し
、
電
子
メ
ー
ル
で
送
信

ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
（
漁
獲
・
販
売
情
報
）
を

記
載
し
容
器
に
貼
付
・
投
函

毎
日
、
水
産
当
局
へ
電
子
報
告
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 販売方式は、市場内の利用計画（商品陳列場所・販売場所・販売情報の表示等）と密接な

関係があり、国によっても異なる。例えば、イタリア、ポルトガルは、ベルトコンベアを使

ったレーン上に商品を載せて、バイヤー席の前に移動しながら販売原票の作成と販売を同

時に行っている。デンマークでは、選別・計量が終了し、販売原票が作成された商品が陳列

されている場所でせり人がバイヤーへ販売する方式と、商品の陳列されている場所とでは

なくせり販売室でスクリーンと PC を前に、あるいはオンラインで販売する方式がある。 

 

電子せりのオンライン化が拡大しているが、バイヤーが当該漁港・市場周辺に限らず、国

内外の各地から参加することから、オンライン化には商品の品質保証システムと市場から

の配送システムが構築されていることが前提である。品質保証システムについては、EU統

一の品質基準と北欧の輸出国が実施している EU基準の細分化がある。配送システムについ

ては、販売終了後、バイヤーの指定する場所まで、配送する時間の厳守とコールドチェーン

の確保が求められる。これには投資や管理運営コスト等を要することから、主に輸出向けに

販売・購入されているノルウェー、デンマークやフェロー諸島など北欧やスコットランドの

漁港・市場においてオンライン・システムによる販売が中心となっている。一方、例えばイ

タリアではほとんどが国内消費向けであることや数量も北欧に比して少ないことから、既

表 5.6 販売方式の電子化 
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にオンライン化に対応しているが、市場からの配送システムが構築されておらず、これがオ

ンラインの利用者がない理由となっている。 

 

2)我が国の漁港・市場 

せりと入札の 2 つの販売方式があり、いずれを採用するかは市場の商習慣によるもので

あり、販売方式を変えることは容易なことではない。電子化・ネットワークが行われている

漁港（以下「先進地区」と呼ぶ）は限られている。さらに欧州のように販売業務を通じてリ

アルタイムで販売情報が記録・保存されるのは、大船渡漁港、宮古港及び一部気仙沼漁港の

電子入入札である。また、欧州はノルウェー浮魚販売組合を除けばせり販売であるが、我が

国の先進地区では、入札の電子化（電子入札）が行われ、せりについては販売原票を電子し

た上で、商品を前にしてせり人が買受人（欧州のバイヤー）に対して販売した結果をその場

で記録係がタブレットに入力するやり方である。これは、デンマークの Fiskeauktion DK が

採用している販売方式（タブレットの代わりに PC に入力）と同じである。 

 

（せり販売時間） 

欧州の電子せりと我が国の発声せりにかかる市場職員の配置とスピードを比較した結果

を表 5.7に示す。スピード（ロット/秒）は、国や漁港・市場によってばらつきはあるが、1

ロットの規模（箱数）で分類すると、ポルトガル・イタリア（1 ロット 1 箱）では 11～20

秒、英国・デンマーク（1 ロット 2～13 箱）では 17～61 秒である。これに対して我が国の

漁港・市場では、せり結果をその場でタブレット入力する場合に 7～12 秒、伝票に手書きで

記載する従来方式であっても 12 秒とかなりスピードが速いことになる。しかしながら、タ

ブレット入力と伝票への手書きについては，入力や記載ミスがないか、せり販売が終了した

段階で確認が行われている。その確認時間を含めると、1 ロット当たりのせり販売時間は、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5.7 せり販売方式の職員配置と販売時間の比較 

国名 漁港・市場 測定日 販売容器 せり販売方式 市場職員の配置
計測時間
（秒）

計測時間中
のロット数

秒/ロット
1ロット
の規模

英国
ラーウィック
スキャロウェイ

2018年6月12日
電子せり（オンライン）：せ
り販売室内でせり販売（事前
に販売原票作成）

せり人１名 8,400 282 30 平均6箱程度

セシンブラ 2018年5月21日 276 15 18
ペニシェ 2018年5月22日 870 50 17

マトジーニョ 2018年5月23日 590 50 12
ペスカラ 2018年11月20日 7,800 500 16

ジュリアノーヴァ 2018年11月21日 1,920 97 20
チタヴィノーヴァ 2018年11月22日 2,600 150 17

アンコーナ 2018年11月23日 10,500 1,000 11

ギルライエ 2019年5月17日

電子せり（オンライン）：せ
り人が事務室でPC/タブレット
を操作して販売（事前に販売
原票作成）

せり人1名 1,210 71 17

テューボルン 2019年5月22日
電子せり（オンライン）：せ
り販売室内でせり販売（事前
に販売原票作成）

せり人1名 7,320 198 36

ハンストホルム 2019年5月22日 11,700 191 61

ヒァツハルス 2019年5月24日 4,500 79 57

函館市魚市場 2018年9月19日
トロ箱
（鮮魚）

発声せり：せり結果はその場
で伝票に記載し、せりはすべ
て終了してからPC入力

せり人1名
記録者2名
落札者名の投函1名

2,970 239
12
注2

注1：すべてのせり販売が終了した段階で、販売時に記録した映像や音声により入力内容の確認を行っている
注2：伝票に手書きしたせり販売結果を別途事務室にてPCに入力する時間を要する

せり人1名
記録者1名
落札された商品の移動
2名
魚箱のタグのスキャン
1名

1箱

1箱

平均2～13箱

鮮魚：1箱
箱入り：複数

デンマーク

発声せり（販売原票等電子
化）：商品陳列場所でせり人
がバイヤーへ販売し、その場
で記録者が販売結果をPCに入
力

規格容器
（鮮魚）

ポルトガル
電子せり：商品（容器）をベ
ルトコンベヤに載せて販売
（事前に販売原票作成）

せり人1名
キャビン内1名

イタリア

電子せり：商品（容器）をベ
ルトコンベヤに載せて販売
（コンベア移動中に販売原票
作成）

せり人1名
キャビン内1名

日本

大船渡市魚市場
トロ箱
（鮮魚）

発声せり：せり結果はその場
でタブレット入力（事前に販
売原票作成）

せり人1名
記録者1名
落札者名の投函1名

宮古市魚市場
2019年11月27日
2019年11月28日

発声せり：せり結果はその場
でタブレット入力（事前に販
売原票作成）

せり人1名
記録者1名
落札者名の投函1名

1,516
7

注1

2018年10月17日
2018年10月18日

トロ箱
（活魚・活魚）

発泡箱
（鮮魚）

2,712 236
12
注1

10,233
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せり結果のタブレット入力の場合に 14～24 秒、伝票に手書きする従来方式の場合に 24 秒

程度ということになり、ポルトガル・イタリアに近いことになる。スピードはロットの規模

が影響しており、1 ロット当たりの箱数が大きくなるとスピードも英国・デンマークに近づ

くものと推量される。 

したがって、仮に欧州の電子せりを導入するとした場合の優位性は、販売時間の短縮とい

うよりは、省力・省人化と電子せりを通じてリアルタイムで販売情報を記録・保存する、デ

ータベースの構築にあると言える。 

 

（電子せりより電子入札の推進） 

 我が国では商品を前にしてせり人が発声や身振りで買受人へ販売し、せり販売結果をそ

の場で記録者がタブレットに入力する方式が導入されている。欧州のような商品情報や販

売価格がクロック表示盤や電光表示盤、スクリーンに表示され、それと商品を見ながら購入

希望する価格になったときに、手元のリモコンや PC、タブレット等端末から応札する方式

については、これまでの先進地区における取組み状況を見ると、我が国の商習慣になじまな

いものと考えられる。むしろ従来のマニュアル式（手作業・紙ベース）の入札やせりを電子

入札に移行させることで、省力化・省人化や販売時間の短縮、さらには荷受けから販売、搬

出までリードタイムの短縮の効果が期待できる 5)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)中泉昌光：働き方改革に向けた漁港・市場の生産性の向上における ICT 導入の効果分析，土木学会海洋開発論文

集 Vol.77，No.2 2021． 
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(6)衛生管理・品質管理 

1)欧州の漁港・市場 

（衛生管理） 

EU 衛生管理規則に基づく市場の施設や設備の整備・改良は 1994 年頃から行われ、2000

年頃までに終了している。その後の市場の改築や新設においても、EU 衛生管理規則に基

づく施設構造や設備の整備・改良が行われている。 

英国とデンマークの主要な市場は，最近の繁殖を抑止するため場内全体が低温管理（冷

蔵温度：0～4℃）されている。フランス，ポルトガルの主要な市場は，低温管理室（冷蔵

温度）とその他（10～17℃）に分かれて温度管理されている。魚箱の水産物にもしっかり

と施氷されており，室温を下げることと施氷により魚体の温度管理（冷蔵温度）を行って

いる。イタリアの主要な市場は，低温管理室（冷蔵温度）を除くと，空調設備はなく魚箱

の水産物に施氷することだけで魚体の温度管理を行っている。 

市場は獣医管理番号Veterinary Control Numberを取得し、食品安全・衛生に関する法令規則

を遵守している。衛生管理のコントローラーとして獣医Veterinaryが配置され，毎日チェッ

クリストに基づき市場内の衛生管理の状況を検査する。数種類の水産物の検査や場内で使

用する上水、氷、海水の水質も検査する。地方政府（または自治体）は、市場からの検査結

果に基づき、定期的に保健所の検査官を市場に派遣し、適切に行われているか、問題がない

か確認する。 

 

（選別規格と品質評価基準） 

魚種に応じて、選別規格と品質基準が設けられている。バイヤーや消費者ニーズに対応

し、中・大型船では船上で選別・計量が行われるが、ヒラメ・カレイ類やアンコウのよう

に水分の多い魚種については陸揚げ後、場内に搬入してから自動選別機で選別が行われて

いる。規格は、1 魚種につき 5～6 規格に分かれている。 

EU の品質評価基準では、状態（活魚・鮮魚・冷凍）、魚体、鰓や眼の色合い、破損の有

無などから 4 評価に分かれるが、C 評価のものは市中に出回ることはない。品質評価は、経

験豊かな市場職員が行っている。 

 

（EU 品質の評価基準） 

 E：特に品質の高い魚、甲殻類や貝類／活魚・鮮魚 

（鮮やかな色合い） 

  A：品質の高い魚／鮮魚 

B：品質の低下した魚／鮮魚・冷凍 

C：（該当するものは販売に出していない） 

 

デンマークや英国（シェットランド）のオンライン・オークション Online auction を導入

している市場では図 5.5に示すように、全国各地や海外にいて商品の下見ができないバイ

ヤーへの便宜のため、EU 基準よりも細かい評価基準を設けられている。 

品質評価基準の運用においては、適切な品質評価が行われていることと、販売側（市

場）と購入側（バイヤー）との高い信頼関係が構築されていることが前提である。 
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（品質向上のための指導） 

品質は，消費者の安全や嗜好への対応と価格の維持・向上において極めて重要なことであ

る。シェットランドでは，「シェットランド水産物・食品品質管理会社（SSQC: Shetland Seafood 

Quality Control Ltd.）」がサーモンと底魚について品質確保や向上の支援を行っている。 

 SSQC によれば，当初船別の評価にかなり抵抗があったが，価格向上へ反映されてくこと

が徐々に認識され，現在は品質向上に向けた取組が生産者，市場，SSQC の間で共有されて

きているとのことである。 

 

2)我が国の漁港・市場 

我が国の衛生管理対策において、従来の施設・設備の配置や構造に大きな変化を及ぼした

のは、ⅰ）市場が屋根だけの開放型建物構造から、欧州の市場と同様のシャッターあるいは

扉の付いた閉鎖型建物になったことと、ⅱ）市場の前面に配置された陸揚げ岸壁に屋根を設

置（屋根付き岸壁）していることである。我が国の場合、陸揚げと同時に岸壁上で選別作業

を行うことが多いことから、屋根付き岸壁は衛生管理上の理由だけでなく就労環境の改善

の視点からも設置されている。 

明らかに欧州と異なるのは、市場内の温度管理である。欧州では場内全体または低温管理

室が冷蔵温度で管理されているが、我が国では電気料の問題があり、ⅰ）冷蔵温度にするの

は気温の上がる夏場の時期に限る、ⅱ）低温管理室を設け、温度管理を行う場を限定する、

もしくは、ⅲ）施氷を十分に行う、スラリー氷（急冷）の使用などが行われている。 

 我が国には欧州のような品質評価基準はない。水産物（商品）をどう評価するかはバイ

ヤーの技能・経験であり、これを一元的に市場側が行うことは想定しにくい。他方、市場

が品質に積極的に関与し、特別な取扱いを行うブランドについては実質的に、市場側が品

質評価を行っていると言える。将来的にオンライン・オークションを導入する場合には、

その水産物（商品）の映像提供も考えられるが、市場側がどのように品質評価し、保証す

るかが重要な課題の一つである。 

 

図 5.5 選別規格と品質評価基準（デンマーク） 
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(7)資源管理・トレーサビリティ 

1)欧州の漁港・市場 

資源管理は、資源評価・調査と漁獲数量管理から構成され、前者については、国や水産

研究機関が連携し、漁業者や漁港・市場の協力を得ながら調査船調査、市場調査、海洋観

測等を実施するとともに、評価体制を構築している。後者については、資源を保全しつ

つ、持続的に利用するため、漁獲量や漁獲努力量の適切な管理に努めている。EU 共通漁

業政策 CFP（Common Fisheries Policy）として、ⅰ）資源回復計画に基づく漁獲努力の削

減、ⅱ）漁獲可能量 TAC（Total Allowable Catch）の設定 - 漁獲割当の管理方式として個別

割当 IQ 方式、譲渡性個別割当 ITQ 方式がある - やⅲ）違法・無報告・無規制（IUU）漁

業対策が行われている。両者に共通することとして、漁獲数量管理（魚種、漁場、漁獲

量）が最も重要であり、漁船（船上）からの漁獲情報と漁港・市場からの販売情報（販売

により数量が確定するため）の迅速な収集・分析システムが ICT を活用して電子化されて

いる。 

 

（資源管理・水産統計） 

EU 規則（EU 1224/2009）では、図 5.6に示すように船長（漁業者）に対して漁業・陸揚

げに関する情報、そして市場に対して販売に関する情報を水産当局に報告することを義務

付けている。 

ⅰ．水産統計は、水産物の販売記録❶に基づいて水産当局が作成する。このとき漁獲水域に

関する情報は、10m以上の漁船の船長から報告される漁業日誌❷、陸揚げ申告❸及び漁

獲水域申告（10m未満の漁船の船長）❹より取得する。 

ⅱ．12m以上の漁船の船長は、漁業日誌を電子的な方法で記録しなければならない。また、

陸揚げ申告を電子的に行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 5.6 資源管理・水産統計に関わる報告 
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ⅲ．10m未満の漁船の船長は、漁業日誌を作成する義務や、デンマークの港に陸揚げする

ときにこれを提出する義務はないが、漁獲水域とその水域でのみ漁獲することを水産当

局に事前報告❹しておかなければならない。 

 

2009 年、2010 年当初は、日誌や報告は紙媒体であったが、2014 年頃から電子媒体・電子

化されている。船長は専用の web サイトや eLog にログインし、いつ、どこで、どれだけ獲

ったか漁獲情報を入力する。船長が報告する数量と市場や加工場の事業者が報告する数量

はほぼ同じでなければならないことから、その差が一定の範囲内（デンマークでは 8%以内）

であることが求められている。フランスでは、専用 web サイトから入力する他、電子メー

ル（pdf）で送信して電子報告している。英国では、航海データ記録装置 VMS（Vessel 

Monitoring System）と自動計量スケールを搭載し、船上から操業位置と漁獲量などの情報を

水産当局へ報告することが行われている。 

 

（トレーサビリティ） 

EU 規則（EU 1224/2009）では、漁獲や収穫（養殖）から小売までの生産・加工・流通の

あらゆる段階において、すべてのロットについてトレーサビリティを確保することが規定

されている。このためには，市場～バイヤー（加工・流通事業者）～外食・小売事業者の

各 2 者間取引において、ロット単位のトレーサビリティを確保することとし、ラベルまた

は仕切書・販売通知書等の伝票に、ロット識別番号、漁船等名称・識別番号、魚種、漁獲

日、重量または数量、漁獲水域等を記載し伝達する。ロットの統合・分割をする場合は、

新しいロットの識別番号に対応する元のロット識別番号を記録する。養殖水産物も対象で

ある。このように、漁港・市場は水産物（商品）の荷受け・販売を通じてそのトレーサビ

リティ情報を記録保存し、適当な処理を行ったうえで川上と川下へ提供するという重要な

役割を持っている。 

市場では、次のように漁業者からバイヤーまでの間のトレーサビリティを確保してい

る。 

ⅰ．市場は漁業者から水産物を荷受けし、選別・計量して商品をバイヤーへ販売する。ロッ

ト別（1 ロットを複数のバイヤーが購入した場合にはさらにバイヤー別）に識別番号が

自動付与され、ロット単位で漁獲情報・販売情報を市場のサーバーに記録・保存する。 

ⅱ．市場事業者は、ロット（識別番号付与）別に漁獲や販売に関する情報が記載されたラ

ベルを魚箱に投函または貼付してバイヤーへ荷渡しする。バイヤーはラベルの情報を読

み取ることでロット単位の漁獲情報・販売情報を取得する。 

ⅲ．市場事業者は漁業者へ仕切書、バイヤーへ販売通知書を作成・提供する。これら伝票に

は、文書番号と各ロットには識別番号が付与されている。 

EU 規則（EU 1379/2013）では、最終消費者に対して商品名称・学名、生産方法（漁獲・

養殖養殖など）、漁獲または養殖水域、漁業の種類（漁獲の場合）、解凍品の場合にはその旨

などの情報を提供しなければならないとされている。 

 

（IUU漁業規則） 

 EU の IUU 漁業規則（EU 1005/2008, EU 1010/2009, EU 86/2010）が，商業漁業に従事する全ての漁船を対象とし

て、IUU 漁業 を起源とする水産物がＥＵ域内に入域することを防止、抑止、廃絶することを目的に、2010 年 1 月から

全面的に施行されている。具体的な措置としては，ⅰ）寄港する漁船と漁獲物のモニター及び監督を改善するため，加

盟国による寄港国管理を強化することと，ⅱ）EU 域内に入域する 全ての水産製品のトレ－サビリティを改善するため，
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漁獲証明スキームを導入することである。 

 

 欧州では、荷受け・販売の過程で水産物（商品）のトレーサビリティ情報を電子媒体で記

録保存しており、ラベルや仕切書・販売通知書等伝票は電子作成されている。生産者やバイ

ヤーへの伝票の提供は、電子メールや事務室で手渡し、あるいは市場内のボックスへ投函し

ている。トレーサビリティ情報の構築と情報の提供の迅速化・効率化には、荷受け・販売業

務の電子化が大きく寄与している。 

 

2)我が国の漁港・市場 

 わが国では、改正漁業法の下、新たな資源管理システムへ移行するため、調査船調査、市

場調査、海洋観測等を拡充し、資源調査・評価体制の強化を図っており、近年の不漁の原因

解明も含め、水産資源に対する海洋環境の影響把握を推進している。 

一方、漁獲数量管理については、販売業務が電子化されている漁港・市場が限られている

ことから、漁獲・販売情報の収集に多大な労力と時間を要している。また、トレーサビリテ

ィに関しても、漁獲水域等漁獲情報が欠落している、情報が紙媒体で記録保存されているな

ど、川上や川下へ情報を迅速かつ正確に情報を伝えることが困難な状況にある。このため、

漁港・市場や漁協からの電子的情報収集体制や漁獲証明制度の導入に向けた漁獲情報・販売

情報の電子化システム等の整備を推進しているところである。 
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(8)持続可能な漁業・エコラベル 

1)欧州の漁港・市場 

（エコラベル水産物の表示） 

ノルウェー、デンマークそして英国では、生産者や市場、加工業者が MSC 漁業認証や CoC

認証など国際的に認知されているエコラベルの取得に取り組み、これら認証の取得状況や

対象水産物の陸揚げ・販売予定情報を公開している。フランスでは地域圏が認証するエコラ

ベル、ポルトガルでは一元管理運営している漁港・市場（Docapesca）が独自のエコラベル

を導入している。こうしたエコラベルに取り組む理由として、国内外を問わず消費者の関心

が高いことと、その結果市場においてバイヤーが MSC 漁業認証の商品を高く評価して購入

していることが挙げられる。 

 

（持続可能な開発目標－目標 14） 

2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された持続可能な開発

目標（SDGs）として目標 14「海の豊かさを守ろう」－海の豊かな生態系や資源を守り，持続可能な利用を行う－がある。

漁獲量を制限し、過剰漁獲（IUU 漁業）を防ぐことと海洋環境を保全することである。エコラベルはその取組のひとつ。 

（エコラベル） 

エコラベルとは、水産資源の持続的利用や環境に配慮した方法で漁獲された水産物に対して消費者が選択的に購入で

きるように商品にラベルを表示するスキームであり、その認証には、ⅰ）生産段階認証（漁業/養殖別）－持続可能で環境

に配慮した漁業により漁獲された水産物であること、ⅱ）流通加工段階認証（CoC）－生産段階で認証された水産物が非

認証水産物と混ざることなく、流通・加工・小売等の事業者により消費者のもとに確実に届くこと－の 2 種類がある。 

持続可能な水産物の普及と消費者ニーズに対応し、主要な市場は、ａ）CoC 認証を取得し、漁業認証の水産物（商

品）が非認証のものと混じらないように別ロットにして販売している。本認証書は web サイトに公開されている。

ｂ）web サイトに陸揚げ情報や販売結果（相場情報）を掲載する場合にも，漁業認証の対象水産物であることを明示。 

 

事例としてピーターヘッド（英国）の場合を図 5.7 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 5.7 MSC漁業認証対象水産物の陸揚げ・販売情報の提供（英国・ピーターヘッド） 
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陸揚げ情報・販売情報は web サイトに公開され、さらに出力印刷したリストが市場管理

事務室前に掲載される。その内容は，船名・魚種・箱数（一定規格の容器）であるが、

MSC 漁業認証の対象魚種とその箱数も明記されている。 

 

（MSC漁業認証の有無による価格の差違） 

MSC 漁業認証の有無による販売価格の差違は明確に現れている。デンマークのハンスト

ホルム、ヒルツハルス等における現地調査期間中の MSC 漁業認証の有無、品質等級、規格

及び販売価格を表 5.8に示す。同一の市場，販売日，魚種，品質等級，規格の商品について、

MSC 漁業認証の取得の有無による販売価格の差違を見ると、MSC 漁業認証のある魚種の価

格が数%から約 30%の幅で高いことがわかる。 

 

（品質等級及び規格による価格の差違） 

表 5.8 より、同一の市場、販売日、魚種、規格、MSC 漁業認証の取得の有無の商品につ

いて、品質等級の差違による販売価格の差違を見ると、品質等級 E は品質等級 A よりも価

格が数%から約 100%の幅で高いことがわかる。同一の市場、販売日、魚種、品質等級、MSC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5.8 MSC漁業認証の有無、品質等級および規格による販売価格の差違 

http://www.fdas.dk/en/prices.htm http://www.fiskeauktion.dk/Prices http://www.dfa.as/priser-hvide-sande より作成 
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漁業認証の取得の有無の商品について、規格の差違による販売価格の差違を見ると、数割か

ら最大約2倍の販売価格の差違が見られる。これらのことから、品質や大きさによる規格基

準を設けること、高い品質が市場では高く評価されていることがわかる。 

 

2)我が国の漁港・市場 

水産基本計画（2017 年４月 28 日）には、「水産物が持続可能資源であり、管理しつつ最

大限活用することの重要性を消費者に理解してもらうためにも、持続可能な漁業・養殖業由

来であることを示すエコラベルの普及を、水産加工業者や流通業者等との連携を図りつつ

促進していく。この一環として主要資源の状況や資源管理の実施状況につき理解しやすい

形で積極的に公表し、これにより、漁業者がより高いレベルの資源管理に取り組むインセン

ティブを与える。」ことが示されている。 

我が国で活用されている主なエコラベルには、ⅰ）日本発の漁業認証の MEL と養殖認証の

AEL、ⅱ）海外発の漁業認証の MSC と養殖認証の ASC の４種類が知られており、いずれの

認証も民間団体により運営されている。現時点（2020 年 3 月 31 日時点（水産庁調べ））で

の取得状況は次のとおりである。なお、欧州（デンマークのギルライエ）のように、市場が

流通加工段階認証 CoC を取得している例はない。 

 

（認証の取得状況） 

MEL 認証：48 漁業・21 養殖業   58 事業者（流通加工） 

AEL 認証：42 養殖業        24 事業者（流通加工） 

MSC 認証： 6 漁業             273 事業者（流通加工） 

ASC 認証： 9 養殖業           136 事業者（流通加工） 

 

 今後は、国内外の認知度向上と認証件数・認証水産物数量の増加に一体的に取り組むこと

とされているが、農林水産省「食料・農業及び水産業に関する意識・意向調査」（2020 年 3

月 31 日）によると、次のようなことが読み取れる。 

・漁業者、流通加工業者ともに、エコラベルを「商品の差別化」や「付加価値向上」のツー

ルあるいは、「水産資源や漁場環境を保全する必要性を消費者に訴える」ツールの１つと

して意識している傾向。 

・エコラベルを「輸出を増大」させるツールとして感じている割合は、流通加工業者の方が

高い傾向。 

・一方で、水産エコラベルを「必要がない」や「取得しても売上やイメージが向上するとは

思わない」、「費用がかかる」とする意見も多く、エコラベルの認証取得を志向する動機と

して、欧州のように、例えばエコラベル認証の取得による価格上昇といった経済的あるい

は企業戦略としてのメリットを見いだせるかどうかが重要と推察される。 
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(9)情報提供・公開 

1)欧州の漁港・市場 

拠点となっている漁港・市場では、漁港や市場の概要・施設など一般情報の他、次のよ

うな情報について、web サイトを通じた情報提供・公開を行っている。利用者が特定され

公開が適当でない情報については、利用者に事前登録していただき、専用ログインからの

アクセスによる提供を行っている。事例としてデンマークのハンストホルムの web サイト

を図 5.8に示す。 

 

（webサイトから発信する主な情報） 

ⅰ．陸揚げ情報（入船予定情報）、販売結果（相場情報、市況情報） 

ⅱ．選別規格 

ⅲ．MSC 漁業認証の対象水産物，CoC 認証の取得状況 

ⅳ．魚箱に投函・貼付されたラベルの情報（トレーサビリティに対応したロットごとの

漁獲・販売情報）  

ⅵ．生産者（漁業者・船主）やバイヤーへの仕切書・販売通知書等の作成と発行の電子

化（事前登録し専用ログインからアクセス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)我が国の漁港・市場 

我が国では、市場を所有・管理する漁協や公設市場を運営する卸売会社や漁協が自ら開

設する web サイトを使って一般的情報を提供しており、欧州のように陸揚げ情報（入船予

定情報）、販売結果（相場情報、市況情報）、さらに生産者（漁業者・船主）やバイヤー

への仕切書・販売通知書等の作成と発行の電子化を行っている市場は、国内でも先進的に

販売業務の電子化に取り組んでいる漁港・市場に限られている。 

図 5.8 デンマーク・ハンストホルムの市場 webサイト 
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(10)魚箱の規格化と管理 

1)欧州の漁港・市場 

（魚箱の規格化） 

欧州各国、各漁港・市場で利用されている魚箱の規格（大きさ・形状・材質）とその管

理方法について表 5.9に示す。漁港・市場ごとあるいは国内の全漁港・市場において、統

一規格の魚箱が使用され、その規格数も限られている。魚箱は、販売のための容器として

だけでなく、漁船に積込んで、漁獲物を入れる容器とし、さらに販売後の搬出・輸送用の

容器としても利用されている。魚箱に入れられた水産物の数量（重量もしくは数量）は、

船上あるいは陸揚げ・荷受け後に計量されるが、魚種に応じて概ね一定とされている。魚

箱の規格は、中に入れる水産物が一定重量になること、耐久性があること、空箱を積重ね

時にかさばらないことなどを考慮して決められている。また使用に当たっては、衛生管理

上の措置が講じられており、発泡スチロール（EPS）製魚箱は 2 回以上使用してはならな

いこととされ、プラスチック製魚箱は毎回使用後自動洗浄機械を使って洗浄されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（魚箱の管理システム） 

欧州各国における魚箱利用の様子を図 5.9に示す。漁港・市場が魚箱の貸出し（プラス

チック製）や販売（EPS）を行っているが、毎回使用後にいかに確実に魚箱を集荷するこ

表 5.9 国別、漁港・市場別魚箱の規格と管理方法 

底魚・貝類 浮魚（食用）
ノルウェー ノルウェー浮魚販売組合 加工場にフィッシュポンプで直接陸揚げ・搬入

セシンブラ
ポルティマオ
ペニシェ
セトゥバル
マトジーニョス
フィゲイラ・ダ・フォズ
ラーウィック
スキャロウェイ
ピーターヘッド
スクラブスター
フレーザーバラ
ニューリン
ブリクサム
プリマス
ペスカーラ
ジュリアノーヴァ
チヴィタノーヴァ

市場統一規格のEPS製と木製魚箱（イワシ）

アンツィオ
サン・ベネデット・デル・トロント
オルトーナ
リヴォルノ
トラーパニ
キオッジャ
マンフレドニア
ギルライエ 加工場にフィッシュポンプで直接陸揚げ・搬入
テューボルン 加工場にフィッシュポンプで直接陸揚げ・搬入
トースミンネ
ヴィデ・サンディ
スカーイェン 加工場にフィッシュポンプで直接陸揚げ・搬入
ハンストホルム
ヒァツハルス 加工場にフィッシュポンプで直接陸揚げ・搬入
ストランドビュー
グレーノ
ラロッシェル
レ・サーブ=ドロンヌ
ロリアン-ケルマン
コンカルノー
ギルヴィネック
サンゲノレ 市場統一規格のプラスチック製タンク（イワシ）
ロクテュディ
ブローニュ=シュル=メール
グランヴィル
ドァルヌネ 市場統一規格のプラスチック製タンク（イワシ）

フランス
〇全市場でプラスチック製魚箱 5規格を使用
〇市場が貸出し、洗浄・保管

容器の規格（出漁・漁獲～陸揚げ・販売・搬出～加工場または輸送・輸出先）

英国
〇全市場でプラスチック製魚箱 2規格を使用
〇市場が貸出し、洗浄・保管

イタリア

〇全市場でプラスチック製魚箱 2規格とEPS製魚箱・5規格を
使用
〇市場がEPS製魚箱販売（2回以上使用不可）と プラスチック
製魚箱貸出し、洗浄・保管

アンコーナ

デンマーク

〇全市場でプラスチック製魚箱 2規格を使用
〇民間企業が個別管理システムの下、貸出し、洗浄・保管
〇その他外来船・輸入では上記魚箱使用または当該国の規
格の魚箱を使用

国名 漁港・市場名

ポルトガル
〇全市場（Docapesca）でプラスチック製魚箱 1規格を使用
〇市場が貸出し、洗浄・保管



200 

 

とが課題となっている。デンマークでは、統一規格の魚箱が使用され、さらにその魚箱の

管理には、個別追跡ができる管理システムが導入されている。その魚箱の管理システムを

図 5.10に示す。魚箱には、RFID/バーコード付きタグが 2 個貼付されている。船主が Pack 

and Sea A/S 社から魚箱を借りる場合、保管所から搬出する際に魚箱に貼付されている

RFID をスキャンし船名を入力することで魚箱の借主として船名が Pack and Sea A/S のシス

テムに記録（貸出し①）される。市場で商品が落札されると、再び商品の入った魚箱の

RFID をスキャナーでスキャンしバイヤー名（番号）を入力することで、水産物（商品）

の入った魚箱の借主は船主からバイヤーへ書き換えられる（貸出し②）。各港に集荷・洗

浄・保管施設があり、その管理運営は市場に委託している。国内のいずれの漁港でも魚箱

を利用でき、使用後は最も近い港で返却する。海外で使用する場合には、スウェーデン、

ドイツ、オランダ、ベルギー、イングランド、スコットランド、フランスに魚箱の集荷場

があり、そこに返却する。 

本管理システムは、魚箱とその中に入れられた水産物（商品）の情報を連結すること

で，魚箱を追跡することにより、何の水産物がいつ、どこで漁獲、陸揚げされ、どこへ運

ばれたかを把握することが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（規格化の効果） 

統一規格の容器を利用するメリットとしては、ⅰ）漁船内、漁港・市場内、輸送保冷車

内に安全に積重ね保管できること、ⅱ）魚箱内の水産物の概ねの数量がわかること、ⅲ）

漁獲から陸揚げ・荷受け、販売、そして搬出・輸送まで概ね同じ魚箱を使用することで、

一貫した円滑な作業を行うことができることが挙げられる。 

図 5.9 魚箱の事例 
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さらに、個々の魚箱を管理できるシステムを導入した効果としては、ⅳ）個々の魚箱の

使用状況をリアルタイムで正確に把握することができ、かつ使用料の計算と請求書の作

成・発行手続きは自動化されたことで、省力化・省人化が実現しかつ正確性が確保される

ようになった。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 5.10 漁港・市場における魚箱の管理システム（Pack and Sea A/S社） 
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3)我が国の漁港・市場 

（魚箱の材質） 

ⅰ．わが国では、水産物を入れる容器は、魚箱、トロ箱、魚函と呼ばれている。材質として

は、プラスチック製、発泡スチロール（EPS）製や木製がある。プラスチック製は毎回

使用後に洗浄を行っている。洗浄 EPS 製は、98%が空気であることから、断熱性と緩衝

性優れているが 2 回以上使用しないことにしている。依然として木製も使用されてい

るが、水分の出やすい水産物などに限られている。アジ・サバ・イワシ・サンマなど大

量の水産物を入れる容器として、スカイタンクやダンベと呼ばれるものがある。こうし

た材質の使い分けは欧州と共通している。 

 

（魚箱の統一規格化） 

ⅰ．同じ漁港・市場では統一規格の魚箱が使用されている点では、欧州と同じであるが、

その規格数はかなり多い。これは欧州に比べて魚種が多いこと、ロットの大きさや鮮

魚・活魚・冷凍ものなど販売形態も様々であることが理由である。 

ⅱ．拠点漁港は、地元漁船だけでなく近隣や全国各地区からの外来漁船も多く利用するこ

とから、当該漁港・市場だけでなく、広域的、全国的に統一規格の魚箱（スカイタンク

を含む）を使用することが、荷受け・選別、販売、搬出・輸送の効率化に資するものと

考えられる。 

 

（魚箱を使用する工程） 

ⅰ．欧州では魚箱は、販売のための容器としてだけでなく、漁船に積込んで、漁獲物を入

れる容器とし、さらに販売後の搬出・輸送用の容器としても利用されている。我が国で

は、漁獲後は魚倉入れて帰港し、陸揚げ、選別してから魚箱に入れている。基本的に魚

箱は、漁港・市場における荷受け・選別、販売に使用されている。 

ⅱ．高い鮮度を保持する必要のある特定の魚種については船上で発泡スチロール製魚箱に

詰め、そのまま陸揚げされ、販売後そのまま搬出・輸送される。漁港・市場ではじめて

発泡スチロール製魚箱に詰められる商品もあり、販売後そのまま搬出・輸出される。 

ⅲ．スカイタンクに入った商品は、購入した買受人がそのスカイタンクを使って加工場ま

で搬出・輸送する場合と、自らタンクを用意して搬出・輸送する場合がある。 

ⅳ．漁獲段階、すなわち船上において（数日以上操業する場合には選別・計量を行ってい

る）魚箱に詰めるかは、操業日数や漁獲量によるとともに、ⅱ．のように対応のように、

鮮度保持がいかに確保できるているかが重要である。 
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6. 最後に 
 

 欧州との水産物に係る食文化、商習慣は異なるものの、社会的なニーズと責務は共通して

いる。また漁港・市場の整備や管理運営についての法制度や予算制度の状況も異なるものの、

社会的ニーズや責務に対応した漁港・市場の役割や機能は同様に共通している。一方、かつ

ての衛生管理対策においてフランスをはじめ欧州の漁港・市場を参考としたように、資源管

理への対応についても、欧州が先行していることから、これら現地調査の結果と本報告書は

我が国の、資源管理の下での漁港・市場の管理運営の在り方の検討に大いに役立つものと確

信している。特に拠点漁港の産地市場が漁場・生産者と加工流通・消費地・消費者を結ぶ重

要な位置にある優位性を注目すると、市場における販売業務の電子化は必須である。販売業

務の電子化は、市場にかかる作業の省力化・省人化や生産性の向上、リードタイムの短縮等

に寄与するとともに、販売業務を通じて記録・保存される販売情報（漁獲情報も含まれる）

は、水産資源に関するデータベースとして、漁獲量の管理、トレーサビリティの確保、適正

に漁獲されたものであるかなどに活用できる。 

 

 本報告書は、現地調査をまとめただけの報告書ではなく、既往の文献や統計データを含め

て我が国の「資源管理の下での欧州漁港・市場の管理運営」をテーマに研究した成果である。

広く本報告書が活用されることを期待する。 

 


